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○ 大学の概要
（２）大学の基本的な目標等

本学の基本構想は「工科大学構想」である。「工科大学構想」は，
（１）現況 本学が，世界のものづくりの中心地である中京地区の工学リーダー

① 大学名 として，技術イノべーションと産業振興を牽引するにふさわしい高
国立大学法人名古屋工業大学 度で充実した教育研究体制を整備し，国内の工科系大学のみならず，

世界の工科系大学と連携することにより，工科大学の世界拠点とし
② 所在地 て，異分野との融合による新たな科学技術を創成し，有為の人材を

愛知県名古屋市昭和区御器所町（大学本部，工学部等） 数多く世に送り出そうとする構想である。
岐阜県多治見市旭ヶ丘１０丁目６－２９ この基本構想を実現するための教育研究理念が，「ひとづくり」，

（セラミックス基盤工学研究センター） 「ものづくり」，「未来づくり」である。

③ 役員の状況 ① 「ひとづくり」が目指すところは，市民としての的確な倫理感
学長名 松井 信行 覚に裏打ちされた人間性豊かな技術者の養成である。

（平成１６年４月１日～平成２０年３月３１日） ② 「ものづくり」が目指すところは，２１世紀の工学を先導し，
理事数 ３人 ものづくり技術を地域社会に還元するとともに，地域におけるも
監事数 ２人 のづくりの知的源泉となることである。

③ 「未来づくり」が目指すところは，人類の繁栄と地球環境の保
④ 学部等の構成 全など，２１世紀の中心課題を解決するための新しい工学を創成

学部 工学部第一部，第二部 し，人類の幸福と国際社会の福祉に貢献することである。
研究科 工学研究科
教育研究センター等 ものづくりテクノセンター こうした基本構想及び教育研究理念を踏まえ，学長のリーダー

セラミックス基盤工学研究センター シップの下に，特に以下の９つの事項について重点的に取り組む。
極微デバイス機能システム研究センター ① 人類の幸福と国際社会に貢献できる人材を育成する。
テクノイノベーションセンター ② 先見性のある，哲学を持った個性豊かな人材を育成する。
工学教育総合センター ③ だれもが，いつでも，どこでも学べる場としての大学の機能を
国際交流センター 高める。
情報基盤センター ④ 市民・産業界の知的交流を目指し，新しい知と文化の発信拠点
保健センター となる。

⑤ 世界の工業技術の中枢拠点としての一層の向上を図る。
⑥ 時代を先導した工学と技術の推進役を果たす。

⑤ 学生数及び教職員数 ⑦ 真理の探求及び「工学技術文化」の継承と発展を通しての社会
学生数 工学部第一部 ４，０１０人（１０６） 貢献を行う。

工学部第二部 ８８４人 ⑧ 多岐にわたる工学及び新技術を融合した新しい工学を創成す
工学研究科 １，４０５人（１１７） る。

教職員数 教員 ３８６人 ⑨ 人類の発展と幸福を先導する技術哲学を構築する。
職員 １８５人

本学は，「個性輝く大学」を目指して，「工科大学構想」を実現す
るため，平成１３年度から大学改革を推進し，国立大学法人化を先
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取りした教育研究及び運営体制づくりを実施してきており，今後は、
これらの新しい組織を活性化させ，未来を切り拓いていくことを目
す。

本学の１００周年の記念事業として，国内外の工科大学の学長・
副学長及び工学系学部をもつ大学の学長を招いて工科系大学長会議，
記念講演会及びセラミックス等の分科会を開催し，新たな工学の教
育・研究のあり方を展望した。本学学長から若手研究者を対象とす
る「NIT国際工学賞」を創設することなどを柱とする「２１世紀工学
のあり方－名古屋宣言」が提案され，参加した学長等がこれに署名
した。
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全 体 的 な 状 況

Ⅰ 平成１８事業年度に係る業務の実施状況
平成１８事業年度に係る業務は，項目別の状況に示すように十分に 新産業の創出を目的として，複数の研究者の協力の下に研究を推進
実施している。本学の主な取り組みは下記のとおりである。 するため，平成１６年度にプロジェクト研究所制度を設けた。平成

１９年３月現在１６研究所が設置されている。
Ⅱ 主な取り組み

６．「環境調和セラミックス科学の世界拠点」の実施
１．教育研究組織の見直し検討 本学は，平成１４年度に，文部科学省による「２１世紀ＣＯＥプ

我が国の産業社会の高度化、多様化、国際化に応えて、大学院を ログラム」に採択され「環境調和セラミックス科学の世界拠点」事
中心とした教育組織整備及び社会人教育の充実を図り、法人化した 業を実施してきた。
本学の社会的な役割を一層強化するため、平成２０年度概算要求に 本事業は，平成１４年度から１８年度までの５年間実施した。
向けて、大学院再編及び第二部改廃に関する検討を戦略構想委員会
において行った。 ７．分野別連携協定の締結

分野を定めた協定を締結し，大学がもつシーズと民間企業等がも
２．「発信型国際技術者育成のための工学英語教育」の実施 つニーズについてお互いに交流しかつ連携を図ることにより，早期

本学は，平成１７年度に，文部科学省による「現代的教育ニー に幅広い産学連携体制を構築する分野別連携協定を１３件締結（平
ズ取組支援プログラム」（仕事で英語が使える日本人の育成）に採 成１６年度３件，平成１７年度４件，平成１８年度６件）している。
択され，「発信型国際技術者育成のための工学英語教育－「知識と
しての英語」から「道具としての英語」へ－」事業を実施するこ ８．「工場長養成塾」の実施
とになった。本事業は，平成１７年度から１９年度までの３年間 「工場長養成塾」は，経済産業省の「産学連携製造中核人材育成
実施する予定である。 事業」として，本学と周辺自動車関連企業がコンソーシアムを組

み，東海地方の中堅・中小企業の工場長とその候補者を対象に，製
３．「技術の市場化を実現する産学連携教育」の実施 造工程の管理について実践的に学ぶプログラムである。

本学は，平成１７年度に文部科学省による「派遣型高度人材育成 平成１７年度は，コンソーシアム参加企業と連携し，人材養成カ
協同プラン」に採択され，「技術の市場化を実現する産学連携教育 リキュラムの開発や教材の作成を行った。
－産学共通プラットホームでの双方向インターンシップ－」事業を 平成１８年度は，希望者１６名が企業の工場現場等を教室とし，
実施することになった。本事業は，平成１７年度から２１年度まで ゼミ，模擬ライン等による１４８時間にわたるカリキュラムを受講
の５年間実施する予定である。 した。

４．実務型教員の設置 ９．戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用
学部及び大学院の授業の中で，企業における研究開発など，最新 (1) 運営会議の設置

の応用事例の講義をお願いするために，実務経験者や特殊技能を有 学長の諮問機関として「運営会議」を設置している。学長のリ
する方に講義を依頼する実務型教員制度を平成１７年度に設けた。 ーダーシップの下，本学の運営に関する基本方針等について企画

及び立案，学内の意見調整を行うものである。
５．プロジェクト研究所の設置

異なる専門分野の融合による新しい学問領域を開拓するとともに (2) 企画院，本部等の設置

名古屋工業大学
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運営会議において企画立案された基本方針に基づき，又は自ら全 ターにおいて全学から公募し，選考決定し配分した。
学的視点で各々の課題ごとに具体的な企画及び立案を行う機関と
して，教育企画院，研究企画院，人事企画院，施設マネジメン (2) 柔軟な教員組織の編制と教員数の一元的管理

ト本部，教育研究センター機構運営本部，共通教育実施本部，全 ① 本学の教員組織は，平成１５年４月に，従来の縦割りの学問
学評価室を設置している。 分野による学科組織から離れて，異分野の教員が交流する横断

的，学際的な教員組織である領域に改めた。この領域は，研究
(3) 効果的・機動的な大学運営 系組織として大学院に置き，４領域から成っている。各教員は

各企画院等は，運営会議において企画立案された基本方針に基 この４領域のいずれかに所属し，その専門分野に応じ，学科，
づき，又は自らの課題ごとについて，具体的な事項の企画及び立 専攻の教育を担当する，あるいはセンターの業務を担当すると
案を行っている。運営会議及び各企画院等で企画立案された事項 いう柔軟な教員組織である。
を役員会，経営協議会，教育研究評議会で審議し，学長が決定し
ている。 ② 教員数は，学長が院長を務める人事企画院を通じて一元的に

管理し，必要なところに適切に配置している。
(4) 教授会の代議員会設置の準備

学部，研究科の効率的運営と教員の管理運営負担の軽減，教育 １１．外部資金の積極的な獲得
研究時間の確保のため，平成１９年４月から教授会に代議員会を (1) 競争的資金の公募情報の各教員への通知，学内ホームページ
設置することを決定した。一般選抜を除く各種入学者選抜に関す に競争的資金の公募情報の掲載，競争的資金の公募内容に対応
る事項、博士論文審査委員会の設置等については，学長が指名す する研究実績を有する教員に対する申請の推奨などの方法によ
る副学長，教育類長，専攻長等で構成する代議員会の議決をもっ り，積極的に働きかけている。
て教授会の議決とすることとした。

(2) このような外部資金の積極的な獲得に努めた結果，平成１８
１０．戦略的・効果的な資源配分 年度は，約２１億７百万円を獲得することができた。この金額
(1) 戦略的経費の配分 は,平成１５年度の約１５億７千４百万円と比較すると約３４％
① 学内予算配分にあたり，学長裁量経費（約１億３千９百万円） 増である。

を措置し，教育改革・改善プロジェクト経費，教育基盤設備充
実費等について，学長が決定又は全学から募集し，学長が選考 １２．同窓会組織との連携強化，海外同窓会の設立
・決定し配分した。 学生支援，産学連携，広報活動（受験生獲得を含む）等の充実

を目的に，同窓会組織（社団法人名古屋工業会）との一層の連携
② プロジェクト研究，戦略的研究，若手・基礎研究の項目につ 強化を検討した。
いては，学長裁量経費から学内研究推進経費として，約４千万 また，海外在住卒業生に対するサポート強化や本学との協力関
円を措置した。 係強化のため海外同窓会の設立を推進し，第１号を韓国（ソウル）

に設立した。
③ 平成１８年度から，職員の優れた功績，本学への貢献につい
て，褒賞制度を創設し，学長裁量経費から５百万円を措置した。 １３． 国際交流の推進

(1) 国際交流体制の整備
④ 本学のもつ独創的な研究シーズを実用化・企業化する目的で 平成１７年度に，国際交流を積極的に進め，国際社会に貢
大学と企業等が研究グループを形成し，試作，実用検証試験な 献できる人材の養成及び国際的視点に立った産学官連携を推
どを行う研究に助成するテクノイノベーションセンター大学院 進するため，留学生センターを国際交流センターに改組した。
ＶＢＬ（ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー）部門提案公募 また，全学的な国際交流と同センター業務を一体的，戦略
研究（約１千２百万円）を措置し，テクノイノベーションセン 的に企画・立案するため，学長を委員長とする国際交流セン
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ター企画運営委員会を設置した。併せて，国際交流関係事務
を一元的に取り扱う国際交流課を設置した。

(2) 多様な留学生受け入れ
多様な留学生受け入れのため，マレーシア，インドネシア，カ

カナダ，韓国における日本留学フェア等の会場において，本学の
情報発信，留学生への説明を実施した。

また，中国の同済大学，北京化工大学とのダブルディグリープ
ログラムを推進し，平成１８年度中に１名を派遣し，平成１９年
１０月から留学生を受け入れることを決定した。

平成１９年１０月から大学院に英語による特別コース(１０月
入学）を開設することを決定した。これにより，国費大学推薦
優先枠５名を獲得した。

ハノイツイニングプログラムに基づく編入学生の受入れを決定
し，１名が平成１８年３月までに入学手続きを行った。

平成 1 ８年９月に，日本学生支援機構との共催により，国際大
学交流セミナー「ナノテクノロジーに向けた材料デバイスセミナ
ー」を開催し，インドから教員，学生１３名を受け入れた。

(3) 国際貢献活動
アフガニスタンの戦後復興支援の国際貢献活動として，平成

１７年度にアフガニスタンカブール大学と交流協定を締結し，平
成１８年度から，同大学教員２名を留学生として，大学院に受け
入れた。また，同国のバルフ大学から留学生 1名を受け入れた。

(4) 留学生インターンシップ等の実施
日本企業への留学生の就職を支援するため，平成１８年度に，

留学生向けの就職支援セミナーを２回実施した。また，留学生就
職支援講座を１５回開催した。

中部経済産業局が実施した，平成１８年度留学生インターンシ
ップ・モデル事業に留学生９名を参加させた。

(5) 学生の留学等
平成１８年度から，学術交流協定校であるバレンシア州立工芸

大学に学生１名を留学させた。
平成１８年度には，同済大学に１名(ダブルディグリー）を留

学させるとともに，ＥＦＲＥＩ（仏グランゼコール）に１１名を
短期留学させた。
海外インターンシップ（ドイツほか）に５名を参加させた。



項目別の状況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
① 運営体制の改善に関する目標

中 ○効果的な組織運営や戦略的な学内資源配分の実現等に関する基本方針
① 学長がリーダーシップを発揮しつつ，全学的視点に立った機動的な大学運営をボトムア

期 ップに充分な配慮をしつつ遂行できる運営体制を整備する。
② 教員と事務職員が協力して効率的な大学運営ができるシステムを構築する。

目 ③ 学内資源の有効配分のため，業務の適正な評価と改善を行う。
④ 大学運営に社会の意見を積極的に反映させるための取り組みを進める。

進 ウ
中期計画 年度計画 捗 判断理由（計画の実施状況等） ェ

状 イ
況 ト

〇 全学的な経営戦略の確立に 〇 全学的な経営戦略の確立に関する具
関する具体的方策 体的方策

【１】 【１】
学長の下に「運営会議」を設 学長の下に設置した「運営会議」において，大 運営会議において以下の事項について企画立案した。これらの事項に

置し，大学運営に関する基本方 学運営に関する基本方針等について企画立案する。 ついては，担当企画院等，役員会，経営協議会，教育研究評議会で審議
針等について企画立案する。 の上，平成１８年度に実施又は１９年度からの実施を決定した。

・ 平成１９年度概算要求事項 ・ 職員給与の一部改訂
Ⅲ ・ 職員退職手当の改定 ・ 平成１９年度予算配分案

・ １００周年記念事業の実施 ・ 平成１９年度年度計画の策定
・ 平成１８年度補正予算 ・ 教授会の運営(代議員会の設置）

○ 運営組織の効果的・機動的 ○ 運営組織の効果的・機動的な運営に
な運営に関する具体的方策 関する具体的方策

【２】 【２】
「運営会議」において企画及 「運営会議」において企画及び立案された基 以下の事項について担当企画院等で審議し，役員会，経営協議会，

び立案された基本方針に基づ 本方針に基づき，又は自ら全学的視点で各々 の課題 Ⅲ 教育研究評議会と連携し，平成１８年度に実施又は平成１９年度からの
き，又は自ら全学的視点で各々 ごとに具体的な企画及び立案を行う機関として設置 実施を決定した。
の課題ごとに具体的な企画及び した教育企画院，研究企画院，人事企画院，施設マ ・ 人件費削減への対応
立案を行う機関として，平成１ ネジメント本部，教育研究センター機構運営本部， ・ 名工大テクノフェアの実施
６年度に以下の企画院等を設置 共通教育実施本部，全学評価室と，役員会，経営協 ・ 教育活動等の自己点検・評価の実施



し，役員会，経営協議会，教育 議会，教育研究評議会との連携による効率的・機動 ・ 産学官連携・地域連携及び知的財産対応の機能を一元化するため，
研究評議会との連携による効率 的な大学運営を行う。 産学官連携本部を廃止するとともに，テクノイノベーションセンタ
的・機動的な大学運営を実現す 産学官連携本部は，産学官連携・地域連携及び知 ーの４つの部門を企画・管理部門と知財活用部門に整理統合し、産
る。 的財産対応について，また，安全衛生・危機管理対 学官連携推進の中核的組織として産学官連携センターを設置するこ

ⅰ 教育企画院：教育活動の 策本部は，安全衛生及び環境対応について，効率的 とを決定した。
基本方針の企画立案，教育 な運営を図るため見直しを行う。 ・ 平成１６年度に設置した安全衛生・危機管理対策本部を廃止し，
課程の編成，アドミッショ 従来の安全衛生委員会，安全管理委員会に加えて環境対策委員会を
ンポリシーの策定，学生交 新たに設置した。
流の推進，学生経費の配分
方針の策定等

ⅱ 研究企画院：研究活動の
基本方針の企画立案，プロ
ジェクト研究の推進，研究
活性化経費の配分方針の策
定等

ⅲ 人事企画院：教員の採
用，昇任人事等基本方策の
決定，教員評価，その他教
員の人事関連課題の総合調
整等

ⅳ 施設マネジメント本部：
大学全体の施設整備の企画
立案等

ⅴ 産学官連携本部：産学官
連携活動，知的財産の基本
方針の企画立案等

ⅵ 安全衛生・危機管理対策
本部：大学全体の安全衛生
及び危機管理全般に係る事
項

ⅶ 教育研究センター機構運
営本部：教育研究関係セン
ターの運営方針等の企画立
案等

ⅷ 全学評価室：大学全体の
評価に係る事項

【３】 【３】
企画院などの設置により平成 平成１６年度に設置した実務委員会の見直しを行 Ⅲ 大学が掲げる環境方針を達成するため，目標や対応策などを企画立案

１６年度に学内の各種委員会を う。 するため「環境対策委員会」を設置した。
見直し，実務委員会を設置する。



○ 教員・事務職員等による一 ○ 教員・事務職員等による一体的な運
体的な運営に関する具体的方 営に関する具体的方策
策

【４】 【４】
学長の下に置く「運営会議」 学長の下に置く「運営会議」に事務局 ・ 運営会議に事務局の４部長（総務・財務・学生・研究国際）が毎

に事務局の各部長が陪席し，大 の各部長が陪席し，大学運営に関する基 Ⅲ 回陪席し，副学長，附属図書館長など教員とともに人件費削減への
学運営に関する基本方針等の企 本方針等の企画立案の検討に参画するこ 対応など大学運営に関する基本方針の検討に，事務局の立場から参
画立案の検討に参画することに とにより，教員組織と事務組織との連携 画することにより教員組織と事務組織の連携を強化した。
より，教員組織と事務組織との を強化する。 ・ 運営会議の構成員は，学長，理事，名誉理事，副学長，附属図書
連携を強化する。 館長である。

○ 全学的視点からの戦略的な ○ 全学的視点からの戦略的な学内資源
学内資源配分に関する具体的 配分に関する具体的方策
方策

【５】 【５】
資源を有効に配分するため， 資源を有効に配分するため，「運営会 資源を有効に配分するため，運営会議及び役員会の議を経て「平成

「運営会議」において資源配分 議」において資源配分方針案を作成し， Ⅲ １８年度財政指針」を取りまとめた。
方針案を作成し，経営協議会あ 経営協議会あるいは教育研究評議会で審
るいは教育研究評議会で審議 議し，学長が決定する。
し，学長が決定する。

○ 学外の有識者・専門家の登 ○ 学外の有識者・専門家の登用に関す
用に関する具体的方策 る具体的方策

【６】 【６】
平成１６年度から，経営協議 経営協議会に学外の有識者の参加を企 Ⅲ 企業関係者，教育関係者，本学卒業生など学外の幅広い分野から１３

会に学外の有識者の参加を企業 業及び地域社会に依頼し，その意見を積 名の有識者に委員を依頼し，その意見を積極的に取り入れた。（平成１８
及び地域社会に依頼し，その意 極的に取り入れる。 年度は４回開催）
見を積極的に取り入れ，大学運
営に反映させる体制を確立す
る。

○ 国立大学間の自主的な連携 ○ 国立大学間の自主的な連携・協力体
・協力体制に関する具体的方 制に関する具体的方策
策

【７】 【７】
国立大学全体の連絡・協議等 国立大学全体の連絡・協議等のための 国立大学全体の連絡・協議等のため自主的な連合組織である「社団法

のための自主的・自律的な連合 自主的・自律的な連合組織である「国立 Ⅲ 人国立大学協会」に参加して，国立大学間の連携・協力を推進した。
組織に参加して，国立大学間の 大学協会」に参加して，国立大学間の連
連携・協力を推進する。 携・協力を推進する。

ウェイト小計



Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
② 教育研究組織の見直しに関する目標

中 ○教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直し等に関する基本方針
期 ① 教育研究の進展や社会的要請に応じ，適切な評価に基づいた教育研究組織の弾力的な設計と
目 効果的な改組転換を進める。
標

進 ウ
中期計画 年度計画 捗 判断理由（計画の実施状況等） ェ

状 イ
況 ト

○ 教育研究組織の編成・見直 ○ 教育研究組織の編成・見直しのシス
しのシステムに関する具体的 テムに関する具体的方策
方策

【８】 【８】
平成１６年度に設置する「教 平成１７年度の検討に引き続き，教 Ⅲ 学長の下に戦略構想委員会を設置し，平成２０年度概算要求に向けて、

育企画院」，「研究企画院」及び 育研究組織の在り方について検討する。 大学院博士前期課程の定員の是正、独立専攻・基盤専攻の在り方、第二部
「全学評価室」において，教育 の改廃に関する検討を行った。
研究組織の点検・評価を実施
し，その結果を受けて組織の見
直しを図るなど必要な措置を講
ずる。

○ 教育研究組織の見直しの方 ○ 教育研究組織の見直しの方向性
向性

【９】 【９】
平成１５年度に再編整備した （１９年度以降実施のため，１８年度は

専攻及び平成１６年度に再編整 年度計画なし）
備する学科については，「教育
企画院」において学部・大学院
の教育全般について詳細な点検
を行い，その結果を基に中期目
標期間中に新たな再編整備をも



検討する。
【１０】 【１０】
平成１５年度から実施した４ ４領域に一元化した研究組織「研究系」について Ⅲ 戦略構想委員会において，大学院の専攻の再編整備について検討する

領域に一元化した研究組織「研 一層効果的な研究組織とするための検討を開始す 中で，領域についても検討し，引き続き領域を置くこととした。
究系」について，「研究企画院」 る。
においてその有効性等を随時評
価し，一層効果的な研究組織と
するために必要に応じて検討す
る。
【１１】 【１１】
教育研究センター機構運営本 情報メディア教育センターと情報ネットワーク 情報メディア教育センターと情報ネットワークセンターを再編整備し，

部において，教育研究センター センターを再編整備し，情報基盤センター（仮称） Ⅲ 「情報基盤センター」を設置した。
の組織を点検・評価し，必要に を設置する。 「情報基盤センター」設置後，教育用計算機システムと図書館システ
応じて見直す。 ムを統合した。

ネットワーク管理と教育用計算機管理を一体化した。
また，学生・教職員が利用する学術情報基盤の入り口として，ＩＣカ

ード利用による認証システムの導入準備を行った。また，今後は，事務用
システムの統合をも視野に情報基盤センターがサポートセンターとしての
役割を果たすこととしている。

ウェイト小計



Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
③ 人事の適正化に関する目標

○ 戦略的・効果的な人的資源の活用や非公務員型を活かした柔軟かつ多様な人事システムの構
中 築等に関する基本方針

① 教員の流動化を向上させるとともに，教員構成の多様化を図る。
期 ② 教員採用の際には，研究能力，教育能力や必要に応じて業務の特性を重視した選考を行う。

③ 事務職員の流動性の確保と専門性の向上を図る。
目 ④ 技術職員の定期的研修や流動化，専門性の向上を図る。

⑤ 「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された総人件費改
標 革の実行計画を踏まえ，人件費削減の取組を行う。

進 ウ
中期計画 年度計画 捗 判断理由（計画の実施状況等） ェ

状 イ
況 ト

〇 人事評価システムの整備・ 〇 人事評価システムの整備・活用に関
活用に関する具体的方策 する具体的方策

【１２】 【１２】
平成１７年度末までに，全教 平成１７年度の試行を踏まえ，評価の方法を見直 Ⅲ 全教員の個人評価（教育，研究，社会貢献，大学運営への貢献等）を

員の個人評価（教育，研究，社 し，全教員の個人評価（教育，研究，社会貢献，大 試行した。
会貢献，産官学連携への貢献， 学運営への貢献等）を試行する。 ２年にわたる試行を踏まえ，平成１９年度から給与インセンティブ へ
大学運営への貢献等）を試行し， の反映を伴う個人評価を実施する。
平成１８年度から実施する。
【１３】

教員評価の方法は随時見直
す。
【１４】 【１４】
事務職員の業務実績や適性に 事務職員の業務実績や適性について，複数人によ 従来の勤務評定の方法を基本とし，公正な評価を実施するために複数

ついて，現在の勤務評定の方法 る評価を実施する。 Ⅲ 人（課長と主幹）による評価を実施した。（実施日：１０月１日）
を基本として評価するシステム 技術部職員については，職員の能力向上を目的とした独自の業務評価
を構築する。 を試行した。

○ 柔軟で多様な人事制度の構 ○ 柔軟で多様な人事制度の構築に関す
築に関する具体的方策 る具体的方策



【１５】 【１５】
人事の評価基準を広く公表 教員の採用・昇任などを審査する人事部会に学外 Ⅲ 助教授以上の教員採用のための選考を行う人事部会に，審査過程にお

し，学内外から意見を聴取する 委員を加える。 ける公正性や厳密性を図るために学外委員を原則として加えることとし，
などの方法により，評価基準を ８名の学外委員を委嘱した。
絶えず見直す。
【１６】 【１６】
平成１６年度に，教員の資質 （１７年度に実施したため，１８年度は

向上のため，サバティカル制度 年度計画なし）
を設ける。

○ 任期制・公募制の導入など ○ 任期制・公募制の導入など教員の流
教員の流動性向上に関する具 動性向上に関する具体的方策
体的方策

【１７】 【１７】
既に行っている任期付き教員 センターの任期付き教員を増加する。 Ⅲ 情報基盤センターの助手ポスト「１」を任期付きとし，平成１８年４

に加え，平成１６年度以降の学 月１日付けで採用した。
内センターの新規採用教員につ
いては，その任に応じ任期付き
とするとともに，任期付き教員
の拡大について検討を進める。
【１８】 【１８】

平成１５年度に確立した公募 公募制度の推進・充実を行う。 Ⅲ 原則公募とし，平成１８年度中の人事案件２１件のうち学内の配置換
制度の推進・充実を行う。 １件を除き２０件の公募を実施した。
【１９】 【１９】

教員構成の多様化を図るた 教員構成の多様化を図るため，他大学 平成１８年度中に２１名の教員を採用した。その中には，他大学経験
め，他大学及び企業経験者から 又は企業経験者を採用する。 Ⅲ 者１１名及び企業経験者等２名がおり，教員構成の多様化が図られた。
の採用を積極的に推進する。
【２０】 【２０】
平成１６年度末までに，重点 「名古屋工業大学プロジェクト特任教 平成１６年度に採用したプロジェクト特任教授を継続して採用した。

領域の研究を推進するための先 授の選考等に関する規程」に基づき，重 Ⅲ 平成１９年度にプロジェクト特任教授１名を採用することとした。
端研究者を特任教授（仮称）と 点領域の研究を推進するための先端研究
して任期付で採用する制度を設 者をプロジェクト特任教授として採用す
ける。 る。
【２１】 【２１】
平成１６年度末までに，競争 平成１６年度に制定した「名古屋工業 平成１８年度中に，プロジェクト研究員として２５名を採用した。

的資金による若手の任期付研究 大学プロジェクト研究員の取扱いに関す Ⅲ
員等の積極的な採用制度を確立 る規程」に基づき，競争的資金によるプ
する。 ロジェクト研究員を採用する。

○ 外国人・女性等の教員採用 ○ 外国人・女性等の教員採用の促進に
の促進に関する具体的方策 関する具体的方策



【２２】 【２２】 ・ 学長裁量経費を手当し，プロジェクトチームを設置した。
外国人，女性の教員採用を積 外国人・女性の教員の増加方策について検討す ・ 女性の教員採用を推進する方策について，先進大学等の取り組み状

極的に推進する。外国人教員に る。 Ⅲ 況を調査した。
ついては，国際公募をするなど ・ 女子学生が置かれている現状を正確に把握するために，女子学生（在
の方法を導入する。 籍者，卒業生，修了者）を対象にアンケート調査及び個別聞き取り調

査を実施するとともに，教職員の意識啓発を促すために講演会を実施
し，これらの内容を「本学における女性研究者登用推進のための基礎
調査報告書」として取りまとめた。

・ 「外国人の教員への採用推進と教育の国際化」に関するアンケート
を実施し，外国人教員の採用推進等に関する本学教員の認識を分析す

る とともに，それらを踏まえた現実的な取組み方策について検討した。

○ 事務職員等の採用・養成・ ○ 事務職員等の採用・養成・人事交流
人事交流に関する具体的方策 に関する具体的方策

【２３】 【２３】
事務職員，技術職員の採用は， 事務職員，技術職員の採用は，東海・ ・ 東海･北陸地区国立大学法人等職員採用試験及び面接により，平成

東海・北陸地区国立大学法人等 北陸地区国立大学法人等職員採用試験及 Ⅲ １８年度に３名採用し，平成１９年度に２名採用することとした。
職員採用試験及び面接によるも び面接による。 ・ 事務職員登用試験により，平成１９年度に本学パートタイマー２名
のとし，専門職については資格 を常勤職員として採用することとした。
や面接による。 ・ 選考採用により，技術職員１名を平成１９年度に採用することとし

た。
【２４】 【２４】

大学運営の各専門分野のスペ 民間機関で実施している語学研修に参加させる。 大学運営の各専門分野のスペシャリストを養成するため，次のとおり
シャリストを養成するため，語 財務会計に関する研修に参加させる。国際交流分野 研修に参加させた。
学，国際交流，労務管理，財務 のスペシャリストを養成するため，国の機関等が実 ・ 英会話スクールでの語学研修に２名を参加させた。（平成１８年
会計，知的所有権等の業務に関 施している研修に参加させる。 Ⅲ １０月から平成１９年６月まで）
する専門研修の機会を設ける。 ・ 法人会計事務職員研修に５名を参加させた。（９月６日～８日）

・ （独）日本学術振興会国際学術交流研修に１名を派遣した。（平成
１７年４月から平成１９年３月まで）

・ （独）労働政策研究・研修機構労働通信教育講座に自己啓発研修
として３名を受講させた。（平成１８年１０月～平成１９年３月）

【２５】 【２５】
事務職員（幹部職員を含む。） 事務職員の専門性と経営能力を高める 業務改善への意識，行動への気づき等を学び取るために，企業での実

の専門性と経営能力を高めるた ため，企業等において実地研修を実施す Ⅲ 地研修に係長以上の事務職員５名を派遣した。
め，既に実施している企業等に る。
おける実地研修を充実する。
【２６】 【２６】
平成１６年度に，大学院等で 放送大学大学院等に参加させる。 Ⅲ 大学院での高度専門研修として，放送大学大学院修士科目生として５

の高度専門研修の研修制度を確 名を入学させた。
立する。 （平成１８年１０月から平成１９年３月まで）



【２７】 【２７】
研究協力及び経営労務管理な （１７年度に実施したため，１８年度は

どの分野は，専門性の高い人材 年度計画なし）
を採用する。なお，この実績を
勘案し，国際交流等の分野につ
いても拡大を検討する。
【２８】 【２８】
国立大学法人間との人事交流 国立大学法人間等との人事交流を積極 Ⅲ 国立大学法人等の研究機関との間で人事交流を実施した。（本学から他

を積極的に実施するほか，私立 的に実施する。 大学等への出向者３名，他大学等から本学への出向者６名）
大学・地方公共団体・民間企業 平成１９年度に、技術職員１名を（財）科学技術交流財団へ週２回出
との人事交流についても検討す 向させることを決定した。
る。
【２９】 【２９】
技術職員の資質向上，業務分 研修会等に参加させ，技術職員のスキルアップを 技術部のステップアップ研修を実施し，４グループ３５名を参加させ

担，学内配置について充分な検 図る。 Ⅲ た。また，情報関連の資格取得講習に３名を参加させた。
討を行い，専門的な技術職員の
養成を図るとともに，資格取得
の方策を講じる。
【３０】 【３０】
技術職員の技術力をより高め 技術職員の技術力をより高めるため，東海・北陸 ・ 東海･北陸地区国立大学法人等技術職員合同研修に２名参加させた。

るため，専門技術研修を実施す 地区国立大学法人等技術専門研修に参加させるとと Ⅲ ・ 全国国立大学法人等技術研究会に９名を参加させた。
るほか，学外で開催される高度 もに，学外で開催される専門的な研修会等に参加さ
技術研修にも参加させる。 せる。

○ 中長期的な観点に立った適 ○ 中長期的な観点に立った適切な人員
切な人員（人件費）管理に関 （人件費）管理に関する具体的方策
する具体的方策

【３１】 【３１】
総人件費改革の実行計画を踏まえ，平 総人件費改革の実行計画を踏まえ，概ね１％の人 Ⅲ ・ 概ね１％の人件費の削減を踏まえ，平成１８年度以降の人件費所要

成２１年度までに概ね４％の人件費の削件費の削減を目標とし，削減計画を策定する。 額試算表を作成した。
減を図る。 ・ 試算表を参考に，教員，事務職員，技術職員の別に具体的な採用・

削減計画等を作成した。
・ 総人件費改革に基づく平成１８年度人件費目標額５０億１千６百万

【３２】 円に対し、決算額は、４８億９千３百万円であり、削減目標は達成さ
教員の人員管理は「人事企画 れた。

院」で行い，併せて大学全体の 【３２】
職員の人員管理を役員会で行 教員の人員管理は「人事企画院」で行い，併せ ・ 教員の人事管理については，人事企画院で１５年度の大学全体の定
う。 て大学全体の職員の人員管理を役員会で行う。 員数の範囲内及び総人件費改革の実行計画を踏まえて策定された人件

Ⅲ 費削減計画の目標額の範囲内で管理を行うとともに，各教育類，専攻，
センターの適切な担当教員数の検討、見直しを行った。

・ 更に各教育類，専攻，センターの適切な担当教員数の検討のための
基礎資料を得るため，教員の積算教育負担調査を実施した。



・ 大学全体の職員の人員管理を役員会で行った。
【３３】 【３３】
事務等の効率化・合理化によ 事務局の財務部に契約課を新設し，専門職能集団 Ⅲ 事務局の財務部に契約課を新設し，専門職能集団の形成による契約事

る職員の再配置を行う。 の形成による契約事務処理体制を構築するとともに 務処理体制を構築するとともに契約事務の合理化・効率化を図った。
契約事務の合理化・効率化を図る。

○ 教職員のハラスメントの防 ○ 教職員のハラスメントの防止等に関
止等に関する具体的方策 する具体的方策

【３４】 【３４】 ・ セクハラ防止対策にあたる担当者及び対応にあたるハラスメント相
平成１６年度にハラスメント ハラスメントに関するガイドラインを充実させる 談員の技術向上のための研修会に参加させた。（19.2.13）

の防止，情報セキュリテポリシ ために，防止委員会委員を学外の研修会等に参加さ Ⅲ ・ ハラスメント防止講演会を開催した。（18.12.21）
ー，倫理等，教職員が守るべき せる。また，ハラスメントをより深く理解するた ・ 苦情相談へ適切に対応するためにハラスメント相談員に対する研修
ガイドラインを定め学内外に周 めに教職員及び学生に対し学内講演会を実施すると を実施した。(19.3.15)
知・公表する。このガイドライ ともに，苦情相談へ適切に対応するために相談員に ・ ハラスメント防止の啓発活動として，相談窓口の周知徹底（ホームペ
ンは社会情勢の変化に伴い随時 対する研修を実施する。さらに，ハラスメント防止 ージの活用、セクハラ防止携帯カードの配付（全構成員））、防止リー
見直す。さらに，広報活動・講 を徹底させるために，ホームページを活用して相談 フレットの作成・配付（全構成員）、防止ポスターの作成、防止ガイド
演会開催などを一層強化し定期 窓口等の周知を図り，ガイドラインを分かりやすく ライン冊子の配布（新規採用職員・新入生）を行った。
的受講を義務づける。 示したリーフレットを作成する。

ウェイト小計



Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

中 ○ 事務処理の効率化・合理化，事務組織の機能，編成の見直し等に関する基本方針
期 ① 事務組織・職員配置の再編，合理化を進める。
目 ② 各種事務の電子化等により，事務処理の簡素化・迅速化を図り，電子事務局化を目指す。
標 ③ 外部委託等を積極的に推進する。

進 ウ
中期計画 年度計画 捗 判断理由（計画の実施状況等） ェ

状 イ
況 ト

〇 事務組織の機能・編成の見 〇 事務組織の機能・編成の見直しに関
直しに関する具体的方策 す る具体的方策

【３５】 【３５】
担当理事の業務分掌に応じ （１７年度に実施したため，１８年度は

て，事務組織としての一体性を 年度計画なし）
確保しつつ，教育研究・管理運
営に必要な事務を遂行できる事
務体制を確立する。
【３６】 【３６】
平成１６年度から，事務局は （１７年度に実施したため，１８年度は

総務部，財務部及び学生部の編 年度計画なし）
成とし，各部に置く各課の事務
分掌及び職員配置は，課長の判
断により毎年度見直しができる
柔軟な体制とする。さらに，平
成１７年度から，総務部，財務
部，学生部及び研究協力部に再
編する。
【３７】 【３７】
領域の各事務室について，平 （１６年度に実施したため，１８年度は

成１６年度末までに在り方を見 年度計画なし）
直す。
【３８】 【３８】
学務事務，経理事務などにつ 電子事務局化を推進するため，教育研究・学術情 IC カードと暗号基盤を基礎とする統一認証システムを平成１９年４月



いて可能な限り事務の電子化を 報サービスとの連携を含め，総合的な情報システム Ⅳ に導入することについて検討し、導入を決定した。平成１９年４月稼動の
図り，電子事務局化を推進する。として構築できるよう検討する。 ためハード、ソフト、ネットワークの準備を行った。この統一認証システ

ムの導入により，学内の各種システムの連携の基盤が整う。また，同時期
に学生ポータルサイト，職員ポータルサイト，業務フローを導入するため，
準備を進めた。

学生ポータルサイトにより，教職員と学生の双方向の教育支援サービ
スが実現する。職員ポータルサイトでは，教職員の情報提供手段が一元化
される。
電子化により、決裁から支払いに至るまでをネットワーク上で処理し、

大幅な省力化と迅速化を図るワークフローを導入し、平成１９年度から、
旅費システム、物品請求業務システムを稼動させることとした。

【３９】 【３９】
各部における単純事務作業の 平成１７年度に引き続き，単純事務作業に従事す Ⅲ 単純事務作業に従事する派遣職員２６名を導入した。

外部委託を推進すると共に，企 る派遣職員を導入する。 科学研究費補助金申請書受付業務及び入学願書受付業務の補助員とし
画立案スタッフを充実 て派遣職員を導入した。
【４０】 【４０】
全学的な視野に立ち，柔軟な 各学科，専攻，センター，事務局等に技術職員を Ⅲ ・ 各学科，専攻，センター，事務局等からの業務依頼に基づき，技術

技術支援体制を確立する。 派遣し，技術支援業務を行う。安全衛生，情報セキ 職員を派遣し，教育・研究及び全学的見地から必要な技術支援業務を行
ュリティ等の分野の技術支援を充実する。 った。

・ 安全衛生（２５名），IT支援（１５名）グループ制をとり，全学技術
支援体制を構築した。

ウェイト小計

ウェイト総計



（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

１ 特記事項 ｂ 運営会議及び各企画院等で企画立案された事項を役員会，経営協議会，教育研
究評議会で審議し，学長が決定している。

財政，組織，人事等の面での特色ある取組み ｃ このような審議過程を経て，平成１７年度業務実績報告書及び平成１９年度業務
本学では，法人化後を先取りし，平成１５年度から従来の縦割りの学問分野によ 計画書の策定，教授会の代議員会の設置，監査室，会計経理適正化推進委員会，セ

る学科組織から離れて，異分野の教員が交流する横断的，学際的な教員組織である ラミックス科学研究教育院の設置，産学官連携センター，大型設備基盤センターの
領域を設置した。教員は４領域（おもひ，しくみ，つくり，ながれ）のいずれかに 設置，戦略構想委員会の設置，准教授，助教導入に関する検討と決定，平成１８年
所属し，専門分野に応じ学科，専攻を担当する柔軟な組織である。この組織により， 度補正予算及び１９年度予算配分案，平成１９年度概算要求事項，財政指針の策定，
異分野の教員間の研究交流が活発化するとともに，学科，専攻等の教育組織の設計 寄附金の運用計画の検討，教育研究整備計画策定，行政，企業との各種分野別連携
が，柔軟に行えるようになった。 協定の締結，グローバルＣＯＥの検討，１００周年記念国際フォーラム検討と決定
また，教員数については，学長が委員長を務める人事企画院で，一元的に管理し， 等が行われた。

学内全体を見回した機動的な教員配置が可能となっている。
このような柔軟な組織体制が以下２の「共通事項に係る取組状況」に記した戦略 ④ 教授会の代議員会設置の準備

的な法人経営体制，資源配分を有効に働かせる基盤となっている。 学部，研究科の効率的運営と教員の管理運営負担の軽減，教育研究時間の確保の
ため，平成１９年４月から教授会に代議員会を設置することを決定した。一般選抜

２ 共通事項に係る取組状況 を除く各種入学者選抜に関する事項、博士論文審査委員会の設置等については，学
長が指名する副学長，教育類長，専攻長等で構成する代議員会の議決をもって教授

(1) 戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用 会の議決とすることとした。
① 運営会議の設置
ａ 学長の諮問機関として「運営会議」を設置している。学長のリーダーシップの (2) 戦略的・効果的な資源配分
下，本学の運営に関する基本方針等について企画及び立案，学内の意見調整を行 ① 戦略的経費の配分
うものである。 ａ 学長裁量経費

ｂ 構成員は，学長，理事，副学長，附属図書館長であり，学長が主宰している。 学内予算配分にあたり，学長裁量経費（約１億３千９百万円）を措置し，下記の
また，事務局の各部長が陪席し，企画立案の検討に参画している。 項目について，学長が決定又は全学から募集し，学長が選考・決定し配分した。

ｃ 平成１８年度は，夏季休業期間を除き，ほぼ隔週開催し，企画立案にあたって ・ 特別教育研究経費：平成１８年度概算要求で特別教育研究経費に採択されたプ
きた。 ロジェクト。また，中期計画に基づき実施する教育研究活動により，平成１９年

度以降，概算要求事項又はグローバル２１世紀ＣＯＥとなりうる事項の準備とし
② 企画院，本部等の設置 て実施するプロジェクト。
ａ 運営会議において企画立案された基本方針に基づき，又は自ら全学的視点で各 ・ 教育改革・改善プロジェクト経費：大学改革への取組や特色ある大学づくりの
々の課題ごとに具体的な企画及び立案を行う機関として，教育企画院，研究企画 ためのプロジェクト。
院，人事企画院，施設マネジメント本部，教育研究センター機構運営本部，共通 ・ 教育基盤設備充実経費：教育上必要となる基本的設備。
教育実施本部，全学評価室を設置している。 ・ 本学に新たに採用となった教員への助成

ｂ この企画院等の院長，本部長等は，各理事及び副学長が分担して務めている。 ・ 学内研究推進経費
なお，人事企画院は，学長が院長である。 先進的研究拠点の実現，大学と都市機能が一体となった頭脳拠点への展開，産

学官連携の新産業創出などへの挑戦を支援する学内研究推進経費（約４千万円）
③ 効果的・機動的な大学運営 を措置し，全学から募集し，研究企画院が選考し，学長が決定し配分した。経費
ａ 各企画院等は，運営会議において企画立案された基本方針に基づき，又は自ら 区分は，プロジェクト研究，戦略的研究，若手・基礎研究の項目からなっている。
の課題ごとについて，具体的な事項の企画及び立案を行っている。



・ 褒賞制度 による事務の合理化・効率化を図った。平成１９年度からは，学術情報課の設置，
平成１８年度から職員の優れた功績，本学への貢献について，褒賞する制度を 研究国際部学術振興課に産学官連携推進室，同じく国際交流課に留学生支援室を

創設し，学長裁量経費から５百万円を措置した。 設置することとした。
ｂ 「名古屋工業大学事務組織規程」を制定し，事務局の課には係長を置くことがで

ｂ テクノイノベーションセンター大学院ＶＢＬ部門提案公募研究 きることのみを規定し，課内の事務分掌及び担当職員の配置は，業務の繁閑など
本学のもつ独創的な研究シーズを実用化・企業化する目的で大学と企業等が研 を考慮し，課長の判断で行う柔軟な体制とした。

究グループを形成し，試作，実用検証試験などを行う研究に助成するテクノイノ ｃ 快適な職場環境づくり推進プロジェクトチームの設置
ベーションセンター大学院 VBL（ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー）部門提 平成１７年度は，事務の効率化を図り，快適な職場環境づくりや労働時間の縮減
案公募研究（約１千２百万円）を措置し，テクノイノベーションセンターで全学 等を推進するために，総務部長をチーム長とし，事務局や技術部の課長補佐級，係
から公募・選考し，学長が決定し配分した。 長，係員など１４名で構成する快適な職場環境づくり推進プロジェクトチームを設

置した。本チームで業務改善案及び具体的な実施案などの検討を行い，検討結果報
② 柔軟な教員組織の編成と教員数の一元的管理 告書を作成し，学長に報告した。
ａ 本学の教員組織は，平成１５年４月に，従来の縦割りの学問分野による学科組 平成１８年度は，前年度の検討結果を踏まえ，事務協議会の下に業務改善実施検
織から離れて，異分野の教員が交流する横断的，学際的な教員組織である領域に 討委員会を設置し，その下に業務改善推進部会と電子事務局推進部会を設置し，業
改めた。この領域は，研究系組織として大学院に置き，４領域から成っている。 務改善を実施した。業務改善推進部会では，提案制度を導入した。電子事務局推進
各教員はこの４領域のいずれかに所属し，その専門分野に応じ，学科，専攻の教 部会では，学術情報システム導入に伴う事務局のシンクライアント化の推進等に取
育を担当する，あるいはセンターの業務を担当するという柔軟な教員組織である。 組んだ。

ｂ 教員数は，学長が院長を務める人事企画院を通じて一元的に管理し，必要なと この検討結果報告書を基に業務改善事項の企画立案及び具体的方策の策定を行っ
ころに適切に配置している。教育類長（学科長），専攻長，センター長等は，その ていく予定である。
教育研究に必要な教員を生じた場合には，必要な教員像を学長に申し出ることに
なっている。学長はその申し出を受けて，必要性を判断し，必要と認めた場合は， ② 全学委員会等の見直し
人事企画院に諮り，具体的な教員選考を進めることにしている。 平成１６年４月に，２０の各種委員会を見直し，課題ごとに３つの企画院，４つ

の本部，１つの室及び１２の実務委員会を設置した。平成１７，１８年度に全学委
③ 助教制度の活用に向けた検討状況 員会等の見直しを行い，学部の共通教育を全学体制で実施するための共通教育実施

学校教育法改正に伴う准教授，助教の導入については，平成１９年４月１日適用 本部の設置，効率的な運営を図るための安全衛生・危機管理対策本部の廃止と安全
に向け，規則整備を行った。助教については，学部授業科目のうち，演習，実験， 衛生委員会及び安全管理委員会への業務一元化，産学官連携・地域連携及び知的財
実習を担当できること，とくに博士の学位を有する者は，卒業研究を担当できるこ 産対応機能の一元化のための産学官連携本部の廃止と産学官連携センター設置準備
ととした。引き続き大学院における助教活用について検討を行っている。助教への を行った。
任期制の導入について，人事企画院において，検討を行っている。

(5) 収容定員を適切に充足した教育活動の実施
(3) 資源配分に対する事後評価の実施 別表のとおり学士，修士，博士のいずれの課程も収容定員を充足している。

学内研究推進経費で配分した教員あるいは教員チームから研究終了後に研究成果 なお、博士前期課程の定員の是正については、学長の下に置いた戦略構想委員会
報告書を提出させ，本経費の審査委員会が事後評価を実施している。平成１８年度 において、検討した。
から，戦略的研究については，前年度と同内容の研究についても応募を認めること
とした。この場合は前年度の研究成果を考慮し，選考することとした。 (6) 外部有識者の積極的活用

① 外部人材の理事への登用
(4) 業務運営の効率化 本学の理事は３名であり，その内１名は企業経験者を登用している。同理事は，
① 業務運営の合理化 その企業経験を生かし，産学連携，社会連携を積極的に推進した。
ａ 平成１７年４月に，事務局を総務部，財務部，学生部及び研究国際部に再編し 同理事は，テクノイノベーションセンター長として，企業等との共同研究とその成

た。留学生業務及び国際交流業務を一本化するため，国際交流課を設置し，業務 果である知的財産の一元管理・活用体制の整備について検討した。その結果，産学
の効率化を図った。学術振興課と国際交流課を合わせて研究国際部を設置した。 官連携体制を見直し，同センターを産学官連携センターに改め，３つの部門を，知
平成１８年４月に，財務部に契約課を新設し，契約に関する専門職能集団の形成 財活用部門及び企画・管理部門に再編することとし，平成１９年度から実施するこ



とを企画・立案し学長が決定した。また同センターの先端計測分析部門によるの大 ④ 会計監査人の監査の実施
型設備の管理・活用を一元化することについて検討を行い，同部門を１９年度から 毎月会計監査人が来訪し，財務諸表の分析，担当者への質問，実地調査などの方
大型設備基盤センターとして，独立させることを学長が決定した。 法により，監査を実施した。

国有資産の減損処理について，指導を受け，財務諸表に反映した。
② 経営協議会の学外委員
ａ 企業関係者，教育関係者，本学卒業生など学外の幅広い分野から１３名の有識
者に経営協議会の委員を依頼した。

ｂ 平成１８年度は，経営協議会を４回開催し，１７年度事業報告・決算，１９年
度概算要求事項，１８年度補正予算及び１９年度予算配分案，１９年度年度計画，
給与の改定などについて審議した。

ｃ 学外委員から，「外部資金が増えたことに伴い，その処理のための事務量も増え
るので，事務職員の増を図るなどの対応が必要である。」との意見が出された。こ
の意見を受けて，平成１８年４月以降，共同研究は，学外機関が負担する直接経
費の１０％に相当する額を一般管理費として徴収し，この一般管理費から事務処
理のための人件費にも充当することを決定した。

ｄ 平成１７年度の経営協議会において，予算書の構成について，改善の意見があ
り，１８年度予算から，予算書の編成を変更し，理解しやすくなったとの評価を
得た。

(7) 監査機能の充実
① 監査室等の設置

本学では，従前から設置していた監査室を改め，新たに学長の下に監査対象から
明確に独立した「監査室」を置き，専任職員を配置することを決定した。

また，学長の下に事務職員と研究経験者(教員）からなる会計経理適正化推進委
員会を設置し，不正を発生させる要因に関する事項，会計経理適正化推進計画の策
定及び実施に関する事項，学内外からの通報窓口に関する事項等について企画・立
案・実施することを決定した。

さらに，物品調達などについて事務部門による検収を徹底するため，検収センタ
ーを設置することを決定した。

② 会計経理内部監査の実施
財務部職員が検査員となり，会計経理に関する規則等の適用，予算決算，収入支

出，債権，物品，契約，旅費，科学研究費補助金などに関し，全学を対象に内部監
査を実施した。

③ 監事監査の実施
平成１８年度監査方針を作成し，本学の基本方針の準拠，中期目標，年度計画の

遵守，関係法令，学内規則等の遵守について，監査を実施した。



(2) 財務内容の改善に関する目標
① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

中 ○ 外部資金増加に関する基本方針
期 ① 科学研究費補助金など外部研究資金の自己収入の増加を図る。
目 ② 学外に対する教育研究サービスの実施により，自己収入の増加を図る。
標 ③ 産学官連携による技術指導，知的財産からの増収を図る。

進 ウ
中期計画 年度計画 捗 判断理由（計画の実施状況等） ェ

状 イ
況 ト

〇 科学研究費補助金，受託研 〇 科学研究費補助金，受託研究，奨学
究，奨学寄附金等外部資金増 寄附金等外部資金増加に関する具体的
加に関する具体的方策 方策

【４１】 【４１】
平成１６年度に「研究企画院」（１７年度に実施したため，１８年度は

及び「産学官連携本部」におい 年度計画なし）
て，競争的資金を戦略的に獲得
する方策を策定する。
【４２】 【４２】
「研究企画院」及び「産学官 「研究企画院」及び「産学官連携本部」を中心

連携本部」を中心として，科学 として，科学研究費補助金，共同研究費，受託研究 Ⅲ 獲得した外部資金は、約２１億７百万円であり、平成１５年度実績の
研究費補助金，共同研究費，受 費，奨学寄附金など外部資金を積極的に獲得する。 １５億７千４百万円と比較し、約３４％増加している。
託研究費，奨学寄附金など外部
研究の件数と資金を，中期目標
期間中に現在より更に増加させ
る。

○ 収入を伴う事業の実施に関 ○ 収入を伴う事業の実施に関する具体
する具体的方策 的方策

【４３】 【４３】
特許，技術指導等による収入 特許の取得と活用を積極的に推進するとともに， Ⅲ ・ 中部ＴＬＯに知的財産マーケティング業務を委託し，特許の活用推



増加を図る。 技術指導の有料化を引き続き検討する。 進を図った。
・ 特許の取得と活用を積極的に推進するため，職務発明規程の見直し
を検討中であり，技術指導の有料化についても引き続き検討している。

【４４】 【４４】
工学専門技術に関する高度技 工学専門技術に関する高度技術セミナーや研修 Ⅲ 高度技術者セミナーを開催した。（１件実施）

術セミナーや研修を実施する。 を実施する。
【４５】 【４５－１】
公開講座などの学外向け講座 公開講座などの学外向け講座を実施す Ⅲ 企業等の技術者などを対象とした公開講座を実施した。（２件実施）

の充実を図る。 る。
【４５－２】

民間企業等の企業等内研修のプランニ Ⅲ 民間企業の企業内研修のプランニングと実施を支援した。（３件実施）
ングと実施を支援する。

【４６】 【４６】
体育施設や講義室等の施設に 体育施設や講義室等の施設について，空き時間を 体育施設や講義室等の施設について，有料使用の増加を図った。施設

ついて，夏期休暇中などの長期 利用した有料使用を実施する。 Ⅲ 使用料は
空き期間を利用しての有料使用 約１，０８７万円で，平成１６年度より約２４３万円増加した。
の増加を図る。

ウェイト小計



Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標
② 経費の抑制に関する目標

中 ○ 管理的経費の抑制に関する基本方針
期 ① 管理業務の見直しを行い経費の抑制を図る。
目
標

進 ウ
中期計画 年度計画 捗 判断理由（計画の実施状況等） ェ

状 イ
況 ト

○ 管理的経費の抑制に関する ○ 管理的経費の抑制に関する具体的方
具体的方策 策

【４７】 【４７】
各種保守契約内容の見直し， 各種保守契約内容・契約方法の検討，光熱水料の ・ 点検保守業務契約・運転監視業務契約を集約し（３件を１件に集約）

光熱水料の節約の促進，ペーパ 節約の促進，業務の外部委託などによる経費の抑制 Ⅲ 業務経費を約９３万円削減した。
ーレス化の推進等により管理的 を図る。 ・ エレベーターの点検保守業務契約を複数年契約（３年）として締結
経費の抑制を図る。 し，業務経費を約１０７万円削減した。
【４８】 【４８】
エネルギー節約のため，創・ 平成１６年度及び平成１７年度に実施した２件の ネットワークを利用したパソコンの省エネルギーモード徹底による省

省エネルギーの実証研究プログ 創・省エネルギー研究の調査研究結果をふまえて， エネルギー対策について調査研究を行い，その結果を本学ホームページ
ラムを立ち上げ，学内でエネル 実施に向けた検討を行う。 Ⅲ に公開するとともに，実施に向けた検討を行った。
ギーを生み出す実証試験を行 本学では，大学に相応しい取組みとして，１９号館に多孔質セラミッ
う。 クスを使用した壁面を造り，省エネルギー研究実証試験を実施してきたが，

平成１９年度から課外活動施設屋上に，同材料を使用し建物内の温度上昇
を抑制する実証試験を実施する。多孔質セラミックスの多孔質による断熱
効果と保水による断熱効果を利用するものである。

ウェイト小計



Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標
③ 資産の運用管理の改善に関する目標

中 〇 資産の効率的・効果的運用を図るための基本方針
期 ① 大学が保有する資産の効果的・有効的な運用を組織的に図る。
目
標

進 ウ
中期計画 年度計画 捗 判断理由（計画の実施状況等） ェ

状 イ
況 ト

○ 資産の効率的・効果的運用 ○ 資産の効率的・効果的運用を図るた
を図るための具体的方策 めの具体的方策

【４９】 【４９】 Ⅲ ・ １７年度より施設の有効的・効果的運用を図るため，スペースチャ
オープンラボの拡充整備，施 施設の有効的・効果的運用を図るため，スペース ージを実施しており，今年度も引き続き実行した。

設のスペースチャージ制の導入 チャージを実施する。 ・ １９号館改修において，オープンラボ（共同研究スペース）を整備
などにより，施設の効果的・有 大型改修に合わせ，オープンラボを拡充整備する。 した。
効的な運用を図る。
【５０】 【５０】
大型研究設備などの共同利用 学内で共同利用できる大型研究設備の有効的・効 ・ 設備マスタープランにおいて定められた基本方針に従い，テクノイ

の推進により，設備の効果的・ 率的な運用を行うための方策を検討する。学外機関 Ⅲ ノベーションセンター先端計測部門を中核とした共同利用管理機関設置
有効的な運用を図る。 に使用させる場合の方針を検討する。学外機関の所 について，研究企画院（設備整備部会）において，検討を行い、大型

有する装置を使用するための連携について引き続き 設備基盤センターを設置することを決定した。
検討する。 また，全学の大型教育研究設備についてのデータベース作成のため

に一斉調査を実施した。
・ 学外機関との連携として，近隣機関との相互利用のためのネットワ
ーク作りの検討を行った。

ウェイト小計



（２） 財務内容の改善に関する特記事項

１．財務内容の改善・充実 ② 事務職員については，事務局において検討し，定年退職の状況，人員構成等を
(1) 経費の節減 勘案し，大きな変動要因がなければ達成可能との結論を学長に報告した。

点検保守業務契約・運転監視業務契約を集約し、業務経費を約９３万円削減し ③ 技術職員については，技術部において検討し，全学支援体制の強化，技術職員
た。また、エレベーターの点検保守業務契約を複数年契約（３年）として締結し， の人員配置の検討，再雇用の活用等により，達成可能との結論を学長に報告した。
業務経費を約１０７万円削減した。

(5) 平成１８年度削減目標について
(2) 外部資金の積極的な獲得 総人件費改革に基づく平成１８年度人件費目標額５０億１千６百万円に対し、決

① 競争的資金の公募情報を各教員に通知する，学内ホームページに競争的資金 算額は、４８億９千３百万円であり、削減目標は達成された。
の公募情報を掲載し，常時情報を得ることができるようにしている。また，競
争的資金の公募内容に対応する研究実績を有する教員に対し，社会連携担当理
事等から当該教員に申請を推奨するなど，積極的に働きかけている。

② このような外部資金の積極的な獲得に努めた結果，平成１８年度の外部資金
獲得額は，約２１億７百万円であり，法人化前の平成１５年度実績の約１５億
７千４百万円と比較すると約３４％増である。

２．人件費の計画的抑制
(1) 平成１８年度の学内予算編成にあたり，予算編成方針を策定した。この編成方
針の中で，人件費を計画的に抑制することを掲げた。平成１９年度予算編成にお
いても，前年度の試算に基づき，人件費削減を盛り込んだ。

(2) 人件費は，総額管理し適時適切に見直し，抑制に努めること，平成１６年度文
部科学省積算額を基礎とした中期計画の額以内となることを目標とすることとし
た。

(3) また，中期計画に「総人件費改革の実行計画を踏まえ，平成２１年度までに概
ね４％の人件費の削減を図ること」を掲げたことを踏まえ，人件費削減計画を策
定した。

(4) 具体的な人件費削減計画については，教員，事務職員及び技術職員の職種ごと
にそれぞれ削減計画を作成した。
① 教員については，人事企画院にワーキンググループを設置し，検討した。教
員の計画的採用を前提に，具体的削減方法として，定年退職教員の再雇用，教
員採用時の職階の考慮，助教の教育への活用を人事企画院に答申した。



Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び情報 提供
① 評価の充実に関する目標

中 〇 自己点検・評価に関する基本方針
期 ① 自己点検・評価及び第三者評価を厳正に実施するとともに，評価結果を教育，研究，
目 大学運営などの改善に十分に反映させる。
標

進 ウ
中期計画 年度計画 捗 判断理由（計画の実施状況等） ェ

状 イ
況 ト

○ 自己点検・評価の改善に関 ○ 自己点検・評価の改善に関する具体
する具体的方策 的方策

【５１】 【５１】
「全学評価室」が中心となり， 大学全体の自己点検・評価を実施す Ⅲ 大学院の教育活動，センター活動，事務局，入学者選抜，学生支援，

大学全体の自己点検・評価を定 る。 附属図書館に係る自己点検・評価を実施した。
期的に実施する。

○ 評価結果を大学運営の改善 ○ 評価結果を大学運営の改善に活用す
に活用するための具体的方策 るための具体的方策

【５２】 【５２】
自己点検・評価結果及び第三 （１６度に実施したため，１８年度は年

者評価結果を，大学全体で，教 度計画なし）
育，研究，大学運営などに速や
かに反映させるシステムを整備
する。

ウェイト小計



Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び情報提供
② 情報公開等の推進に関する目標

中 〇 大学情報の積極的な公開・提供及び広報に関する基本方針
期 ① 教育研究活動，大学運営の状況などに関する情報提供の充実を図る。
目
標

進 ウ
中期計画 年度計画 捗 判断理由（計画の実施状況等） ェ

状 イ
況 ト

○ 大学情報の積極的な公開・ ○ 大学情報の積極的な公開・提供及び
提供及び広報に関する具体的 広報に関する具体的方策
方策

【５３】 【５３】
平成１６年度に，広報の在り （１６年度に実施したため，１８年度は

方等について，学外者の意見も 年度計画なし）
聴いて「広報プラン」を策定す
る。
【５４】 【５４－１】
平成１６年度までに教育，研 「名古屋工業大学広報プラン」に基づ Ⅲ 平成１８年度広報計画を策定し，この広報計画に基づいて，教育，研

究，社会貢献などに関する学内 き，教育，研究，社会貢献などの大学情 究，社会貢献などの大学情報を積極的に発信した。
外活動情報の一元化と発信を図 報を積極的に発信する。
る体制を整備する。 【５４－２】

在学生の保護者に，本学における学生生活の実 Ⅲ ９月に，本学の広報誌である「学園だより」，後援会の機関誌である「後
態を周知するため，本学広報誌を送付するなど，大 援会だより」を在学生の保護者に送付した。
学生活実態の情報を積極的に提供する。

【５５】 【５５】
学内での評価や点検に関する 学内での評価や点検に関する報告書等を広く公開 Ⅲ 大学院の教育活動，センター活動，事務局，入学者選抜，学生支援，

報告書等を広く公開する。 する。 附属図書館に係る自己点検・評価を実施し，報告書を作成の上，広く公表
した。

ウェイト小計



（３） 自己点検・評価及び情報提供に関する特記
事項

Ⅰ．情報公開の促進 ⑤ 平成１８年度は，海外における情報発信を積極的に推進した。ベトナム，イ
(1) 広報プランの策定 ンドネシアにおける留学フェアに本学のブースを開き，海外の学生に本学の紹

① 教育研究活動など大学全般の活動状況に関する情報を学外に積極的に発信し 介を行った。また，カナダにおける NAFSA(北米地域の大学の国際交流担当者
ていくとともに，広報活動の充実と活性化を図ることを目的として，平成１６ の団体）総会に学生支援機構を通じて参加し，本学についての広報を行った。
年度に「名古屋工業大学広報プラン」を策定した。 その結果，アーカンソー大学との交流を進めることとなった。そのほか，韓国

において，本学の紹介を行ったほか，ハノイ工科大学において，ハノイツイニ
② この広報プランは，広報プランの目的，広報の基本方針，広報の内容，広報 ングプログラム学生募集のため，学長自ら本学を紹介するプレゼンテーション
の方法，広報計画の策定からなっている。 を行った。

（外国人留学生数は，広報活動をはじめとする各種取組みの結果，堅調に推移
③ 広報の内容は，発信する情報の活動内容であり，教育活動，研究活動，産学 している。，（平成１５年度２３３名，１６年度２４４名，１７年度２３６名，
官連携活動，社会貢献活動，国際交流活動，管理・運営の状況などである。 １８年５月２５４名，１８年３月２７４名）

④ 広報の方法は，情報を発信する方法であり，広報誌の発行，ホームページに Ⅱ． 平成１７年度に係る業務の実績に関する評価結果の活用
よる情報発信，大学説明会の開催など学内外での行事を通じた情報発信，報道 １．評価結果の共有及び活用のための方策
機関等を通じた情報発信などである。 平成１７年度に係る業務の実績に関する評価結果については，ホームページに

より公表するとともに、経営協議会，教育研究評議会，運営会議，各企画院などに
(2) 広報計画の策定と積極的な情報発信 報告し，活用した。

① 「名古屋工業大学広報プラン」に基づき，平成１８年度広報計画を策定し，
積極的に情報発信した。 ２．具体的指摘事項に関する対応状況

平成１７年度に係る業務の実績に関する評価で具体的に指摘のあった事項につ
② この広報計画は，広報誌の発行，ホームページによる情報発信，学内外での いては，以下のように対応した。

行事を通じた情報発信（大学説明会の開催，出張授業の実施，体験入学の実
施，テクノフェアの開催，教育研究の成果報告会の開催など），報道機関等を 平成１７年度実績の評価結果で，「内部監査の実施については，内部監査が財務
通じた情報発信など情報の発信方法別の計画をまとめたものである。 部長統括の下で実施されていることから，監査対象からの独立性・実効性が求め

られる」との課題が示され，次のように対応した。
③ ホームページでは，平成１７事業年度財務諸表，平成１７年度に係る業務の
実績に関する評価結果，名古屋工業大学研究者倫理のガイドライン，自己点検 本学では，従前から設置していた監査室を改め，新たに学長の下に監査対象か
・評価報告書などを掲載し，情報発信した。 ら明確に独立した「監査室」を置き、専任職員を配置することとした。

また，学長の下に事務職員と「研究経験者」(教員）からなる会計経理適正化推
④ また，平成１７年度に採択された「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（発 進委員会を設置し，不正を発生させる要因に関する事項，会計経理適正化推進計

信型国際技術者育成のための工学英語教育）」，「派遣型高度人材育成協同プラ 画の策定及び実施に関する事項，学内外からの通報窓口に関する事項等について
ン（技術の市場化を実現する産学連携教育）」事業の実施状況ほか，各種プロ 企画・立案・実施することとした。
グラムのプログラム等について，ホームページに掲載し，情報発信した。 さらに，物品調達などについて事務部門による検収を徹底するため，検収セン

ターを設置することとした。



Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要目標
① 施設設備の整備・活用等に関する目標

中 ① 教育研究の進展状況及び既存施設の点検・評価を踏まえ，長期的視点に立った施設整備を行う。
期 ② 全学的視点に立った施設設備の有効活用を図るため，教育研究の活動に応じたスペースの配分を行う。
目 ③ 教育研究の進展に対応する施設水準を確保するため，施設設備の機能保全・維持管理を図る。
標 ④ 安全と環境に配慮した施設整備づくりを図る。

進 ウ
中期計画 年度計画 捗 判断理由（計画の実施状況等） ェ

状 イ
況 ト

○ 施設等の整備に関する具体 ○ 施設等の整備に関する具体的方策
的方策

【５６】 【５６】
豊かな教育研究環境と安全で 豊かな教育研究環境と安全で快適なキ 豊かな教育研究環境と安全で快適なキャンパスライフを実現するため，

快適なキャンパスライフを実現 ャンパスライフを実現するため，「施設 「施設マネジメント本部」を中心に，施設設備の整備を図った。
するため，「施設マネジメント マネジメント本部」を中心に，施設設備
本部」を中心に，次の観点から の整備を図る。 ・ 地域社会における知的交流拠点として，卒業生，地域住民などと
施設設備の整備を図る。 本学教職員との交流の場となるよう，１００周年記念募金で校友会館

・ 周辺地域と一体感をもた ・ 地域社会における知的交流拠点として，卒業 を整備した。
せた広場 生，地域住民などと本学教職員との交流の場と

・ 交流ゾーンなどの，屋外 なるよう，１００周年記念募金で校友会館を整 Ⅳ ・ 校友会館，１９号館，附属図書館改修において，身体障害者等に
環境の整備 備する。 配慮した施設として，身障者及び高齢者に対応したスロープ，トイレ，

・ 国際交流拠点および地域 ・ 大型改修に合わせ，身体障害者等に配慮した エレベータを整備した。
社会における知的交流拠点 施設を整備する。
としての整備 ・ 大型改修に合わせ，学生のための自学自習の ・ １９号館改修に合わせ，学生のための自学自習の場「ゆめ空間」

・ ナノテクノロジーなどの 場と学生広場を整備する。 を整備した。
先端的，高度化した研究や ・ 大学会館の大集会室等を１００周年記念募金 「ゆめ空間」の整備に当たり，学生の視点に立った設計を行える
大型実験に対応できる研究 で改修し，学生・職員の厚生施設としての機能 よう施設マネジメント本部にワーキングを設置し，学生アンケート調
環境の整備 の充実を図る。 査を実施した。アンケートでは，６５０名を超える学生から回答が

・ 広く社会に開かれた大学 ・ 改修に際し環境に配慮すると共にできる限り あり，その結果，「休憩室兼自習室」として整備すること，「古墳広場」
として，身体障害者や高齢 再生資源等を活用する。 (キャンパス中央の広場）を分断している１９号館について，東西面
者等へ配慮したユニバーサ をガラス張りとし，視線が通るようにすること，無線 LAN 等の整備
ルデザイン対応の整備 を行うことを決定した。

・ 学生のための自学自習の
場の確保 ・ １００周年記念募金で大学会館を改修し，学生・職員の厚生施設



・ 学生の視点からの学生生 として，機能の充実を図った。
活支援施設，課外活動施設
等の整備 ・ 校友会館，１９号館，附属図書館改修において，環境に配慮する

・ 安全性，機能性を確保す と共にできる限り照明器具，ＬＡＮケーブル，情報ラック等を再利用
るための改修 した。また，再生砕石，再生タイルの使用により資源活用を図った。

・ 遠隔教育などの新しい教
育研究方式の導入や大学業 ・ 平成１７年度の調査結果に基づき，確認された吹き付けアスベス
務の更なる電子化に対応で トを撤去し，安全を確保した。
きるキャンパス情報ネット
ワークの拡充整備 ・ 双方向型教育支援システムの導入を検討した。

・ 地球環境保護のための省
エネルギーの推進，再生資 ・ 事務局と情報基盤システムとのネットワークを２重化し，安定し
源の活用を踏まえた整備 たネットワークを構築した。

・ 図書館の改修に併せ、「パソコンコーナー」、「研究ブース」などの
新しい機能を持ったスペースを設置し、学生、教職員の学習、研究
環境の改善を行った。また、地元企業の利用者と学内利用者が産業に
関する情報を入手する「地域連携コーナー」を設置した。特に「地域
連携コーナー」を設置するにあたっては、図書館長を中心にワーキ
ンググループを設置し、学内から広く意見を聴取した。趣旨に賛同し
た同窓会（名古屋工業会）から図書の寄贈を受けた。

【５７】 【５７】
本学の教育研究体制等の変化 本学の教育研究体制等の変化を踏まえ，「施設マ ・ 施設マネジメント本部の中に，キャンパス計画ワーキンググループ

を踏まえ，「施設マネジメント ネジメント本部」において施設長期計画を検討する。Ⅲ を設け，本学の教育研究体制を踏まえた施設長期計画を検討している。
本部」を中心に施設長期計画を ・ 全学を対象とし，施設長期計画を踏まえた公開ワークショップを開
策定する。 催した。

○ 施設等の有効活用及び維持 ○ 施設等の有効活用及び維持管理に
管理に関する具体的方策 関する具体的方策

【５８】 【５８】
「名古屋工業大学における施 （１６年度に実施したため，１８年度は

設の有効活用に関する規則」（平 年度計画なし）
成１３年１０月制定）を見直し，
より一層の施設の有効活用を図
る。
【５９】 【５９】
施設利用の流動化の促進と， スペースチャージを実施し，使用料を財源に予防 スペースチャージの実施により，使用料約２千万円を確保し，予防的

予防的修繕（プリメンテナンス）的修繕（プリメンテナンス）を行う。 Ⅲ 修繕（プリメンテナンス）を行った。
を実施するための財源を確保す
るため，平成１７年度からスペ



ースチャージ制度を導入する。
【６０】 【６０】
学際領域の研究や各種競争的 大型改修に合わせ，オープンラボを拡充整備する。Ⅲ １９号館改修において，オープンラボ（共同研究スペース）として整

資金による研究活動の場を創出 備した。
するために，一層の施設の有効
活用を図る。
【６１】 【６１】
近隣の公的研究機関及び民間 ファインセラミックスセンターに加え，平成１７ Ⅲ 本学教員と財団法人ファインセラミックスセンターの研究者による共

企業等が保有する施設と本学施 年度に締結した愛知県産業技術研究所との協定に基 同研究において，お互いの施設設備の相互利用を推進した。
設との相互利用を拡大する。 づく連携を進め，施設の相互利用を推進する。

【６２】 【６２】
施設の劣化状況等を把握する 平成１７年度に引き続き予防的修繕(プリメンテ Ⅲ 平成１８年度に引き続き予防的修繕(プリメンテナンス)を実施した。

ためのマニュアルづくりと，そ ナンス)を実施する。
れに基づく予防的修繕（プリメ
ンテナンス）を平成１７年度か
ら実施する。

ウェイト小計



Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要目標
② 安全管理に関する目標

中 ○ 安全管理・事故防止に関する基本方針
期 ① 安全なキャンパスづくりを目指し，教育研究活動が安全かつ円滑に遂行されるよう
目 に，安全衛生管理及び防災，防犯対策を実施する。
標

進 ウ
中期計画 年度計画 捗 判断理由（計画の実施状況等） ェ

状 イ
況 ト

〇 労働安全衛生法等を踏まえ 〇 労働安全衛生法等を踏まえた安全管
た安全管理・事故防止に関す 理・事故防止に関する具体的方策
る具体的方策

【６３】 【６３】
学内の全ての施設・設備を再 （１７年度に実施したため，１８年度は

点検し，必要な改修を行う。 年度計画なし）
【６４】 【６４－１】
安全衛生管理体制を確立する 職員と学生を含めて，健康管理と安全衛生につ ・ 労働安全衛生法等に定める労働者への健康管理（特殊健康診断など）

ため，現行の「安全管理委員会」いて総合的管理を行う。 を職員と学生に実施した。
をより充実する形で平成１６年 Ⅲ ① 産業医巡視・衛生管理者巡視・安全衛生監査に基づく改善
度に「安全衛生・危機管理対策 ② 定期的な作業環境測定の実施と測定結果を踏まえた指導
本部」を設置する。 ③ 長時間労働者への面接指導等に関する実施要領の制定

・ 環境報告書を公表し，環境マネジメントシステムが機能する体制を
構築した。
① ごみの分別回収とプラスチックゴミのサーマルリサイクルを実現
する体制を整備

② 構内でのアイドリングストップの実施

【６４－２】
安全衛生・危機管理対策本部は，安全衛生及び環 Ⅲ ・ 平成１６年度に設置した安全衛生・危機管理対策本部を廃止し，安

境対応について，効率的な運営を図るため見直しを 全衛生委員会及び安全管理委員会に整理した。また、環境対策委員会を
行う。 新たに設置した。

・ 安全衛生・危機管理対策本部の業務を行っていた安全・保健センタ
ーは，安全衛生，安全管理，環境対策の業務を行う安全管理室と、衛
生管理の業務を行う保健センターに分離することで効率的な業務組織



とした。

【６５】 【６５】
教職員の意識向上のための研 教職員の意識向上と災害・事故防止の ・ 講演会，講習会，安全衛生教育を実施し，教職員の災害・事故防止

修会を実施する。 ため，労働安全衛生に関する講習会を実 ・ 健康管理に対する意識向上を図った。
施する。 ① 全国安全週間に「リスクアセスメント」，全国労働衛生週間に「フ

Ⅲ ィジカルヘルス」の講演会を開催
②「ものづくりテクノセンター」と「安全管理室」で安全衛生講習会
を定期的に開催

③ 動力シャー，高圧ガスボンベ，ＲＩ，Ｘ線装置，寒剤（液体窒素
等）の講習会を実施

④ ＲＩ使用者，Ｘ線発生装置使用者に対する講習会を実施した。

【６６】 【６６】
衛生管理者等の有資格者を増 （１７年度に実施したため，１８年度は

加させるため，技術職員等の免 年度計画なし）
許取得，講習会等への参加など
の方策を講じる。

○ 学生等の安全確保等に関す ○ 学生等の安全確保等に関する具体的
る具体的方策 方策

【６７】 【６７】
平成１６年度に，地震，火災 防災マニュアル（地震編）を新入学生にも配布す Ⅲ ・ 平成１８年度新入学生に「防災マニュアル（地震編）ポケット版」

・水害時の避難・誘導体制，学 るとともに，全学生に対して周知を図る。 を配付し，学生に地 震防災の説明を実施した。
生・教職員の安否確認等，大学 ・ 「防災マニュアル（地震編）」に従い防災訓練を実施した。
の教育研究・運営に至る全般的 ・ 在学生ガイダンスで，防災指導，禁煙指導を実施した。
危機管理のマニュアルを作成
し，防災体制を整備する。
【６８】 【６８－１】
平成１５年度に策定した毒劇 毒劇物の安全マニュアルの修正等が必要な部分に ・ 毒劇物の取り扱いを中心に記載された安全マニュアルを薬品管理シ

物・放射線・核燃料物質の安全 ついて検討する。 ステムに対応するよう修正し，学内向けホームページで公開した。
管理に関するシステムを平成１ Ⅳ ・ 「特定化学物質等適正管理書」を作成し，特定化学物質等の管理体
９年度までに点検し，一層の安 制を構築した。
全管理を図る。 ・ 危険物管理の講習会を開催した。

本学の危険物管理の取組みについて名古屋市昭和消防署長の表彰を
受けた。

【６８－２】
エックス線設備，高圧ガス施設などの安全管理 ・ 放射線施設の利用方法や地震等における緊急体制について，点検を

に関するシステムの検証を行う。 実施した。
Ⅲ ・ 高圧ガスボンベの管理システムを導入した。

・ 放射線源・核燃料物質等について徹底調査を実施した。



・ 全てのエックス線装置の線量測定を実施し，管理区域を確定した。

【６９】 【６９】
建物への入退館システムの設 防犯設備の点検や警備内容を検証する。 Ⅲ 防犯設備を点検した結果，防犯カメラ１台を増設した。

置，防犯カメラの設置，街灯の
整備及び夜間警備の強化などの
防犯対策のさらなる強化を実施
する。
【７０】 【７０】
平成１６年度に，情報セキュ 情報セキュリティ確保のため，総合的な情報シス ＩＣカードと暗号基盤を基礎とする学内統一の認証システムの導入に

リティポリシーを策定し，適正 テムの構築に向けてＩＣカードによる認証システム Ⅳ ついて検討し，平成１９年度運用に向け準備を行った。特にセキュリティ
な情報管理に関する基本方策を の導入を検討する。 確保が必要な事務局等については，シンクライアントシステムの導入を決
定めるとともに，情報システム 定し，平成１９年度当初の運用開始に向け，準備を行った。このシステム
の整備を図る 。 が稼動すれば，個々のパソコンからの情報持ち出しが，困難となり，セキ

ュリティーが飛躍的に高まる。また，教員と職員が同一のポータルサイ
トを利用できるシステムとすることにより，情報提供手段の一元化が図ら
れ，情報伝達の合理化が推進される。
事務局へのシンクライアント導入は、国立大学では、先進的である。

ウェイト小計



（４） その他の業務運営に関する重要事項に関する特記事項

１．施設マネジメント等 マイクロアナライザーなど３２の設備の共同利用を推進し，設備の有効活用を図
(1) 施設マネジメント本部の設置 ってきたが，さらに一元的に管理を進めるため，平成１９年４月から同部門を大

施設マネジメント本部において，施設整備の基本方針を策定し，全学的視点にた 型設備基盤センターとすることを決定した。
った施設運営を行っている。 ② 平成１６年度に実施した整備に関するアンケート結果により，教員の９０％

以上が，学内共同利用を認めていることから，大学で購入する大型研究設備は学
(2) 大規模改修整備計画の策定 内共同利用とする方向とし，共同利用設備の整備のあり方を含めた全学的な設備

昭和５６年以前に建設された耐震補強を必要とする建物について，大規模改修整 整備に関する基本方針の中で，有効的・効率的な運用方法に関する基本方針を策
備計画（平成２１年度までの計画）を策定し，計画的な整備を図っている。第１期 定した。
国立大学等施設緊急整備５か年計画により，７棟の大規模改修を実施した。

(6) 知的で快適なキャンパスライフ
(3) 施設の有効活用の促進 ① 自学自習の場「ゆめ空間」の設置
① 施設の有効活用に関する規程の制定 １９号館改修に合わせ学生のための自学自習の場「ゆめ空間」を整備した。「ゆ

「名古屋工業大学における施設の有効活用に関する規程」を制定し，全学的視点 め空間」の整備に当たり，学生の視点に立った設計を行えるよう施設マネジメン
に立った施設運営，施設の点検・評価に基づく効率的な使用を推進している。 ト本部にワーキングを設置し，学生アンケート調査を実施した。アンケートで

② 共用スペース及びオープンラボラトリーの確保 は，６５０名を超える学生から回答があり，その結果，「休憩室兼自習室」とし
・ 施設の新増築や既存施設の大規模改修を行った建物については，共用スペース て整備すること，「古墳広場」(キャンパス中央の広場）を分断している１９号
を確保した。この共用スペースは主にプロジェクト的研究や組織の枠を越えた研 館について，視線が通るよう，東西面をガラス張りとすること，無線 LAN 等の
究活動等に対応するため，弾力的，流動的に使用できるオープンラボラトリーに 整備を行うことを決定した。
充てた。 （完成後，キャンパスに潤いを与え、学生から好評を得た。）

・ オープンラボラトリーの現状 ② 図書館の知的情報スペースの設置
平成１９年３月現在，３６室，１，６１２㎡ 図書館の改修に併せ、「パソコンコーナー」、「研究ブース」などの新しい機能
使用者は公募により学長が許可 を持ったスペースを設置し、学生、教職員の学習、研究環境の改善を行った。ま
使用期間は原則として５年以内 た、地元企業の利用者と学内利用者が産業に関する情報を入手する「地域連携コ
使用料を徴収 ーナー」を設置した。特に「地域連携コーナー」を設置するにあたっては、図書

③ スペースチャージ制度の導入 館長を中心にワーキンググループを設置し、学内から広く意見を聴取した。趣
・ 施設の効果的・有効的な運用を図るため，スペースチャージ制度を導入してい 旨に賛同した同窓会（名古屋工業会）から図書の寄贈を受けた。
る。

・ スペースチャージの対象は「教員が日常的に滞在し，研究に用いる施設」，「教 (7) 省エネルギー，温室効果ガス排出削減等
員がその研究と論文指導のための教育に用いる施設」としている。 ① 本学では，学長を最高責任者とする環境運用組織を設置し，環境配慮計画を

策定し，エネルギー使用量の削減，省資源，廃棄物，グリーン購入，環境汚染
(4) 施設の予防的修繕の実施 の防止，環境教育等を実施している。

スペースチャージ制度で徴収した使用料（平成１８年度は約２千万円）を財源と ② ネットワークを利用したパソコンの省エネルギーモード徹底による省エネルギ
し，全学の施設を対象に予防的修繕（プリメンテナンス）を実施している。 ー対策について調査研究を行い，その結果を本学ホームページに公開するとと

もに，実施に向けた検討を行った。
(5) 設備の有効活用の促進 ③ 省エネルギー研究実証試験
① 設備の一元的管理と共同利用の推進 本学では，大学に相応しい取組みとして，１９号館に多孔質セラミックスを使

テクノイノベーションセンターの先端計測分析部門で，透過型電子顕微鏡，Ｘ線 用した壁面を造り，省エネルギー研究実証試験を実施してきたが，平成１９年度



から課外活動施設屋上に，同材料を使用し建物内の温度上昇を抑制する実証試験を (6) 研究費の不正使用防止のための体制・ルール等の整備状況
実施する。多孔質セラミックスの多孔質による断熱効果と保水による断熱効果を利 ① 研究者倫理に関するガイドライン
用するものである。 本学では，平成１８年２月に「研究者倫理に関するガイドライン」を制定した。

同ガイドラインでは，「研究費や研究プロジェクトの公正な申請と適正な経費執行」
２．危機管理への対応策 をまず最初の項目に掲げ，「科学研究費などの研究費は，「補助金等に関する予算
(1) 防災マニュアルの策定等 の執行の適正化に関する法律」，「科学研究費補助金取扱規程」などに関連する諸

① 本学は近い将来巨大地震の発生が懸念されている東海地域にあることから， 規定を遵守し，申請した研究計画から逸脱した目的に流用してはならない」と定
「名古屋工業大学防災マニュアル（地震編）」を平成１６年度に策定した。 めている。

② 本マニュアルは，３章から成っている。第１章の総括編では，本学の防災体 ② 不正使用防止のための体制
制や，それを構成する班の任務など，本学における防災体制全般について書か ・ 会計経理適正化推進委員会の設置
れている。第２章の一般知識編では東海地震を中心とした巨大地震の基礎知識 事務職員と研究経験者(教員）からなる会計経理適正化推進委員会を学長の下に
について書かれている。第３章の各施設編では，各施設で作成する防災マニュ 設置し，不正を発生させる要因に関する事項，会計経理適正化推進計画の策定及び
アルについて，一つの施設をモデルにして作成までの流れを説明している。 実施に関する事項，学内外からの通報窓口に関する事項等について企画・立案・実

③ 防災マニュアル（地震編）のポケット版を作成し，全学生・職員に配付した。 施することとした。
・ 検収センターを設置

(2) 防災訓練の実施 物品調達などについて事務部門による検収を徹底するため，検収センターを設
平成１７年度に「名古屋工業大学防災マニュアル（地震編）」に従った防災訓練 置することとした。

を実施し，訓練結果を分析して防災マニュアルを見直し，修正が必要な箇所の検 ・ 「監査室」の設置
証を行うとともに，防災用備蓄品を追加整備した。また，学生に対して学科・専 本学では，従前から設置していた監査室を改め，学長の下に，監査対象から明
攻毎に，地震防災の知識向上のための講習会を開催した。 確に独立した「監査室」を置き専任職員を配置することとした。

(3) 本学では、法人化以前に、放射線安全管理、毒劇物管理、エックス線管理等に (7) 顧問弁護士制度の創設
ついて、別々に委員会を設置していたが、法人化後、全学的・総合的に管理する 事故、事件、雇用問題、ハラスメント、コンプライアンスに対処するため、弁護
ため安全管理委員会に一元化し、学長が指名する副学長を委員長とする責任体制 士と顧問契約を結び、常時相談できる体制を確立した。
をとっている。具体的には、安全マニュアルを作成し、保管管理と取扱い、点検、
事故時の対応等について、記載している。また、各種の講習会を実施している。 ３ 情報基盤システムの導入

(1) 情報基盤システム導入の目的
(4) 危険物、毒劇物等の総点検 本学では，ネットワーク管理，教育用情報システム管理，事務用情報システム

危険物、毒劇物、アスベスト、不明試薬、管理外の放射線源、核燃料物質等に 管理，図書館システム管理がそれぞれ分散的に行われていたが，ハード，ソフトの
ついて、廊下、倉庫等を含むすべての部屋の総合的な点検を行い、職員、学生の 管理の一元化と統一システムによる信頼性の向上，セキュリティーの向上，新たな
安全確保を図った。 サービス提供を目的にシステムの統合を進めることとなった。この統合を進めるた

め学長が指名する役職者を責任者とする情報システム推進会議を設置した。
(5) 優良危険物保安事業所として表彰

本学のこれまでの危険物管理等の取り組み，特に平成１８年度に多数実施した (2) システムの統合の推進
危険物講習会の開催や名古屋市昭和消防署と実施した共同訓練の実績が認められ， ネットワークシステムと教育用情報システムの管理を一元化するため，平成
危険物施設の保全と安全管理に関し模範となる「優良危険物保安事業所」として， １８年度に情報ネットワークセンターと情報メディア教育センターを統合し，情報
同消防署長から表彰された。 基盤センターを設置した。また，教育用計算機システムと図書館システムを統合し
なお，本学の安全教育は，平成１８年度に，動力シャー ３回，寒剤放射線，・X た。(平成１８年度）これらにより，システムの維持管理等の一元化が進んだ。

線，危険物，高圧ガス等６回，AED３回，安全衛生教育１４回を数え，最大限の
取り組みを行っている。



(3) 基盤システムの導入
平成１９年４月運用開始に向け，ＩＣカードと暗号基盤を基礎とする統一認証

システムの導入準備を進めた。また，この認証システムを基盤とする教職員のポー
タルサイト，学生ポータルサイト，業務ワークフローの１９年度導入の準備を行っ
た。教職員のポータルサイトでは，教員と職員が同一のポータルサイトを利用でき
るシステムとすることにより，情報提供手段の一元化を図ることとした。学生ポー
タルサイトでは，教職員及び学生の双方向教育支援サービスが提供される。

(4) シンクライアントシステムの導入
特にセキュリティ確保が必要な事務局等については，シンクライアントシステ

ムの導入を決定し，平成１９年度当初の運用開始に向け，準備を行った。このシス
テムが稼動すれば，個々のパソコンからの情報持ち出しが，困難となり，情報セキ
ュリティーが飛躍的に高まる。また，事務局等におけるハード，ソフトの管理が一
元化される。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
① 教育の成果に関する目標

工学を基軸とし，人類の幸福や国際社会の福祉に貢献できる人材を育成する。
中 〔学士課程〕

以下の知識，能力を身に付ける。
期 ① 基幹となる専門分野の基礎基本知識，能力。

② 自らが学ぶ専門分野以外の幅広い知識，能力。
目 ③ ものづくりを実践できる能力。

④ 自ら目標を設定できる能力。
標 〔大学院課程〕

以下の能力を身に付ける。
① 問題発見能力とその解決能力。
② 基幹となる専門分野の先端技術能力。
③ 新しい分野を創造できる能力。
④ ものづくり技術と経営能力。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

○ 学部教育の成果に関する具体 ○ 学部教育の成果に関する具体的目標
的目標

【７１】 【７１】
生命科学，健康運動科学，人間 生命科学，健康運動科学，人間社会科 工学以外に共通した知識を得るため，生命科学，健康運動科学演

社会科学，芸術文化などの分野へ 学，芸術文化などの分野への関心を高め 習，日本文化論，高齢化社会論などの科目を履修させた。また，読
の関心を高め，自らが学ぶ専門分 自らが学ぶ専門分野以外の幅広い知識， 解力，プレゼンテーション能力の向上を目的とした人間文化ゼミナ
野以外の幅広い知識，能力を身に 能力を身に付ける。 ールを履修させた。
付ける。
【７２】 【７２】
国際共通言語である英語による 国際共通言語である英語による自己表 ・ 入学後，TOEIC IPによってクラス編成し，どのクラスにおいて

自己表現及び異文化理解ができる 現及び異文化理解ができる能力，情報と も「学ぶ英語」から「使う英語」能力の習得のため，視聴覚機材

名古屋工業大学
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能力，情報とメディアを自由自在 メディアを自由自在に活用できる能力を を用い読解力のみでなく科学技術分野での英語によるコミュニケ
に活用できる能力を身に付ける。 身に付ける。 ーション能力を高めた。また，初歩的なテクニカルライティング

を目指し，科学技術英語Ⅰ及びⅡを履修させた。
・ 文部科学省支援事業「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（発
信型国際技術者育成のための工学英語教育）」（現代GP）に基づき，
実用性に高い英語運用能力を持つ人材の育成を目指し，少人数に
よる集中クラス（夏期休暇及び春期休暇中），海外語学研修，３
年次の「実験・演習科目」の英語化を実施した。

・ 情報関連の科目として，情報技術Ⅰ及びⅡを履修させた。
・ 教務学生委員会のもとにe-Education推進部会を設置した。

【７３】 【７３】
理系基礎，専門分野への導入教 理系基礎，専門分野への導入教育，基 理系の基礎科目として，数学・物理・化学のそれぞれの分野の科

育，基幹となる専門分野で必ず学 幹となる専門分野で必ず学ばなければな 目を履修させた。また，導入科目として，学科共通の専門科目（平
ばなければならない基礎基本科目 らない基礎基本科目を学び，基幹となる 均５科目１０単位），基幹となる専門分野の基本科目（平均１０科
を学び，基幹となる専門分野の基 専門分野の基礎基本知識，能力を身に付 目２０単位）を履修させた。
礎基本知識，能力を身に付ける。 ける。
【７４】 【７４】
ものづくり・経営基礎科目，基 ものづくり・経営基礎科目，基幹となる各専門 ものづくり・経営基礎科目のうち，第１年次全学科対象にデザイ

幹となる各専門分野を深く，ある 分野を深く，あるいは応用力を養う展開科目，ン感覚を育成するため「ものづくりデザイン」を履修させた。また，
いは応用力を養う展開科目，実験 実験・演習科目を学び，ものづくりを実践できる応用力を養う展開科目，実験・演習科目を履修させた。
・演習科目を学び，ものづくりを 能力を身に付ける。
実践できる能力を身に付ける。
【７５】 【７５】
学生自らが学ぶ科目を自ら組み 学生自らが学ぶ科目を自ら組み立てる ２年次以降，各系プログラムにおいて，自ら目標を設計できる能

立てる自己設計科目を学び，自ら 自己設計科目を学び，自ら目標を設定で 力を身に付けるため，系統的に履修させる自己設計科目を設け，３
課題を設定して，データや情報を きる能力を身に付ける。 年間で２０単位の履修を設定させ，一部を履修させた。
得て，分析，考察して論文をまと
めあげる卒業研究を行い，自ら目
標を設定できる能力を身に付け
る。

○ 大学院教育の成果に関する具 ○ 大学院教育の成果に関する具体的目
体的目標 標

【７６】 【７６】
授業科目の履修，研究指導を通 授業科目の履修，研究指導を通して， 指導教員の指導助言の下に，授業科目の履修，研究事項の決定を

して，問題発見能力とその解決能 問題発見能力とその解決能力を身に付け 行い，指導教員の指導を受け，問題発見能力とその解決能力を身に
力を身に付ける。 る。 付けさせた。
【７７】 【７７】

名古屋工業大学
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学部教育の基礎の上に立ち，さ 学部教育の基礎の上に立ち，さらに基 学部教育の基礎の上に立ち，さらに基幹となる専門分野の高度な
らに基幹となる専門分野の高度な 幹となる専門分野の高度な内容の科目を 授業科目を学ぶことにより，各専門分野における先端技術能力を身
内容の科目を学ぶことにより，先 学ぶことにより，先端技術能力を身に付 に付けさせた。
端技術能力を身に付ける。 ける。
【７８】 【７８】
学部で自ら学んだ専門分野を深 学部で自ら学んだ専門分野を深める科 学部で自ら学んだ専門分野をさらに深める授業科目を学ぶととも

める科目を学ぶとともに，他分野 目を学ぶとともに，他分野あるいは異分 に，新しい分野を創造できる能力を身に付けるために，関連専門科
あるいは異分野の科目を学ぶこと 野の科目を学ぶことにより，新しい分野 目として４単位以上を他分野あるいは異分野（６専攻２５分野を設
により，新しい分野を創造できる を創造できる能力を身に付ける。 定）の授業科目から履修させた。
能力を身に付ける。
【７９】 【７９】
産業戦略工学専攻では，コアと 産業戦略工学専攻では，コアとなる専門分野の・ 産業戦略工学専攻では，ものづくり技術と経営能力を身に付け

なる専門分野の科目，ベンチャー 科目，ベンチャー構築，ものづくり経営，産業技 るため，基本科目，産業技術経営，ものづくり経営，コアテクノ
構築，ものづくり経営，産業技術 術経営に関する科目を学ぶことにより，ものづく ロジー，ベンチャー構築，事例研究等を幅広く履修させた。
経営に関する科目を学ぶことによ り技術と経営能力を身に付ける。また，主に社会 社会人対象短期在学コース（標準修業年限１年）
り，ものづくり技術と経営能力を 人を対象に，それまでの職業経験を生かして得ら １２名入学 １０名修了
身に付ける。また，主に社会人を れた固有技術を体系的に整理することで，産学連 起業家育成一般在学コース（標準修業年限２年）１８名入学
対象に，それまでの職業経験を生 携による技術イノベーションに導くことを目指・ 産学連携による双方向インターンシップを試行実施し，産業戦
かして得られた固有技術を体系的 す。 略工学専攻３名及び他の専攻６名の計９名を派遣した。知的財産
に整理することで，産学連携によ 文部科学省の委託事業「派遣型高度人材育成協 教育を充実し，本学において知財検定２級試験を実施した(受験
る技術イノベーションに導くこと 同プラン（技術の市場化を実現する産学連携教育）」 生１２名，合格者７名(準２級含む）。さらに，双方向教育の一環
を目指す。 に基づき，産業戦略工学専攻を中心に，技術の市 として，教員による出前教育実施体制を整備した。

場化を担う人材の育成を目指す。
【８０】 【８０】
高度な工学技術に基づいた起業 高度な工学技術に基づいた起業家の育 各専攻においては，高度な工学技術に基づいた起業家の育成を目

家の育成を目指す。 成を目指す。 指して，工学倫理特論，技術系ベンチャー構築論，リーダーシップ
特論，国際経済特論，国際関係特論などの授業科目を学ぶことによ
り，技術者として不可欠な倫理観を養い，知的財産保護や起業に必
要な授業科目を履修させた。

工学倫理特論 受講者 ３０名
技術系ﾍﾞﾝﾁｬｰ構築論 受講者 ６１名
リーダーシップ特論 受講者４５２名
国際経済特論 受講者 ５９名
国際関係特論 受講者１８２名

○ 卒業後の進路等に関する具体 ○ 卒業後の進路等に関する具体的目標
的目標
〔学士課程〕 〔学士課程〕
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【８１】 【８１】
基幹となる専門分野の基礎基本 （１９年度に実施のため，１８年度は年

を身に付けた技術者，ものづくり 度計画なし）
を実践できる技術者を産業界，官
公庁などに送り出す。
【８２】 【８２】
先端的な専門技術能力，新しい （１９年度に実施のため，１８年度は年度計画な

分野を創造できる能力，経営能力 し）
などを身に付けるため，大学院へ
の進学を促す。
〔大学院課程〕 〔大学院課程〕

【８３】 【８３】
先端的な専門技術能力，新しい 先端的な専門技術能力，新しい分野を 先端的な専門技術能力，新しい分野を創造できる能力などを身に

分野を創造できる能力などを身に 創造できる能力などを身に付けた高度技 付けさせ，高度技術者，研究者として送り出した。
付けた高度技術者，研究者を産業 術者，研究者を産業界，大学・研究機関， 産業界 ５０４名，
界，大学・研究機関，官公庁など 官公庁などに送り出す。 大学・研究機関 ７名，
に送り出す。 官公庁 １０名
【８４】 【８４】
経営能力を身につけた高度技術 経営能力を身につけた高度技術者を産 経営能力を身につけた高度技術者として送り出した。

者を産業界，官公庁に送り出す。 業界，官公庁に送り出す。 産業界 ２７名
【８５】 【８５】
ベンチャー企業の起業を促す。 ベンチャー企業の起業を促す。 ベンチャー企業の起業を促すため，ものづくりテクノセンター講

演会を開催した。
平成１９年１月１３日（土）「ネオロボティクス国際シンポジウ

ム２００７」

○ 教育の成果・効果の検証に関 ○ 教育の成果・効果の検証に関する具
する具体的方策 体的方策

【８６】 【８６】
平成１６年度に学部・大学院の （１６年度に実施したため，１８年度は

教育全般に関する企画・立案機関 年度計画なし）
として「教育企画院」を設置する。
【８７】 【８７】
「教育企画院」において，中期 特別教育研究経費「充実した「学びの場」の構 特別教育研究経費「充実した「学びの場」の構築－教員の教育力

目標期間中に学部教育全般につい 築ー教員の教育力の向上および双方向型教育支援の向上及び双方向型教育支援システムの整備」事業により，平成
て詳細な点検を行い，実施状況を システムの整備」事業により，学部教育について１８年度に開講した授業科目について，教員による授業の自己点検
明らかにする。この結果を基に， 教員による授業の自己評価を実施する。 ・評価を実施した。
教育課程，教育内容，教育方法な
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どについて検討する。
【８８】 【８８】
「教育企画院」において，平成 大学院教育全般について，各教員及び各専攻に 大学院教育について，平成１７年度に開講した授業科目及び実施

１９年度までに大学院教育全般に おいて自己点検・評価を実施し，教育課程，教育した研究指導について，各教員及び各専攻において自己点検・評価
ついて詳細な点検を行い，実施状 内容，教育方法などについて検討する。 を実施した。
況を明らかにする。この結果を基
に，中期目標期間中に教育課程，
教育内容，教育方法などについて
検討する。
【８９】 【８９】
「教育企画院」において，中期 前年度に構築されたシラバスに沿った授業の実 前年度に構築したシラバスに沿った授業の実施状況を検証し，授

目標期間中にシラバスに沿った授 施状況を検証し，授業方法の改善に反映させるシ業方法の改善に反映させるシステムを試行した。
業の実施について検証するシステ ステムを試行する。
ムを構築する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
② 教育内容等に関する目標

○アドミッションポリシーに関する基本方針
中 〔学士課程〕

① 進取の気風に冨み，創造することに強い意欲を持つ学生を入学させる。
期 ② 「ものづくり」への強い興味を有する学生を入学させる。

〔大学院課程〕
目 ① ２１世紀の工学を先導する意欲があり，自ら新しい分野を開拓しようとする，積極的で

かつ柔軟な思考を有する学生を入学させる。
標

○教育課程，教育方法，成績評価に関する基本方針
〔学士課程〕

① 幅広い知識，基幹となる専門分野の基礎基本知識を身に付けることができる教育課程を
編成する。

② ものづくりを実践できる能力，自ら目標を設定できる教育課程を編成する。
③ 各授業科目に相応しい授業形態による教育を実施する。
④ 適正な成績評価を行う。

〔大学院課程〕
① 基幹となる専門分野の先端技術能力，新しい分野を創造できる能力を身に付けることが
できる教育課程を編成する。

② ものづくり技術と経営能力を身に付けることができる教育課程を編成する。
③ 問題発見能力とその解決能力を身に付けることができる教育課程の編成，学生個人に応
じたきめ細かい研究指導を実施する。

④ 各授業科目に相応しい授業形態による教育を実施する。
⑤ 適正な成績評価を行う。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

○ アドミッション・ポリシーに ○ アドミッション・ポリシーに応じた
応じた入学者選抜を実現するた 入学者選抜を実現するための具体的方
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めの具体的方策 策
〔学士課程〕 〔学士課程〕

【９０】 【９０】
受験生の能力，適性等の多面的 受験生の能力，適性等の多面的な評価を行う観 ＡＯ入試、社会人特別選抜などを，次のとおり実施した。

な評価を行う観点から，ＡＯ入試 点から，ＡＯ入試，社会人特別選抜などを含めた・ ＡＯ入試は，建築・デザイン工学科及び工学創成プログラムで
社会人特別選抜などを含めた多様 多様な入学方法を積極的に実施する。 実施した。
な入学方法を積極的に実施する。 ・ 推薦入学は，建築・デザイン工学科以外の全ての学科で実施し
これらを円滑かつ適切に行うた た。
め，「アドミッションセンター( ・ 第二部においては，推薦入学，社会人特別選抜（編入学）及び
仮称）」を平成１７年度までに設 社会人特別 選抜（ＡＯ入試）を全学科で実施した。
置する。

【９１】 【９１】 ・ 本学を会場とした大学説明会を３回実施した。
工学を先導する魅力のある大学 「アドミッションオフィス」において， （参加者計 １，９３５名）

としての情報発信充実させ，受験 工学を先導する魅力のある大学として， ・ 愛知県外での大学説明会を福井市で開催した。
生の量と質を高める。 県内はもとより全国に向け，教育界，産 （参加者計 １５名）

業界，本学卒業生の協力も得て大学説明 ・ 東海・北陸地区の１１国立大学が協同し，河合塾千種校を会場
会を開催する。また，高等学校に出向き， に「東海・北陸地区国立大学合同進学説明会」を開催した。
大学の説明を行う。 （総入場者計 ５８３名）

・ 高校等から依頼を受け，出張授業を実施した。
（派遣先 ６１校 派遣教員 ７０名）

・ 高校生，PTAを対象とした大学見学を実施した。
（対象高校２２校）

【９２】 【９２】
常に時代の要請・社会の変化に 「アドミッションオフィス」において， 高等学校教諭を対象に，入試の実施状況及び卒業生の進路状況等

応じた人材の育成を図るため及び 常に時代の要請・社会の変化に応じた人 に関する情報提供，意見交換を行い，高等学校生徒の進路指導に資
本学のアドミッションポリシーの 材の育成を図るため及び本学のアドミッ するため，「高校教諭との懇談会」を本学で開催した。
周知を充実するため，積極的に高 ションポリシーの周知を充実するため， 平成１８年１１月９日（木）
等学校や予備校との連絡をとる。 高等学校教諭との懇談会を開催する。 参加高校 第一部 ８９校 ９３名

第二部 ４１校 ４１名
【９３】 【９３】
社会人・留学生を含め多様な学 社会人・留学生を含め多様な学生を受 ・ 平成１９年度の第一部推薦入学，ＡＯ入試及び第二部推薦入学

生を受け入れ，いつでも学べる体 け入れ，いつでも学べる体制とする観点 の入学予定者を対象に，「数学」「物理」の入学前教育を試行的に
制とする観点から，学生の入学定 から，学生の定員配置や教育体制につい 実施した。
員を適切に措置する。 て検討する。 ・ 第二部においては，社会人特別選抜（編入学）及び社会人特別

選抜（AO 入試）を全学科で実施した。主に社会人特別選抜から
の入学者については，外国語は能力別クラス分けで対応，「数学」
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「物理学」「化学」は，高校教諭に講師を依頼して，入学前の３
月に補習授業を実施した。

・ 留学生のために私費外国人留学生特別選抜を全学科で実施し
た。

〔大学院課程〕 〔大学院課程〕
【９４】 【９４】 ・ 博士後期課程においては，他大学，社会人や留学生などに対し
他大学，社会人や留学生など， 「アドミッションオフィス」において， て選抜機会を拡大する観点から，これまで実施していた８月選抜

多様な学生を受け入れるため，入 他大学，社会人や留学生など，多様な学 に加え，平成１８年度入試から２月選抜を実施した。
試制度の改善を図る。 生を受け入れるため，入試制度の改善を ・ 博士前期課程においては，私費外国人留学生特別選抜を全専攻

図る。 で実施した。
なお，日本の大学を卒業した留学生については，平成１９年度

の博士前期課程の募集から，留学生特別選抜から除外して，一般
選抜で受験するよう措置した。

・ 平成１９年度から，留学生向けの特別プログラムを開設し，同
プログラムの募集を２月に行い，１０月入学を認めることを決定
し，名古屋工業大学大学院規則を改正した。

【９５】 【９５】
社会人や留学生などの学生の教 社会人や留学生などの教育に対する要望に応 学生の要望を把握するために，入学願書提出時に志望分野名及び

育に対する要望に応える観点か える観点から，学生の適正な配置について検討す研究指導教員名を第３志望まで記入させることにした。
ら，学内における学生の適正な配 る。
置を検討する。
【９６】 【９６】
これらを円滑かつ適切に行うた （１６年度に実施したため，１８年度は

め，「アドミッションセンター（仮 年度計画なし）
称）」を平成１７年度までに設置
する。

○ 教育理念等に応じた教育課程 ○ 教育理念等に応じた教育課程を編成
を編成するための具体的方策 するための具体的方策
〔学士課程〕 〔学士課程〕

【９７】 【９７】
科学技術英語，人間文化，健康 科学技術英語，人間文化，健康運動科 科学技術英語，人間文化，健康運動科学の科目を置いている。

運動科学科目を置く。 学科目を置く。
【９８】 【９８】
理系基礎科目，専門分野への導 理系基礎科目，専門分野への導入科目， 理系基礎科目，専門分野への導入科目，基幹となる各専門分野の

入科目，基幹となる各専門分野の 基幹となる各専門分野の基本科目，準基 基本科目，準基本科目を置いている。
基本科目，準基本科目を置く。 本科目を置く。
【９９】 【９９】
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ものづくり・経営基礎科目，基 ものづくり・経営基礎科目，基幹となる各専門 ものづくり・経営基礎科目，基幹となる各専門分野を深く，ある
幹となる各専門分野を深く，ある 分野を深く，あるいは応用力を養う展開科目，実いは応用力を養う展開科目，実験・実習科目を置いている。
いは応用力を養う展開科目，実験 験・実習科目を置く。
・実習科目を置く。
【１００】 【１００】
学生自ら学ぶ科目を自ら組み立 学生自ら学ぶ科目を自ら組み立てる自 学生自ら学ぶ科目を自ら組み立てる自己設計科目を置いている。

てる自己設計科目を置く。 己設計科目を置く。
【１０１】 【１０１】
学部教育の集大成として，自ら 学部教育の集大成として，自ら課題を 学部教育の集大成として，自ら課題を設定してデータや情報を得

課題を設定して，データや情報を 設定して，データや情報を得て，分析， て，分析，考察して論文をまとめあげる卒業研究（第二部について
得て，分析，考察して論文をまと 考察して論文をまとめあげる卒業研究（第 は卒業研究ゼミナール）を置いている。
めあげる卒業研究（第二部につい 二部については卒業研究ゼミナール）を
ては卒業研究ゼミナール）を置く。置く。
〔大学院課程〕 〔大学院課程〕

【１０２】 【１０２】
基幹となる各専門分野の専門科 基幹となる各専門分野の専門科目を置 基幹となる各専門分野の専門科目を置いている。

目を置く。 く。
【１０３】 【１０３】
工学倫理，環境問題，国際関係 工学倫理，環境問題，国際関係などの 工学倫理，環境問題，国際関係などの共通科目を置いている。

などの共通科目を置く。 共通科目を置く。
【１０４】 【１０４】
英語での発表力を付けるための 英語での発表力を付けるためのプレゼ 英語での発表力を付けるためのプレゼンテーション科目を置いて

プレゼンテーション科目を置く。 ンテーション科目を置く。 いる。

【１０５】 【１０５】
ゼミナール，実験実習を通じて ゼミナール，実験実習を通じて修士論 ゼミナール，実験実習を通じて修士論文に繋げるコロキュウム，

修士論文に繋げるコロキュウム， 文に繋げるコロキュウム，専門演習，実 専門演習，実験実習科目を置いている。
専門演習，実験実習科目を置く。 験実習科目を置く。
【１０６】 【１０６】
大学院教育の集大成として，博 大学院教育の集大成として，博士前期 大学院教育の集大成として，博士前期課程には修士論文の作成，

士前期課程には修士論文の作成， 課程には修士論文の作成，博士後期課程 博士後期課程には博士論文の作成を課した。
博士後期課程には博士論文の作成 には博士論文の作成を課す。
を課す。
【１０７】 【１０７】
産業戦略工学専攻（博士前期課 産業戦略工学専攻（博士前期課程）は， 産業戦略工学専攻（博士前期課程）は，以下の教育課程を置い

程）は，以下の教育課程を置く。 以下の教育課程を置く。 ている。
・ ベンチャー構築ものづくり ・ ベンチャー構築ものづくり経営を ・ 全専攻共通科目として移行したベンチャー構築論，ものづくり
経営を学ぶ基本科目 学ぶ基本科目 経営論
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・ 知的所有権，経営管理を学 ・ 知的所有権，経営管理を学ぶ技術 ・ 知的所有権，経営管理を学ぶ技術経営科目
ぶ技術経営科目 経営科目 ・ 各分野のコアとなる専門科目であるコアテクノロジー科目

・ 各分野のコアとなる専門科 ・ 各分野のコアとなる専門科目であ ・ コロキュウム，事例研究，プレゼンテーション，長期インター
目であるコアテクノロジー科 るコアテクノロジー科目 ンシップで構成する共通科目
目 ・ コロキュウム，事例研究，プレゼ ・ 集大成として，修士論文の作成又は特定の研究課題についての

・ コロキュウム，事例研究， ンテーション，長期インターンシッ 研究成果の報告書（リサーチペーパー）の作成を課した。
プレゼンテーション，長期イ プで構成する共通科目
ンターンシップで構成する共 ・ 集大成として，修士論文の作成又は特定
通科目 の研究課題についての研究成果の報告書（リ

・ 集大成とし，修士論文の作 サーチペーパー）の作成を課す。
成又は特定の研究課題につい
ての研究成果の報告書（リサ
ーチペーパー）の作成を課す。

○ 授業形態，学習指導法等に関 ○ 授業形態，学習指導法等に関する具
する具体的方策 体的方策
〔学士課程〕 〔学士課程〕

【１０８】 【１０８】 各授業科目の性質により，講義，演習，実技・実験・実習，少人
各授業科目の性質により，講義， 各授業科目の性質により，講義，演習，数ゼミなどの形態による授業を実施しており，その比率は，第一部

演習，実技，実験実習，少人数ゼ 実技，実験実習，少人数ゼミなどの形態 及び第二部併せて以下のとおりである。
ミなどの形態による授業を実施す による授業を実施する。 （講義；７４% 演習；１４% 実技・実験・実習；８% 少人数
る。 ゼミ； ４ %）
【１０９】 【１０９】 ・ 外国語科目では，学生の習熟度に応じてクラス編成した授業を
外国語科目では，学生の習熟度 外国語科目では，学生の習熟度に応じ 実施しており，その編成は，以下のとおりである。

に応じてクラス編成した授業を実 てクラス編成した授業を実施する。 第一部；上級２クラス，中級１０クラス，基礎２クラス
施する。 発信型国際技術者育成のための工学英語教育 第二部；上級１クラス，中級 １クラス，基礎１クラス

（現代的教育ニーズ取組支援プログラム）を実施・ 文部科学省支援事業「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（発
する。 信型国際技術者育成のための工学英語教育）」（現代 GP）に基づ

き，入学後に実施したTOEIC IPの上位２００名を対象に，少人
数による集中クラスを夏期休暇及び春期休暇中に実施した。２５
名クラスで８クラス。

【１１０】 【１１０－１】
理系基礎科目の補習教育を実施 第二部（夜間学部）において，理系基 第二部（夜間学部）において，理系基礎科目の補習教育を実施

する。（第二部（夜間学部）では 礎科目の補習教育を実施する。 した。
実施中） 平成１９年３月１日～３１日 推薦入学，社会人の入学予定者を

対象に，高校教諭に依頼した。
数学：期間中３日間 １２時間 参加者 １９名
物理：期間中３日間 １２時間 参加者 ２９名
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化学：期間中３日間 １２時間 参加者 １１名
【１１０－２】
第一部における理系基礎科目の補習教育につい アドミッションオフィス及び創造教育開発オフィスと合同で検討

て実施案を検討する。 し，第一 部推薦入学手続完了者，ＡＯ入試手続完了者を対象とし
た入学前教育を実施 した。

【１１１】 【１１１】
自己設計科目は，学生に自立性 自己設計科目は，学生に自立性を持た 学生に自立性を持たせるため，学生自らが授業科目を選択して学

を持たせるため，学生自らが授業 せるため，学生自らが授業科目（１０科 ぶ自己設計科目を履修させた。
科目（１０科目 ２０単位）を選 目２０単位）を選択して学ぶ。
択して学ぶ。
【１１２】 【１１２】
４年次の年度当初に各学生の指 （１９年度に実施のため，１８年度は年

導教員を決め，１年間をかけて， 度計画なし）
ゼミ，個別指導などの方法により，
学生個人に応じたきめ細かい卒業
研究指導を実施する。
〔大学院課程〕 〔大学院課程〕

【１１３】 【１１３】
各授業科目の性質により，講義， 各授業科目の性質により，講義，演習， 各授業科目の性質により，講義，演習，実験実習，少人数ゼミな

演習，実験実習，少人数ゼミなど 実験実習，少人数ゼミなどの形態による どの形態による授業を実施しており，その比率は，以下のとおりで
の形態による授業を実施する。 授業を実施する。 ある。

（講義；８８% 演習；５% 実験実習；２% 少人数ゼミ；
５%）

【１１４】 【１１４】
プレゼンテーション能力及び外 プレゼンテーション能力及び外国語の プレゼンテーション能力及び外国語のコミュニケーション能力を

国語のコミュニケーション能力を コミュニケーション能力を育成する授業 育成する授業として，各専攻でプレゼンテーション科目及びコロキ
育成する授業を実施する。 を実施する。 ュウム科目を実施した。

【１１５】 【１１５】
大学院に入学と同時に各学生の 大学院に入学と同時に各学生の指導教 大学院に入学と同時に各学生の指導教員を決め，各学生の研究課

指導教員を決め，各学生の研究課 員を決め，各学生の研究課題に繋げる授 題に繋げるよう，履修計画表に研究テーマを申告し，授業科目を選
題に繋げる授業科目を選択して学 業科目を選択して学ぶよう指導する。 択して履修するよう指導した。
ぶよう指導する。
【１１６】 【１１６】
指導教員は，各学生の在学期間 指導教員は，各学生の在学期間を通し 指導教員は，学生の研究テーマに応じて，ゼミ，個別指導などの

を通して，ゼミ，個別指導などの て，ゼミ，個別指導などの方法により， 方法により，学生個人に応じてきめ細かい研究指導を実施した。
方法により，学生個人に応じたき 学生個人に応じたきめ細かい研究指導を
め細かい研究指導を実施する。 実施する。
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○ 適切な成績評価等の実施に関 ○ 適切な成績評価等の実施に関する具
する具体的方策 体的方策
〔学士課程〕 〔学士課程〕

【１１７】 【１１７】
授業科目は，出席状況，レポー 授業科目は，出席状況，レポート提出， 授業科目は，出席状況，レポート提出，試験結果などにより判定

ト提出，試験結果などにより判定 試験結果などにより判定し，秀，優，良，し，秀，優，良，可の評定で単位を授与した。
し，秀，優，良，可の評定で単位 可の評定で単位を授与する。
を授与する。
【１１８】 【１１８】
卒業研究は，研究成果をまとめ （１９年度に実施のため，１８年度は年

た論文内容を審査のうえ，合否を 度計画なし）
判定する。審査にあたっては発表
会を実施する。
【１１９】 【１１９】
平成１６年度にＧＰＡ制度を導 ＧＰＡ制度を学生指導に活用する。 ・ 授業料免除の際，学業成績優秀者の判定に GPA を活用した。

入し，学生指導に活用する。 また，一部の学科において，１年次から２年次への進級の際に行
う系プログラムへの配属の調整資料としてＧＰＡを活用した。

・ 第二部学生について，ＧＰＡの成績をもとに，早期卒業を認め
ることを決定した。

【１２０】 【１２０】
平成１９年度までにＧＰＡ制度 ＧＰＡを活用した方法等について，検証する。 ＧＰＡの活用方法について，各学科における利用の状況等を把握

の評価を行い，その結果に基づき し，今後の制度見直しに資する。
見直しを図る。
〔大学院課程〕 〔大学院課程〕

【１２１】 【１２１】
授業科目は，出席状況，レポー 授業科目は，出席状況，レポート提出， 授業科目は，出席状況，レポート提出，試験結果などにより判定

ト提出，試験結果などにより判定 試験結果などにより判定し，優，良，可 し，優，良，可の評定で単位を授与した。
し，優，良，可の評定で単位を授 の評定で単位を授与する。 また，成績評価基準の見直しを実施し，平成１９年度入学者か
与する。 ら，単位の授与要件を６０点以上とし，さらに評語を秀（100-90），

優（89-80），良（79-70），可（69-60）とすることを決定した。
【１２２】 【１２２】
修士論文（産業戦略工学専攻は 修士論文（産業戦略工学専攻はリサー 修士論文（産業戦略工学専攻はリサーチペーパーも含む）及び博

リサーチペーパーも含む）及び博 チペーパーも含む）及び博士論文は，各 士論文は，各学生毎に審査委員会（修士論文は２名以上，博士論文
士論文は，各学生毎に審査会を設 学生毎に審査会を設置し，合否を判定す は３名以上で構成）を設置し，合否を判定した。
置し，合否を判定する。 る。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
③ 教育の実施体制等に関する目標

○教職員の配置に関する基本方針
中 ① 「工科大学構想」の実現を図るために必要な教育課程実施に向けて，教育類への適正な

教員配置を行うとともに，技術職員・ＴＡ等の教育支援者を有効に配置し活用する。
期

○教育環境の整備に関する基本方針
目 ① 学内の教育関連施設の有効活用を推進するとともに，設備の充実を図る。

標 ○教育の質の改善のためのシステムに関する基本方針
① 授業内容及び方法の改善を図るための組織的な取り組みを推進するとともに，教育活動
を評価し，質の向上に結びつけるシステムを構築する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

○ 適切な教職員の配置等に関す ○ 適切な教職員の配置等に関する具体
る具体的方策 的方策

【１２３】 【１２３】
平成１５年度に「工科大学構想」 平成１７年度に引き続き，積算教育負担時間調 平成１７年度に引き続き，積算教育負担調査を実施し，この調

に基づき，教員を「研究系」（４ 査を実施し，この調査と平成１７年度に作成した査と平成１７年度に作成した鳥瞰図（各学科・専攻における教育
領域からなる）所属とし，学部に 鳥瞰図（各学科・専攻における教育内容を分類整内容を分類整理し，教育内容を明確にすると同時に教育の背後に
あっては「学科・教育類」を，大 理し，教育内容を明確にすると同時に教育の背後ある研究との関連を示したもの）を参考にして，平成１９年度の
学院にあっては「専攻」を設けて, にある研究との関連を示したもの）を参考にして，学部及び大学院の教育担当教員の配置に反映させた。
教員がこれを担当するという柔軟 学部及び大学院の教育担当教員の配置に反映させ
な教育体制とした。これを平成１ る。
９年度までに点検し必要に応じ見
直す。
【１２４】 【１２４】
技術職員，ＴＡ等の教育支援者 技術職員，ＴＡ等の教育支援者を授業 ・ 教育類長（学科長）等からの業務依頼に基づき，技術部から

を授業等へ配置することにより， 等へ配置することにより，学生の自学自 技術職員を派遣し，各種実験・実習等の実験補助，技術指導等
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学生の自学自習への支援体制を充 習への支援を行う。 を行った。（派遣職員数４９名）
実する。 ・ ＴＡを教育支援者として各学科の実験，実習，製図科目，卒

業研究，及び共通教育の演習，実験科目に配置した。
配置人員 博士後期 ３７名 実施総時間数 １，３７３時間

博士前期５８２名 実施総時間数１５，９３４時間

○ 教育に必要な設備，図書館情 ○ 教育に必要な設備，図書館情報ネッ
報ネットワーク等の活用・整備 トワーク等の活用・整備の具体的方策
の具体的方策

【１２５】 【１２５】
学内全施設の有効活用を推進す 情報基盤センター（仮称）を設置し，延長した・ 情報基盤センターを設置し，計算機システムを導入した。

るとともに，ＩＴ化に対応した設 計算機システムの更新を行う。これに伴い，デー・ データベースソフトウェア，学生・教職員用ポータル等の平
備を充実する。 タベースソフトウエアの開発，認証ソフトウエア 成１９年度からの稼働に向けて準備した。

の開発及び学生・職員用ポータルサイトの構築を・ 学生証、身分証をＩＣ化し，認証システムを整備した。学生
検討する。 の出欠チェックシステムを検討した。

【１２６】 【１２６】
学術情報，教育研究の支援強化 学内の知的情報，教育情報等のデータベース化・ リテラシースペースとして図書館改修に伴いパソコンコーナ

のため，図書館機能の充実を図り，・リテラシースペースの整備を図る ーなどに１３席を整備した。

中期目標期間中に学内の知的情 ・ 知的情報・教育情報のデータベース化を図るため機関学術リ
報，教育情報等のデータベース化 ポジトリのワーキンググループを立ち上げた。

・リテラシースペースの整備を図 ・ 機関学術リポジトリシステムを導入した。

る。
【１２７】 【１２７】
講義室の教育機器を充実すると 講義室の教育機器を更新し，学習環境 年次計画に従い，講義室の机，椅子４０７脚を更新した。また，

ともに，学習環境を整備する。 を整備する。 新たにプロジェクターを１講義室に設置した。

○ 教育活動の評価及び評価結果 ○ 教育活動の評価及び評価結果を質の
を質の改善につなげるための具 改善につなげるための具体的方策
体的方策

【１２８】 【１２８】
教育の質を向上させるため，教 特別教育研究経費「充実した「学びの場」の構・ 特別教育研究経費「充実した「学びの場」の構築－教員の教

員及び学科，専攻等の教育活動の 築ー教員の教育力の向上および双方向型教育支援 育力の向上及び双方向型教育支援システムの整備」事業により，
評価を実施し，平成１９年度まで システムの整備」事業により，学部教育について 平成１６年度から平成１８年度前期の「学生による授業評価」
にその結果を公表するとともに， 教員による授業の自己評価を実施する。 の結果をポートフォリオ形式にして教員別にまとめ，それを教
必要な措置を講ずる。 また，大学院について，教員及び専攻の教育活 員の教育力向上のためにフィードバックした。

動の自己点検・評価を実施し，その結果を公表す・ 大学院について，教員及び専攻の教育活動の自己点検・評価
る。 を実施し，報告書を作成の上，公表した。

【１２９】 【１２９】
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全ての授業科目についてシラバ 学生による授業評価の実施方法及び学内・外へ・ 全ての授業科目についてシラバスを作成した。
スを作成し，学生による授業評価 の公表のあり方，活用方法等について見直しを検・ 学生による授業評価を実施し，教員の個人情報保護を考慮し
を実施し学内に公表しているが， 討する。 て，ホームページで一部を学外へも公表した。
「教育企画院」において学外への
公表方法を含め授業評価のあり
方，活用方法等を随時見直す。

○ 教材，学習指導法等に関する ○ 教材，学習指導法等に関する研究開
研究開発及びＦＤに関する具体 発及びＦＤに関する具体的方策
的方策

【１３０】 【１３０】
「教育企画院」で実施している 授業改善のための方法等について，ＦＤ研究会 ＦＤの推進を図るため次のとおり，FD研究会を開催した。

教育活動評価を活用して，ＦＤの （非常勤講師を含む）を実施する。 平成１８年１０月１８日（水）
推進を図る。 参加者：本学教員３３名

平成１８年１１月２４日（金）
参加者：講師１名，本学教員２７名

平成１８年１２月１５日（金）
参加者：本学教員１８名

また，平成１８年度前期の学生による授業評価結果に基づき
公開授業を７件実施し，授業のビデオ撮影及び参観教員に対す

【１３１】 るアンケート調査を実施した。
【１３１】

領域において，異分野教員との 異分野教員との相互啓発等によるＦＤ 異分野の教員が参加するFD研究会，公開授業を実施した。
相互啓発等によるＦＤの推進を図 の推進を図る。
る。
【１３２】 【１３２】
教員の研修を実施するために， （１７年度に実施したため，１８年度は年度計画

「創造教育開発センター（仮称）」なし）
の設置を検討する。

○ 学内共同教育センターに関す ○ 学内共同教育センターに関する具体
る具体的方策 的方策

【１３３】 【１３３】
複数の教育支援センターをより （１７年度に実施したため，１８年度は年度計画

機動的に活動ができるよう，平成 なし）
１６年度に教育研究センターの機
構運営本部を設置し，センターの
教職員の配置については，常に有
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効に配置するよう随時見直す。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
④ 学生への支援に関する目標

中 ○ 学生の学習支援や生活支援等に関する基本方針
期 ① 教員と事務職員の協力による学生の修学指導体制の充実を図り，学生の学習面
目 と生活面を総合的に支援する。
標 ② 学生への経済的支援の充実を図る。

③ 就職指導体制の整備を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

○ 学習相談・助言・支援の組織 ○ 学習相談・助言・支援の組織的対応
的対応に関する具体的方策 に関する具体的方策

【１３４】 【１３４】
平成１４年度に設置した「学生 「学習相談室」において学習相談を実施する。・ 学習相談室にインテーカー（受付担当者）２名，基礎学習相

なんでも相談室」に加えて，更に 学習相談室の広報を行い，更に使いやすい相談室 談員７名，専門学習相談員５名を配置し，そのサポートとして
学習相談・助言体制を一層充実す とする。ＴＡを用いたピアサポートを実施する。 大学院の学生をＴＡとして１８名を配置した相談体制を編成し，
るため，平成１７年度までに教員 相談に当たっている。
とＴＡによる「学習相談室」を設 ・ 学習相談室のホームページ，利用案内冊子により，広報に努
置する。 めた。

学習相談件数 １１件
・ 大学院生（１８名）TAによるピアサポートシステムを構築し，
「先輩のいる学習室」を開室した。
先輩のいる学習室利用件数 ３７７件

「アクティブリスニング研修」を実施した。
平成１９年３月６日（火）
講師１名 参加者２１名

【１３５】 【１３５】
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教員によるオフィスアワーの一 教員によるオフィスアワーの一層の充実を図 教員によるオフィスアワーの時間，場所をシラバスに記載し,学
層の充実を図る。 る。教員と学生の両者に対してオフィスアワーの生に周知し，実施した。

認知を徹底させ，より使いやすいオフィスアワー
とする。

【１３６】 【１３６】
中期目標期間中に，建物毎の学 大型改修においてコミュニケーションスペース・ １９号館改修において各階にコミュニケーションスペースを

生のコミュニケーションスペース （ゆめ空間）を設置する。 設置した。
の拡充を図る。 地域社会における知的交流拠点として整備する・ 学生のために自学自習の場（ゆめ空間）を設置した。

校友会館の中に学生と卒業生などとの交流の場を・ 校友会館改修において，地域社会における知的交流拠点とし
設置する。 て整備すると共に，学生と卒業生などとの交流の場を設置した。

【１３７】 【１３７】
図書館において学生向けの図書 図書館において学生向けの図書・雑誌 学生用図書購入費約６百万円，学術雑誌及びデータベース購入

・雑誌等の充実を図る。 等を整備する。 費約２千万円を充当し，学生向けの図書・雑誌等の整備を図った。
【１３８】 【１３８】
中期目標期間中に，現在実施し 図書館の日曜開館日の増加を検討する。 試験期間中の日曜・祝日の開館を前年度に引き続き行いアンケ

ている図書館の土曜日曜開館の増 ートを実施し利用状況を把握した。
加及び夜間開館の一層の充実を行 平成１７年度 平成１８年度
うなどにより，学生の需要に応じ 平日 ７７６名 ７７７名
たサービスの向上を図る。 土曜日 １００名 １１７名

試験期（土）３０５名 ３２１名
試験期（日）２４８名 ２１２名

○ 生活相談・就職支援等に関す ○ 生活相談・就職支援等に関する具体
る具体的方策 的方策

【１３９】 【１３９－１】
学生生活の充実のため，課外活 学生生活の充実のため，課外活動（部 ・ 課外活動で優秀な成績をおさめた学生には，「学生等の表彰に

動（部活動，自治会，ボランティ 活動，自治会，ボランティアなど）を奨 関する要項」により，表彰した。
アなど）を奨励し，支援を行う。 励し，支援を行う。 学長表彰 ９件，学生部長表彰 ９件

・ クラブ活動については，本学の他，在学生の保護者で組織す
る後援会及び同窓会組織である名古屋工業会から援助を行った。
本学運営費交付金等 ７８８万円，後援会 ５７５万円
名古屋工業会 ８５万円

・ 「クラブ紹介」の冊子を作成し新入生に PRを行った。
・ 各サークルのリーダーを中心に「サークル活動リーダートレ
ーニング」を実施した。 参加学生 ３６名

・ 学長と学生の相互理解を図ることを目的として，学長と学生
の懇談会（「NIT キャンパスミーティング」）を行った。（参加学
生 ５５名）
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・ 自治会には，講義室・講堂使用の便宜を図り，集会活動を支
援した。

【１３９－２】
ボランティア窓口を設置する。 ・ ボランティア専用掲示コーナーを設置した。

【１４０】 【１４０】
「学生なんでも相談室」，安全･ 「学生なんでも相談室」をはじめ学内各種相談・ 保健センターの学生相談室と，学生なんでも相談室室員会議

保健センターの学生相談室メンタ システムの連携を進め，広範な間口を持った相談 の検討内容をもとに，概要，各論を含め，詳細に連絡を取り合
ルチェックの自己診断等の有機的 体制の整備充実を図る。全学教職員のカウンセリ い，連携に努めている。
結合による相談体制の整備充実を ングマインド（学生の直面する悩みを学生の視点・ 学生なんでも相談室のホームページを作り，大学のオフィシ
図る。 に立って解決しようとする気持ちや心構え）の向 ャルサイトからリンクさせ，広報に努めた。また，HP上にワン

上を図る。 クリックで相談に入ることのできるメール相談及び教職員との
面談による相談も併せて実施した。

学生なんでも相談件数 ３６４件
・ 学生相談学会，メンタルヘルス研究協議会，学生指導研究集
会などの研修会に相談員が参加して，カウンセリングの対象と
なる心の病の理解と対処技法についてのスキルアップに努めた。

・ 教職員の学生相談業務の向上を図る目的で，「工学部における
学生相談講演会」，「教職員カウンセリング研修会」を実施した。

・ クラス担当委員説明会を開催し，クラス担当委員と学生なん
でも相談室，保健センターとの連携を図った。

【１４１】 【１４１－１】
就職情報関連企業等との連携強 キャリアオフィスの機能を充実する。 ・ キャリアオフィスで，「女子学生のためのガイダンス（OGによ

化や就職相談員，就職支援担当職 る体験談）「キャリアアップ体験談（ＯＢによる体験談）」を実
員による就職支援活動の充実を図 施した。
るため，キャリアセンターの設置 【１４１－２】
を検討する。 企業を理解するためのセミナー（「企業研究セ・ 就職セミナー（低学年向けキャリア意識啓発講演）を実施し

ミナー」）の充実を図る。 た。 参加学生 ４０名
・ 企業を理解するために「企業研究セミナー」を２日間実施し
た。

平成１８年１０月２４日(火)，２５日(水)
参加企業２１４社
参加学生 １，９５７名

【１４１－３】
就職ガイダンス・講演会などの充実を図る。 ・ 学生の就職活動の進行状況に応じた就職ガイダンス等を計画

実施し，学生の企業理解の啓発に努めた。この中では，「職務適
性テスト」や「ＳＰＩ模 試（総合適性検査）」，「就職内定者に
よる体験談」，「模擬面接」，「公務員ガイダンス」を実施した。

・ 就職応援ブックを作成し，学部３年生，博士前期課程１年生
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に配布した。
・ 外部業者による就職相談を実施した。外部業者から派遣され
た相談員が月曜日から金曜日の１６時から１８時（８月から
１１月は木曜日のみ）まで常駐し，相談に応じた。

年間 １２７日間，相談件数 ３２４件
・ 職業意識を啓発するためガイダンスを計画実施した。

【１４２】 【１４２－１】
職業意識を高めるための教育を 低学年向けのキャリア関連科目の開設について 低学年向け就職セミナーを開催し，平成２０年度に向けたカリ

行うとともに，学生の資格取得の 検討する。 キュラム改定の中にキャリア関連講義科目開設の検討を行った。
ための支援を充実する。 【１４２－２】

学生の資格取得等の支援のための充実策を検討 公務員関係ガイダンスを開催し，各種官署の採用担当者を招請
する。 し，進路選択の幅を拡げ資格取得の動機付けとした。
【１４２－３】
インターンシップへの参加学生の増加について インターンシップへの参加啓蒙のため，今年度参加学生による

検討する。「派遣型高度人材育成協同プラン」実インターンシップ報告会を実施した。
施のための「産学連携教育コンソーシアム」を設 長期インターンシップに参加（９名）
置する。また，留学生の国内インターンシップの 海外インターンシップに参加 (５名)
実施に関する方策を検討する。 中部経済産業局主催の留学生インターンシップモデル事業に大

学として参加し，９名の留学生を同インターンシップ事業に送り
出した。
・ 新たに，留学生対象の就職支援セミナーを年２回実施した。
・ 新たに，留学生対象の就職支援講座（週１回１５週）を実

施した。

○ 経済的支援に関する具体的方 ○ 経済的支援に関する具体的方策
策

【１４３】 【１４３】
中期目標期間中に，奨学金の充 奨学金の充実を図るため，学内奨学金 ・ 本学教員の寄附により，博士後期課程学生への独自奨学金制

実を図るため，学内奨学金制度の 制度の導入を検討する。 度「I奨学金」を創設した。
導入を検討する。 ・ 学生生活実態調査により，学生側から求める奨学金のアンケ

ート調査を実施した。

○ 社会人・留学生等に対する配 ○ 社会人・留学生等に対する配慮
慮

【１４４】 【１４４】
社会人学生への学習支援体制の 学習相談室やオフィスアワーの積極的活用を促 第二部社会人学生に対するオフィスアワーを授業終了後に開設

一層の充実を図る。 すなど学生に対する学習支援体制について，周知する，事前の申し出により時間を設定する等社会人学生への配慮
を徹底する。 を行っている。
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【１４５】 【１４５】
中期目標期間中に，現在実施し 図書館の日曜開館日の増加を検討する。 試験期間中の日曜・祝日の開館を前年度に引き続き行い，アン

ている図書館の土曜日曜開館及び ケートを実施し利用状況を把握した。
夜間開館の一層の充実を行うなど 平成１７年度 平成１８年度
により，社会人学生の図書利用サ 平日 ７７６名 ７７７名
ービスの向上を図る。 土曜日 １００名 １１７名

試験期（土）３０５名 ３２１名
試験期（日）２４８名 ２１２名

【１４６】 【１４６】
中期目標期間中に，外国人研究 外国人研究者，留学生等の滞在施設の充実を図・ 平成１７年度より名古屋工業大学職員会館使用規程を弾力的

者，留学生等の滞在施設の充実を るための方策について，地域大学等との連携を含 に運用し、平成１８年度も外国人研究者４名に利用させた。
図る。 め検討する。 ・ 外国人研究者，留学生等の滞在施設の充実を図るための方策

また，職員会館（ＮＩＴクラブ）については， について，愛知県留学生交流推進協議会の留学生の宿舎に関す
平成１７年度に引き続き外国人研究者の滞在施設 る調査検討委員会に参加し，宿舎対策についての現状・整備予
として機能させる｡ 定等に関し協議を行った。

【１４７】 【１４７】
本学独自に設けた「留学生後援 本学独自に設けた「留学生後援会」に 「留学生後援会」が実施する福利厚生事業として ①海外旅行傷

会」による留学生への支援制度の よる留学生への支援を実施する。 害保険の加入 ②新規渡日者の市バス地下鉄券配付 ③留学生歓迎
充実を図る。 会への補助 ④年末餅つき大会への補助を行った。



- 21 -

名古屋工業大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標
① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

○目指すべき研究の水準に関する基本方針
中 ① 世界の「ものづくり」の中心地である中京地区の工学のリーダーとして，工学と産業

技術の先導役にふさわしい世界最高水準の研究を推進し，工学の知的中核としての役割

期 を果たす。

② 工学技術の研究を通じて，新技術の開発や新しい工学技術文化の創造などの社会貢献
目 を果たす。

標 ○成果の社会への還元に関する基本方針
① 先進的研究拠点の実現，大学と都市機能が一体となった頭脳拠点への展開，産学官連
携のベンチャー創出を目指す。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

○ 目指すべき研究の方向性 ○ 目指すべき研究の方向性
【１４８】 【１４８】
教員個々の自由な発想を大切に 教員個々の自由な発想を大切にする， ・ 各教員個人ごとに研究費を配分した。また，科学研究費補助

する，基礎研究としての「シーズ 基礎研究としての「シーズ研究」をより 金，奨学寄附金を獲得し，これらの経費により，シーズ研究を
研究」をより一層推進する。 一層推進する。 推進した。

・ 学内研究推進経費の配分に当たり,若手・基礎研究の分類を設
定し,若手を対象として２４件を採択し，研究費を重点配分した。

【１４９】 【１４９】
社会的要請に基づく次世代産業 社会的要請に基づく次世代産業の創出 ・ テクノイノベーションセンター大学院ＶＢＬ部門において，新

の創出につながる「ニーズ研究」 につながる「ニーズ研究」を平成１５年 たな産業の創出を目的とした研究プロジェクト４件を採択する
を平成１５年度に設置した「テク 度に設置した「テクノイノベーションセ など，ニーズ研究の推進に努めた。
ノイノベーションセンター」を中 ンター」を中心に強力に推進する。 ・ 学外機関との共同研究２０５件，受託研究７７件，計２８２
心に強力に推進する。 件の受入れなどでニーズ研究を推進した。
【１５０】 【１５０】
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既存の産業構造や学問体系に拘 既存の産業構造や学問体系に拘束され ・ 学内研究推進経費の配分に当たり,「プロジェクト研究」の分
束されず，異分野との融合や新し ず，異分野との融合や新しい価値創造に 類を設定し,新領域の創出につながる研究１件「フォトバイオニ
い価値創造につながる研究を組織 つながる研究を組織的に推進する。 ックナノデバイスの創製」を採択した。
的に推進する。 ・ 平成１９年度学内研究推進経費の採択のため「プロジェクト

研究」を「指定研究」とし，大学の重点的に取り組む研究分野
から外部アドバイザーの意見を得ながら戦略的に研究テーマを
指定することとした。

【１５１】 【１５１】
新産業の創出など地域産業をリ 新産業の創出など地域産業をリードするととも テクノイノベーションセンター共同研究部門がコーディネート

ードするとともに，産業界との連 に，産業界との連携を積極的に行い，中京地区にした共同研究・受託研究の実施，企業からの寄附金により設置し
携を積極的に行い，中京地区にあ ある工科系単科大学としてふさわしい「ものづくた寄附講座の活動を通じて「ものづくり」に関する研究を推進し
る工科系単科大学としてふさわし り」に関する研究をさらに推進する。 ている。
い「ものづくり」に関する研究を
推進する。

【１５２】 【１５２－１】
国家的・社会的課題であるナノ 国家的・社会的課題であるナノテクノ ・ ナノテクノロジー・材料分野，情報通信分野，環境分野，ラ

テクノロジー・材料分野，情報通 ロジー・材料分野，情報通信分野，環境 イフサイエンス分野などについて，学内のシーズ研究を組織化
信分野，環境分野，ライフサイエ 分野，ライフサイエンス分野などについ したプロジェクト研究所を１６件設置した。
ンス分野などの研究を推進し，世 て，学内のシーズ研究を組織化したプロ ・ ライフサイエンス分野に関して学内のシーズ研究を組織化し，
界のトップレベルの研究拠点を目 ジェクト研究所の設置を引き続き推進する。 プロジェクト研究として「フォトバイオニックナノデバイスの
指す。 創製」プロジェクトを実施した。

【１５２－２】
２１世紀ＣＯＥプログラム「環境調和セラミッ・ 平成１９年度以降のさらなるセラミックス科学の世界拠点の

クス科学の世界拠点」及び特別教育研究経費「環 維持と発展に向けた具体的な計画として，「セラミックス科学研
境調和セラミックス開発の日仏連携事業」の教育 究教育院」を設置した。また，新たな分野の教育研究拠点形成
研究成果を踏まえ，平成１９年度以降のさらなる に向けたプロジェクト研究を研究企画院において企画立案する
セラミックス科学の世界拠点の維持と発展に向け とともに各種拠点形成事業への申請を行った。
た具体的な提案を行う。 ・ 特別教育研究経費「遺伝子治療・再生医療を目指したマイク
特別教育研究経費「遺伝子治療・再生医療を目 ロバイオ医学工学研究創出事業」を実施した。

指したマイクロバイオ医学工学研究創出事業」を
更に拡充すると共に，本研究推進事業を核として，
平成１７年度に実施したプロジェクト
研究を踏まえた教育研究拠点形成に向
けた提案を行う。

【１５３】 【１５３】
国などによる競争的・戦略的大 国などによる競争的・戦略的大型プロ 大型プロジェクトの資金獲得へと発展する研究に組織的に取り

型プロジェクトの資金獲得へと発 ジェクトの資金獲得へと発展する研究に 組むため，学内研究推進経費に「プロジェクト研究」１件，「戦略
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展する研究に組織的に取組む。 組織的に取組む。 的研究」９件を採択した。

○ 大学として重点的に取り組む ○ 大学として重点的に取り組む領域
領域

【１５４】 【１５４】
狭義の工学の枠を超え，異分野 狭義の工学の枠を超え，異分野との融合による・ 学内研究推進経費の配分に当たり, 「プロジェクト研究」の

との融合による新産業の創出につ 新産業の創出につながる新しいプロジェクト研究 分類を設定し, 領域横断的で新領域の創出につながる研究プロ
ながる新しいプロジェクト研究 を実施する。 ジェクトを立ち上げた。

・ 平成１９年度学内研究推進経費の公募にあたり，大学の戦略
的な外部資金獲得を目指し，研究テーマを指定するため，「プロ
ジェクト研究」を「指定研究」に衣替えした。

【１５５】 【１５５】
防災・環境など時代に応じて地 「堀川」浄化運動に参加し，ライオンズク・ 「堀川」浄化運動に参加し，ライオンズクラブと協力して「エ

域社会と連携・協力して推進する ラブと協力したエコロボットコンテスト及び行政 コロボットコンテスト」及び「行政と連携した調査研究」を実
プロジェクト研究 と連携した調査研究を実施する。 施した。

特別教育研究経費「耐震実験施設の効率的運用・ 特別教育研究経費「耐震実験施設の効率的運用による東海地
による東海地域の地震災害軽減連携融合事業」を 域の地震災害軽減連携融合事業」を実施した。
推進する。さらに，本事業を基に，地域の地震防・ 東海３県を対象とした「地震産業防災研究委員会」を本学教
災に関するプロジェクト等に参加するとともに， 員が企画・立案し，産学官界から４９名の参加のもとに，活動
最先端の地震防災研究を実施する。 を行った。

・ 尾張旭市と防災まちづくりに関する分野別協定を締結した。
・ 愛知県刈谷市における「自主防災会活動支援事業」に協力し，
地震防災プロジェクト研究を実施している。

【１５６】 【１５６】
国家的・社会的課題であるナノ 国家的・社会的課題であるナノテクノロジー・ ライフサイエンス分野については，学内研究推進経費により

テクノロジー・材料分野，情報通 ・材料分野，情報通信分野，環境分野，ラ 「フォトバ イオニックナノデバイスの創製」のプロジェクト研
信分野，環境分野，ライフサイエ イフサイエンス分野について，学内のシーズ研究 究を実施した。
ンス分野について，学内のシーズ を組織化したプロジェクト研究を推進する。また，・ ナノスケールでの制御に基づくナノテクノロジー・材料分野
研究を組織化したプロジェクト研 第３期科学技術基本計画 に則った新たな分野の 関連として９研究所，うち４研究所は環境調和を意識したプロ
究 学際的研究プロジェクトを発足する。 ジェクト研究所が設置された。また，情報通信分野においても
ⅰ 新機能デバイス新機能材 ２研究所が設置された。
料，微細加工，微細制御など，
原子・分子レベルのナノスケ
ールでの制御に基づくナノテ
クノロジー・材料分野

ⅱ 次世代コンピュータ技術，
マルチメディア通信技術，知
能システム技術，メディア情
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報処理技術などユビキタスネ
ットワーク社会を実現するた
めの情報通信分野

ⅲ 環境保全，資源・エネルギ
ーの有効利用，自然エネルギ
ー利活用，ゼロエミッション
タウンなどの人間社会や自然
環境との調和をめざす環境工
学分野

ⅳ 生命機能解明，遺伝子工学，
生体適合性材料，バイオセン
サー，遠隔医療，遠隔介護な
どのライフサイエンス分野

【１５７】 【１５７】
２１世紀ＣＯＥプログラム「環 ２１世紀ＣＯＥプログラム「環境調和 平成１４年度に採択された２１世紀ＣＯＥプログラム「環境調

境調和セラミックス科学の世界拠 セラミックス科学の世界拠点」の研究 和セラミックス科学の世界拠点」により，新規な無機機能材料や
点」の研究 無機・有機ハイブリッド機能材料などによる環境調和材料の研究

開発を推進した。フランスリモージュ大学，ENSCIなどと協力して，
国際シンポジウム「International Workshop on Advanced Ceram
ics(IWAC)」を名古屋で開催した。

【１５８】 【１５８】
名古屋大学医学部や名古屋市立 名古屋大学医学部や名古屋市立大学医 名古屋大学医学部と連携し，「オープンＭＲＩの脳神経外科手術

大学医学部などの協力による医学 学部などの協力による医学と工学を連携 の開発」，名古屋市立大学医学部と連携し，「人工関節の開発」を
と工学を連携したプロジェクト研 したプロジェクト研究を実施する。 行った。今後，本学，名古屋大学，名古屋市立大学が連携してグ
究 ローバルＣＯＥに申請した。

○ 成果の社会への還元に関する ○ 成果の社会への還元に関する具体的
具体的方策 方策

【１５９】 【１５９】
研究環境が競争的・戦略的重点 研究環境が競争的・戦略的重点化する中で，先・ 大学発ベンチャー，実用化を目指した各種事業へ積極的に申

化する中で，先進的研究拠点の実 進的研究拠点の実現，大学と都市機能が一体とな 請を行った。
現，大学と都市機能が一体となっ った頭脳拠点への展開，産学官連携の新産業創出・ 競争的資金等への積極的な申請を促進した結果，地域新生コ
た頭脳拠点への展開，産学官連携 等へ挑戦する。 ンソーシアム研究開発事業８件を含む１２件が採択され，受託
の新産業創出等へ挑戦する。 研究・共同研究等として受け入れた。

また，「都市エリア産学官連携促進事業」や「広域的新事業支
援連携等事業費補助金」等による地域拠点づくりを推進した。

【１６０】 【１６０】
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大学で生まれた知的財産を，平 大学で生まれた知的財産を，テクノイ テクノイノベーションセンター知財管理部門において知的財産
成１５年度に設置したテクノイノ ノベーションセンターで一元的に管理す 及び特許等の一元的管理，活用促進を図るとともに，中部ＴＬＯ，
ベーションセンター（知的財産本 るとともに，積極的に社会への技術移転 名古屋工業大学研究協力会への情報開示を行った。
部）で一元的に管理するとともに，を図る。 ・ 平成１８年度の特許出願件数１４５件
積極的に社会への技術移転を図 （うち外国出願２１件）
る。 ・ 平成１８年度の特許譲渡件数１件（第３者実施許諾を含む）

【１６１】 【１６１】
テクノイノベーションセンター テクノイノベーションセンターのもとで，サテ 以下の事業により社会とのリエゾニング機能を強化した。

のもとで，平成１５年度に設置し ライトオープンリサーチ等の活用に加え，コーデ ・ 知財活用公開フォーラム
たインキュベーション施設の充実 ィネーターによる個別企業対象の指導助言活動を ３回開催（参加数３８７名）
を図り，共同研究センター，大学 強化する。 ・ 中部ＴＬＯ，中部経済産業局等へのシーズ情報の提供
院ベンチャー・ビジネス・ラボラ ・ サテライトセミナー
トリーと一体的に運営し，新産業 ３回開催（参加数１７９名）
に結びつく技術を生み出すととも
に社会とのリエゾニング機能を強
化する。
【１６２】 【１６２】
大学院の研究成果を発表するた 大学院の研究成果を社会に公開する場としての 「生命と環境を守る工学技術」をメーンテーマに名工大テクノ

め，平成１１年度から実施してい 「名工大テクノフェア」の更なる改善，充実をはフェアを開催し，約６００名の参加を得た。
る「工学教育テクノフロンティア」かり，単なる研究成果の発表ではなく，いわば研
の一層の充実を図る。 究シーズの見本市であることを明確にする。

○ 研究の水準・成果の検証に関 ○ 研究の水準・成果の検証に関する具
する具体的方策 体的方策

【１６３】 【１６３】
平成１６年度に研究全般に関す （１６年度に実施したため，１８年度は

る企画・立案機関として「研究企 年度計画なし）
画院」を設置する。
【１６４】 【１６４】
「研究企画院」において，先導 先導すべき分野・プロジェクト戦略の 「研究企画院」において，先導すべき分野としてナノテクノロジ

すべき分野・プロジェクト戦略の 策定を行う。 ー・材料分野，情報通信分野，環境分野に加えてライフサイエン
策定を行う。 ス分野を掲げるとともに，これに関する学内のシーズを組織化し

てプロジェクト研究を立ち上げた。
【１６５】 【１６５】
各教員及び学内プロジェクト研 学内プロジェクト研究については，平成１７年 学内プロジェクト研究について，これまで各テーマの成果発表

究の研究成果を定期的に評価し， 度の評価結果を基に計画，運用を行う。また年度を行ってきたが，平成１８年度採択の学内研究推進経費では，審
研究水準を常に把握するととも 末には昨年度と同様に実績評価を行う。 査会委員による実績評価（点数化）を行った。
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に，評価結果を研究費等の配分に 教員個人の研究に関する評価は，平成１７年度 教員の研究評価を試行した。平成１７年度の業績を決められた

反映させる。 の試行結果を参考にして適切な手法に改良し，引書式（教員選考資料の業績リスト）で提出させ，主担当部局の長
き続き試行する。 がこれを評価し点数化した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標
② 研究実施体制等の整備に関する目標

○研究者等の配置に関する基本方針
中 ① 「工科大学構想」に基づき，一人一人が自律した研究者として研究を遂行し，かつ学際的

プロジェクトを組織しやすくすることを目指すために，これまでの講座制にとらわれない研
期 究者配置を実施する。

② 技術職員は，技術全般を見渡せる研究支援者として，全学的視点から配置する。
目

○研究環境の整備に関する基本方針
標 ① 学際的な研究プロジェクトを推進し，研究資金を適正にかつ重点的に配分する。

② 研究の場を確保するため，施設の有効活用を推進する。
③ 大型研究設備の計画的整備を図るとともに，設備を有効的・効率的に運用する。

○研究の質の向上システム等に関する基本方針
① 適切な研究活動に関する評価を実施する組織を整備し，多様な評価軸の設定や学際性を涵
養するシステムを適切に機能させる。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

○ 適切な研究者等の配置に関す ○ 適切な研究者等の配置に関する具体
る具体的方策 的方策

【１６６】 【１６６】
「工科大学構想」を実現するた （１６年度に実施したため，１８年度は

めに，平成１５年度から教員組織 年度計画なし）
を「研究系」（４領域からなる）
として一元化した。これは，従来
の学科・講座という枠組みを離
れ，研究活動・生活を中心に教員
を組織した。この運営方法等につ
いては，平成１９年度までにより
充実を図るため見直す。
【１６７】 【１６７】
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平成１６年度末までに，重点領 平成１６年度に制定した「名古屋工業 平成１７年度に採用したプロジェクト特任教授を継続して雇用
域の研究を推進するための先端研 大学プロジェクト特任教授の選考等に関 した。
究者を特任教授（仮称）として採 する規程」に基づき，重点領域の研究を
用する制度を設ける。 推進するための先端研究者をプロジェク

ト特任教授として採用する。
【１６８】 【１６８】
平成１６年度末までに，競争的 平成１６年度に制定した「名古屋工業 平成１８年度は，プロジェクト研究員として２５名を採用した。

資金による若手の任期付研究員等 大学プロジェクト研究員の取扱いに関す
の積極的な採用制度を確立する。 る規程」に基づき，競争的資金によるプ

ロジェクト研究員を採用する。
【１６９】 【１６９】
研究をより充実したものとして （１６,１７年度に実施したため，１８年度は年

実践するために，全学的視点に立 度計画なし）
った技術職員の再配置を平成１６
年度末までに行う。
【１７０】 【１７０】
大学として重点的に取り組む研 大学として重点的に取り組む研究にＲ 各専攻から申請のあった研究テーマに基づき，３４名のＲＡを

究にＲＡを重点的に配置する。 Ａを配置する。 重点的に配置した。

○ 研究資金の配分システムに関 ○ 研究資金の配分システムに関する具
する具体的方策 体的 方策

【１７１】 【１７１】
本学の目指す方向に合致した学 本学の目指す方向に合致した学際的研 学内研究推進経費の配分に当たり,「プロジェクト研究」の分類

際的研究プロジェクトの積極的な 究プロジェクトを選定し，研究資金を重 を設定し,新領域の創出につながる学際的研究１件を採択した。
学内提案を促した上で，「研究企 点投資する。
画院」が複数の研究プロジェクト
を選定し，研究資金を重点投資す
る。
【１７２】 【１７２】
研究資金を重点的に配分する研 （１９年度以降実施のため，１８年度は

究分野については，「研究企画院」年度計画なし）
において社会の動向に応じて随時
見直す。
【１７３】 【１７３】
教員の研究意欲と大学全体の活 教員の研究意欲と大学全体の活性化を図るた・ 「プロジェクト研究」として，領域横断的な組織，新領域創出

性化を図るため，ブラインドレフ め，ブラインドレフリー制度を取り入れた「学内 など機関として取り組むことにより，将来大型経費等の獲得に
リー制度を取り入れた「大学研究 研究推進経費」等を，平成１７年度の検討に基 つながる研究について，ブラインドレフリーによる審査を行っ
活性化経費制度」を一層有効的に づき，配分する。 た。
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機能させるとともに，更なる運用 ・ 「戦略研究」として，「独創性に富む研究」について外部資金
方法の改善について平成１６年度 獲得実績，社会的活動を重視した審査を行った。
末までに検討する。 １８年度は２０件の申請に対して９件を採択した。

・ 「若手・基礎研究」の枠を新設し，若手研究者に配慮した配
分を実施した。
１８年度は４９件の申請に対して２４件を採択した。

・ 「学内研究推進経費」のより有効的な運用方法を検討し，研
究種別の見直しを行った。

○ 研究に必要な設備等の活用・ ○ 研究に必要な設備等の活用・整備に
整備に関する具体的方策 関する具体的方策

【１７４】 【１７４】
「研究企画院」「産学官連携本 学内施設の有効活用を図ると共に，スペースチ・ 平成１７年度に引き続き，学内施設の流動性と有効活用を図

部」及び「施設マネジメント本部」ャージを実施する。 るため，スペースチャージを実施した。
において，学内研究の流動性を高 大型改修に合わせ，オープンラボを拡充整備す・ １９号館改修において，オープンラボ（共同研究スペース）
めるためオープンラボの拡充整 る。 を整備した。
備，大学院ベンチャー・ビジネス
・ラボラトリーの有効活用，施設
のスペースチャージ（施設使用料）
制の導入などを検討し，平成１６
年度末までに実施する。
【１７５】 【１７５】
「研究企画院」及び「テクノイ 大型研究設備の計画的整備に関する基本方針を 平成１８年度に設備マスタープランを策定し，そのプランに従

ノベーションセンター」において，策定し，緊急に整備する必要のある設備についてい，平成１９年度概算要求し，大型研究設備「高精度多元組成・
学外施設の活用や連携等も考慮に は具体的な整備に着手する。 構造解析システム」の導入が認められた。
入れた上で大型研究設備の計画的 テクノイノベーションセンター先端計測分析部
整備に関する基本方針を策定し， 門の設備については，学外利用について検討する。
大型研究設備の計画的整備を図
る。
【１７６】 【１７６】
「研究企画院」及び「テクノイ 学内で共同利用できる大型研究設備の有効的・・ テクノイノベーションセンター先端計測分析部門の設備につ

ノベーションセンター」において，効率的な運用を行うための方策を検討する。 いて，学外利用について規則の見直しを図った。２件の申し込
現有の大型研究設備の有効的・効 みがあり，１件の利用があった。
率的な運用に関する基本方針を策 ・ 設備マスタープランに従いの大型設備基盤センター設置を検
定し，大型研究設備の有効的・効 討した。
率的な運用を推進する。

○ 知的財産の創出，取得管理及 ○ 知的財産の創出，取得，管理及び活
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び活用に関する具体的方策 用に関する具体的方策
【１７７】 【１７７】
平成１５年度に設置した「テク コア出願（旧称・仮基礎出願）から補強出願・ コア出願を行い，マーケティング等を経て，特許性や将来実

ノイノベーションセンター」を通 （旧称・本出願）に移行する手法のなかで，評価 施の可能性の高いものについて補強出願を行う本学独自のコア
じて，研究の成果を知的財産の創 ・選別の機能を強化し，価値ある知的財産の創出 出願方式により，効率的かつ経済的な出願手続きを行った。
出に結びつける。 に結びつける。 ・ 平成１８年度コア出願方式による出願数は，国内出願件数

１２４件のうち ３７件
・ 平成１８年度に期限到来のコア出願６１件のうち１１件を補
強出願した。

【１７８】 【１７８】
「テクノイノベーションセンタ テクノイノベーションセンターにおい 中部ＴＬＯ，名古屋工業大学研究協力会へ情報開示を行い，特

ー」において，知的財産の適正な て知的財産の適正な管理を推進し，知的 許の活用，実用化を図っている。また，知的財産の有効的な活用
管理を推進し，知的財産の有効な 財産の有効な活用及び実用化を図る。 を図るべく，職務発明規程の見直しを検討している。
活用及び実用化を図る。

【１７９】 【１７９】
産学官連携の環境整備として， （１６年度に実施したため，１８年度は

「テクノイノベーションセンター」年度計画なし）
において，利益相反及び知的財産
に関する学内ルールを平成１６年
度までに確立する。

○ 研究活動の評価及び評価結果 ○ 研究活動の評価及び評価結果を質の
を質の向上につなげるための具 向上につなげるための具体的方策
体的方策

【１８０】 【１８０】
平成１７年度末までに，全教員 全教員の個人評価の中で研究に関する評価 全教員から，平成１７年度における学術研究の実績等を記載し

の個人評価の中で研究に関する評 は，平成１７年度の試行結果を参考にして適切 た自己点検・評価シートを提出させ，評価を試行した。
価を試行し，平成１８年度から実 な手法に改良し，引き続き試行する。
施する。
【１８１】 【１８１】
全教員の個人評価の中の研究に 教員の研究に関する評価結果を研究費及び研究 全教員の研究評価を試行し，評価結果を研究費の配分に反映さ

関する評価結果を踏まえ，高い評 環境等の整備に反映させる方策を検討する。 せる方策を検討した。
価を得た教員には，研究費及び研
究環境等の整備などの研究支援の
充実を図るなど，適切な措置を講
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ずる。
【１８２】 【１８２】
知的財産権を研究業績・実績と 知的財産権を研究業績・実績として評価する 教員の研究評価に知的財産権を研究業績・実績とする項目を設

して評価するシステムを確立す システムを検討する。 けた。
る。

○ 学内共同研究センターに関す ○ 学内共同研究センターに関する具体
る具体的方策 的方策

【１８３】 【１８３】
複数の研究センターや研究支援 (１７年度に実施したため,１８年度は年度計画な

センターをより機動的に活動でき し)
るよう平成１６年度に教育研究セ
ンター機構運営本部を設置し，セ
ンターの教職員の配置について
は，常に有効に配置するよう随時
見直す。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標
① 社会との連携，国際交流等に関する目標

○教育研究における社会との連携・協力，国際交流等に関する基本方針
中 ① 地域社会に開かれた大学を目指す。

② 地域社会・産業界との連携・協力のための組織を整備する。
期 ③ 地域の需要に応じ，公開講座やセミナーの開催などの社会貢献を推進する。

④ 企業や自治体の求めに応じ，高度研修や技術指導を行う体制を構築する。
目 ⑤ 「工科大学構想」に基づいて，産学官連携を進めるとともに，研究成果を産業界など

社会に積極的に還元する。
標 ⑥ 学術交流協定校をより一層増やすとともに，外国人研究者，留学生等の受け入れ体制

の整備充実を図り，国際交流を積極的に推進する。
⑦ 世界研究拠点に相応しい国際共同研究・国際研究集会を積極的に実施するなど，国際
的な連携協力を推進する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

○ 地域社会等との連携・協力， ○ 地域社会等との連携・協力，社会サ
社会サービス等に係る具体的方 ービス等に係る具体的方策
策

【１８４】 【１８４】
生涯学習，高大連携，公開講座 「創造教育開発オフィス」において，生涯学習， 公開講座規程を改正し，「創造教育開発オフィス」が主体となっ

などの企画立案組織及び外部との 高大連携，公開講座などの企画立案を行う。 て実施する全学統一テーマの公開講座の開設を可能とした。また，
窓口としての機能を持つ「創造教 平成１９年度開設に向けてテーマ，概要を検討した。
育開発センター（仮称）」の設置
を検討する。
【１８５】 【１８５】
公開講座やセミナーなどを積極 公開講座やセミナーなどを開催する。 公開講座を１６件開催 （受講者数 ４２２名）

的に開催する。 高度技術セミナーを１回開催 （受講者数 １６名）
サテライトセミナーを３回開催 （受講者数 １７９名）



- 33 -

名古屋工業大学

知財活用公開フォーラム３回開催（参加者 ３８７名）
【１８６】 【１８６】
中学生，高校生を対象とした出 中学生，高校生を対象とした出張授業， 平成１８年度は，次の事業を実施した。

張授業，体験入学，ものづくり技 体験入学，ものづくり技術講習会等の事 ・ 出張授業（全国の高校へ出向き，派遣教員の専門分野をわか
術講習会等の事業の充実を図り， 業を実施する。 りやすく講義することにより工学部進学への動機付けを図る。）
初等中等教育に貢献する。 実施状況： ６１高校

派遣教員数： ７０名
受講高校生： ２，８７６名

・ 体験入学（高校生が本学で授業，実験に参加して工学のおも
しろさを実感することにより，将来の進路選択の参考とするこ
とを目的とする）

平成１８年８月２１日，２２日
高校生 ５１名参加
講義６テーマ，実験１０テーマで実施した。

・ ものづくりに挑戦（中学生を対象に実際にものをつくること
の楽しさを実感させることにより，理科離れの解消の一助にな
ることを目的とする）

平成１８年８月７日～９日
中学生 延１２５名参加
実験１０テーマで実施した。

【１８７】 【１８７】
国・地方公共団体や経済団体等 国・地方公共団体や経済団体等の審議 国・地方公共団体や経済団体等の審議会の委員，研究会等を通

の審議会，委員会の委員，研究会 会，委員会の委員，研究会等を通じて， じて，政策形成への参画や技術教育サービスに貢献した。（平成１
等を通じて，政策形成への参画や 政策形成への参画や技術教育サービスに ８年度の審議会等の委員数（延べ人数）：国の機関４１名，地方公

技術教育サービスに貢献する。 貢献する。 共団体１０８名，その他の団体 １６９名，計３１８名）
【１８８】 【１８８】
中期目標期間中に，図書館の全 図書館の全所蔵資料を公開するため目 図書の遡及入力を約６，２００件実施し，目録の整備を行った。

所蔵資料を公開するため目録の整 録の整備を行い，一般市民に貸し出す。 学外者の利用状況
備を行い，平成１５年度から実施 平成１８年４月～９月現在
している一般市民向けへの貸出制 学外利用者数 ７０６名，学外者貸出数 ３４５冊
度を充実する。 地域連携コーナーを設置するための準備を行った。
【１８９】 【１８９】
本学と名古屋市鶴舞中央図書館 (１７年度に実施したため,１８年度は年度計画な

などとの鶴舞地区図書館コンソー し)
シアムを平成１６年度に構築し，
相互利用制度の検討を進める。
【１９０】 【１９０】
瀬戸市と共同で行っている「陶 瀬戸市との共同事業 ，協定を締結している地・ 瀬戸市と共催で「サテライトキャンパス」を開催した。
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都・瀬戸ルネッサンス事業」など 方自治体などとの連携事業を推進する。 ・ 多治見市と共催で「市民講座・科学技術講演会」を開催した。
の地域貢献事業を推進する。

○ 産学官連携の推進に関する具 ○ 産学官連携の推進に関する具体的方
体的方策 策

【１９１】 【１９１】
「産学官連携本部」で，今まで これまでに導入した方策に基づく産学官連携を・ 平成１７年度までに締結した７件の「分野別連携協定」から，

の枠組みにとらわれない新しい産 さらに推進する。 共同研究に発展した。
学官連携を推進する方策を検討 ・ 平成１８年度に企業との「分野別連携協定」を新たに６件締
し，平成１６年度までに公表する。 結した。
【１９２】 【１９２】
「テクノイノベーションセンタ テクノイノベーションセンターのもと テクノイノベーションセンターの機能強化を図るため，ＴＩＣ

ー」のもとで，平成１５年度に設 で，サテライトオープンリサーチを活用 見直しＷＧを設置し，検討を実施した。その結果、テクノイノベ
置したインキュベーション施設の し，社会とのリエゾニング機能を強化す ーションセンターの４つの部門を企画・管理部門と知財活用部門
充実を図り，共同研究センター， る。 に整理統合し、産学官連携推進の中核的組織として産学官連携セ
大学院ベンチャー・ビジネス・ラ ンターを設置することを決定した。
ボラトリーと一体的に運営し，新 なお、産学官連携・地域連携及び知的財産対応の機能を一元化す
産業に結びつく技術を生み出すと るため，産学官連携本部は、廃止した。
ともに社会とのリエゾニング機能
を強化する。
【１９３】 【１９３】
共同研究センター・セラミック テクノイノベーションセンター共同研究部門及・ 共同研究部門が中心となり，企業等の技術者・研究者を対象

ス基盤工学研究センター・大学院 び大学院ＶＢＬ部門，セラミックス基盤工学研究 にした高度技術セミナーを実施した。
ベンチャー・ビジネス・ラボラト センターにおいて成果報告会，講演会，高度技術・ 大学院ＶＢＬ部門が中心となり「名工大テクノフェア」を実
リーが開催している成果報告会， 者研修等の専門家向け講座を実施する。 施し，研究報告，講演会を実施した。
講演会，高度技術者研修等の専門 ・ セラミックス基盤工学研究センターにおいて，多治見市及び
家向け講座の一層の充実を図る。 隣接の研究機関との成果発表会を開催した。
【１９４】 【１９４】
２００社以上が参加している名 ２００社以上が参加している名古屋工業大学研・ ２１の研究グループを設置，研究会を１９回開催した。

古屋工業大学研究協力会と共同で 究協力会と共同で開催している，共同研究部門に・ 講演会を１回実施した。
開催している，共同研究センター おける研究会・セミナー等を実施する。 ・ サテライトセミナーを３回開催した。
における研究会・セミナー等を更
に充実する。
【１９５】 【１９５】
企業等産業界の人材を積極的に テクノイノベーションセンターの知財マネージ テクノイノベーションセンターの知財マネージャー，客員教授，

活用し，産学連携・ものづくり教 ャー，客員教授，産学官連携マネージャーに，産産学官連携マネージャーに，産業界等の人材を積極的に活用した。
育などを強化する。 業界等の人材を積極的に活用する。
【１９６】 【１９６】
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ホームページにより発信してい （１６年度に実施したため，１８年度は
る研究者や研究情報の検索サービ 年度計画なし）
ス「研究者情報検索サービス」を
充実する。

○ 地域の公私立大学等との連携 ○ 地域の公私立大学等との連携・支援
・支援に関する具体的方策 に関する具体的方策

【１９７】 【１９７】
愛知学長懇話会を通じた愛知県 愛知学長懇話会を通じた愛知県下４７大学との・ 愛知学長懇話会を通じた愛知県下４７大学との単位互換事業

下４７大学との単位互換事業をは 単位互換事業をはじめとする教育連携・支援事業 を実施した。
じめとする教育連携・支援事業を を実施する。 本学の開放科目： １６科目
一層強化する。 本学からの派遣学生１名２科目受講

特別聴講学生受入れ６名４科目受講
・ スーパーサイエンスハイスクールの協力大学として，講義，
実験講習会を行った。

一宮高校実験講習会 １テーマ
向陽高校課外実験 ２テーマ

・ あいち知と技の探求推進事業の実施大学として，「知の探検講
座」「知の探究コース」を担当し，講義，実験を行った。

知の探検講座
講義 １件，実験 ４テーマ
高校生各２０名が参加

知の探究コース
昨年度の地の探検講座受講者から選抜した１名につ

いて，希望するテーマでの指導，実験などを実施した。

○ 留学生交流その他諸外国の大 ○ 留学生交流その他諸外国の大学等と
学等との教育研究上の交流に関 の教育研究上の交流に関する具体的方
する具体的方策 策

【１９８】 【１９８】
「留学生センター」の機能を充 (１７年度に実施したため,１８年度は年度計画な

実すると共に，国際交流を推進す し)
るため「国際交流センター（仮称）」
を平成１７年度に設置し，外国人
留学生，外国人研究者の受け入れ
体制並びに本学の研究者，学生の
海外派遣の充実を図る。
【１９９】 【１９９】
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外国人留学生については，多様 外国人留学生については，多様な国・地域から・ ２１ヶ国１域から２７４名の留学生を受け入れている。(３月
な国・地域からの受け入れを図 受け入れるとともに，引き続き，多様な国・地域 １日現在)
る。 から留学生を受け入れるため，「日本留学フェア」・ 日本留学フェア（大学間交流促進プログラム：北米）に参加

等へ参加する。 した。
平成１８年５月２３日～２６日
モントリオール
本学出席者１名

・ 日韓プログラム推進フェア（ソウル）に参加した。
平成１８年９月１１日
大韓民国教育人的資源部国際教育振興院

本学出席者２名，韓国学生参加者３０名
・ 外国人学生のための進学説明会に参加した

東京会場 本学出席者２名，留学生参加者 ２２名
大阪会場 本学出席者２名，留学生参加者 ３６名

・ 国費（学部進学）留学生への大学進学説明会に参加した。
東京会場 本学参加者１名，留学生参加者 ６名
大阪会場 本学出席者１名，留学生参加者 １０名

・ 日本留学フェア（ベトナム）に参加した。
平成１８年１１月２５日～２６日
ハノイ 本学出席者２名 留学生参加者 ４７名
ホーチミン 本学出席者２名 留学生参加者１１２名

・ 日本留学フェア（インドネシア）に参加した。
平成１９年２月３日～４日
スラバヤ 本学出席者２名 留学生参加者１６９名
ジャカルタ 本学出席者２名 留学生参加者１１５名

・ 国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム「高度研
究者養成特別プログラム」を申請し採択された。この結果，国
費枠５名を新たに獲得した。

・ ベトナムハノイツイニングプログラムに基づく学生募集のた
め，ハノイ工科大学において本学の説明会を開催した。

【２００】 【２００】
「留学生後援会」の拡充を図る 引き続き，「留学生後援会」の拡充 留学生への支援のために，海外傷害保険（後援会負担）に従来

とともに，民間等からの留学生へ を図るとともに，民間等からの留学 の ①事故死亡，後遺障害 ②個人賠償責任に ③救援者費用を加え
の支援の拡大などを図る。 生への支援の拡大に努める。 保険内容を充実した。

【２０１】 【２０１】 ・ 同済大学(中国）とダブルディグリープログラム実施に関する
中期目標期間中に交流協定の見 本学の特色に合った新たな外国の大学等との 協定・覚書を締結した。
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直しを図るとともに，本学の特色 交流協定の締結を推進する。 ・ 北京化工大学(中国）とダブルディグリープログラム実施に関
に合った新たな外国の大学等との する協定・覚書を締結することを決定した。
交流協定を締結する。 ・ マレーシア工科大学とナノサイエンス等に関する研究交流を

目的とした学術交流協定を締結した
・ EFREI(仏国)と短期留学特別プログラム実施のための学術交流
協定を締結した。

・ ケムニッツ工科大学と部局間協定を締結した。
・ 中国科学院半導体研究所との学術交流協定締結を，中山大学
との部局間協定締結を決定した。

【２０２】 【２０２】
交流協定校との学生交流を推進 ダブルディグリープログラムによる学生相互交・ 同済大学とダブルディグリープログラム協定・覚書に基づき，

するとともに，交流協定校からの 流を実施するとともに，交流協定校との学生の相 学生１名を同済大学に留学させた。（平成１９年３月～２０年２
留学生の受け入れに当たっての授 互交流を推進する。カブール大学から学生を受け 月）
業料不徴収措置を拡大する。また，入れる。交流協定校との大学院ダブルディグリー・ 北京化工大学とのダブルディグリープログラム実施に向け，
交流協定校以外の大学とも学生交 プログラムの導入を検討する。 短期留学推進制度により，短期留学生１名を受け入れた。
流の推進を図る。 ・ アフガニスタンの戦後復興支援の国際貢献のため，カブール

大学教員２名を留学生として受け入れた（１０月入学）。また，
大使館の推薦により１名を同国バルフ大学から受け入れた。

・ セラミックスCOEに関する学生交流として，国立セラミックス

工学大学院（ENSCI・仏）から１名の学生を，またリール国立科
学大学院から１名の学生を受け入れた。さらに，ENSCI（仏）へ
１名の学生を留学させた。

・ 日本学生支援機構の支援のもとでナノテクノロジーに関する
国際大学交流セミナーを開催し，アナ大学(印)から学生１０名，
引率教員３名を受け入れた。

・ EFREIの短期特別留学プログラムに１１名の学生を留学させ
た。（３月５日～３１日）。

・ ハノイツイニングプログラムに基づく編入学生の受け入れを
決定し、１名が平成１８年３月までに手続きを行った。

【２０３】 【２０３】
２１世紀ＣＯＥ等による国際共 名古屋市内で，仏国国立セラミックス工学大学・ 創立１００周年記念事業の一環として，平成１６，１７年度

同研究，国際研究集会等を積極的 院大学，仏国リモージ ュ大学，北京化工大学， に開催した国際シンポジウムを踏まえ，名古屋市内で，国立セ
に実施する。 清華大学等との合同で２１世紀ＣＯＥによる国際 ラミックス工学大学院大学，リモージュ大学，北京化工大学，

シンポジウムを開催する。 清華大学等との合同の国際シンポジウムを開催した。
また，平成１７年度に迎えた本学の創立１００・ 創立１００周年記念事業・国際フォーラムを開催した。

周年の記念事業として，ノーベル賞級の外国人研



- 38 -

名古屋工業大学

究者を招へいして「名古屋工業大学創立１００周
年記念国際フォーラム」を開催する。

【２０４】 【２０４】
在外研究員の派遣，大学院ベン 平成１８年度大学教育の国際化推進プログラ・ 平成１８年度大学教育の国際化推進プログラムの「戦略的国

チャー・ビジネス・ラボラトリー ム，平成１８年度国際学会等派遣事業（日本学術 際連携支援」及び「海外先進教育実践支援」計２件の申請を行
の海外研究開発動向調派遣等の国 振興会募集）に申請する。 った。
際学術交流の充実とその活用を図 ・ 平成１８年度国際学会等派遣事業（日本学術振興会募集）に
る。 ３件が採択された。

○ 教育研究活動に関連した国際 ○ 教育研究活動に関連した国際貢献に
貢献に関する具体的方策 関する具体的方策

【２０５】 【２０５】
本学教員を，国際協力機構等が 国際協力機構等のコンサルタント登録及び他機 本学が国際協力機構の事業を受託できるようにするため，同機

実施する技術協力事業に積極的に 関が運営する国際協力人材データペースを通じ構のコンサルタント登録制度を学内に案内した。
派遣する。 て，本学教員の積極的派遣に努める。 さらに，他機関が運営する国際協力人材データベースについて，

本学教員の積極的登録を学内に案内した。
【２０６】 【２０６－１】
学術振興会，国際協力機構等が 日本学術振興会の外国人特別研究員事業による・ 日本学術振興会の外国人特別研究員事業による研究員を１７

実施する国際協力事業の委託業務 研究員の受入れを行う。 また，ＩＳＯ（国際標 名受け入れた。また，ＩＳＯ（国際標準化機構）事業に２名，
について，その受託について積極 準化機構），ＩＥＣ（国際電気標準会議），国際科 ＩＥＣ（国際電気標準会議）事業に１名，国際科学技術センタ
的に取り組む。 学技術センターなどの国際機関の事業に本学教員 ー事業に１名，本学教員を参加させた。

を参加させる。 ・ ＪＩＣＡ研修制度募集に対して「ナノサイエンスに関する分
析技術」の申請を行った。

【２０６－２】
マレーシア工科大学との共同研究について，引・ マレーシア工科大学との共同研究を目指して，本学教員と関

き続き，本学教員と関係企業による「ヤシ樹バイ 係企業による「ヤシ樹バイオマスの有効利用技術研究会」にお
オマスの有効利用技術研究会」において研究を進 いて研究を行っており，６月にマラ工科大学において，マレー
める。 シア工科大学の研究者とともに，ヤシ樹バイオマスの有効利用

技術に関する研究発表を行った。また，マラ工科大学内にヤシ
樹バイオマス有効利用技術開発のための本学とマラ工科大学と
の共同研究センターを設立した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項

Ⅰ 教育 どを通じて，入試の実施状況などの情報提供を行った。
また，ホームページで教育研究活動の状況などについての情報提供を行っ

１．学 部 た。
(1) 「発信型国際技術者育成のための工学英語教育」の実施 ② このような，広報活動の充実により，全国的に理工系離れと言われる中で

① 本学は，平成１７年度に，文部科学省による「現代的教育ニーズ取組支 も，本学の第一部の一般選抜の志願倍率は，平成１７年度が，４．０１倍で
援プログラム」（仕事で英語が使える日本人の育成）に採択され，「発信型 あったほかは，平成１５年降３．７倍前後で推移しており，ほぼ安定してい
国際技術者育成のための工学英語教育－「知識としての英語」から「道具 る。
としての英語」へ－」事業を実施することになった。

② あらゆる面でのグローバル化が急速に進展している今日，国際的なコミ ２．大学院
ュニケーションの道具としての英語の重要性は一層増大している。とりわ 「技術の市場化を実現する産学連携教育」の実施
け工学系大学では時代のニーズに合った技術革新の成果を世界に速やかに ① 本学は，平成１７年度に文部科学省による「派遣型高度人材育成協同プラ
発信する発信型の国際技術者育成が強く求められている。本学では，これ ン」に採択され，「技術の市場化を実現する産学連携教育－産学共通プラット
までＥＧＳＴ（English for General Science & Technology）教育を ホームでの双方向インターンシップ－」事業を実施している。
実施し成果を上げてきた。本教育を核として，１年，２年次の共通科目か ② 本事業は，インターシップの目的を「技術の市場化への参画学習」と明確
ら３年，４年次対象の専門科目にまで体系的に発展させることで，より実 に位置づけ，大学院教育における事業化企画の立案という訓練をインターン
用性の高い英語運用能力を習得させ，国際社会で活躍できる技術者の育成 シップにリンクさせ，企業実態に合わせた長期インターンシップ，産学双方
を図ろうとする事業である。 向で学生と社員を派遣する「技術の市場化」教育などを実施するものである。

③ 本事業は，平成１７年度から１９年度までの３年間実施する予定である。 また，産学連携教育コンソーシアムを設置し，本事業を推進している。
平成１７年度は，ＥＧＳＴ教育実施委員会の設置，夏期集中型のネイテ ③ 本事業は，平成１７年度から２１年度までの５年間実施する予定である。

ィブクラスの試行を行った。また，e-Learningを活用した教材作成のため 平成１７年度は，産業戦略工学専攻の３名，平成１８年度は他の専攻を含め
の検討の開始，工学専門科目への応用及び海外研修の充実を図るための準 ９名の学生が、事前の教育を受けた後，インターンシップを行った。また，
備などを行った。 知財検定を１２名が団体受験し，うち７名が２級・準２級に合格した。

平成１８年度は，英国での海外語学研修を試行した(１４名参加)ほか，E
FREI(仏グランゼーコール)において，海外研修を実施した(１１名参加）。 ３．実務型教員の設置
平成１６年度から実施している海外インターンシップを引き続き実施した。 学部及び大学院の授業の中で，企業における研究開発など，最新の応用事例の
本学において，大学・高専関係者による「実験実習科目の英語化推進」セ 講義をお願いするために，実務経験者や特殊技能を有する方に講義を依頼する実
ミナーを開催した。（４５名参加） 務型教員制度を平成１７年度に設けた。実務型教員に，本学教員が担当する特定

の授業科目の中で，授業内容に関連する最新の応用事例などの講義をお願いする
(2) 受験生確保に向けた広報活動の充実 ものである。学生が実際に応用されている例を学ぶことにより，当該授業科目へ

① 本学及び福井市での大学説明会，東海地区の８国立大学による合同説明 の興味・関心を高め，また授業内容の理解を深め，教育効果を高めることを目的
会の開催，高校から依頼を受けた出張授業，高校教諭との懇談会の開催な としている。平成１８年度は２１名（１０授業科目）の方に委託した。
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Ⅱ 学生支援の充実 相談に応じた。
１．学生相談体制の整備充実 (3) １，２年生対象の就職セミナーを１７年度から実施している。また，就職応
(1) 学生なんでも相談室，学習相談室，クラス担当委員を設置し，保健センター 援ブックを作成し，学部３年生及び大学院博士前期課程１年生に配布した。
における健康相談，学生部職員による相談を含め，これらを連携して，学生か
らの様々な相談に対応できる体制を整備している。 (4) 学生自らが企業を理解する機会を提供するため，平成１７年度から実施して

いる企業研究セミナーを実施した。（１８年度は，企業参加２１４社，学生参加
(2) 学生センター（学生部）の中に置いてある学生なんでも相談室のインテーカ １，９５７名(２日間の延べ数）参加）
ー（受付担当者）は，学生から相談があった場合，その相談内容に応じてふさ
わしい相談担当者を紹介している。 ３．キャンパスミーティングの実施

学生中心の大学づくりを目指すとともに学長と学生の相互理解を図るため，キ
(3) 学習相談室は，専門科目であれば専門学習相談員（本学教員の中から配置） ャンパスミーティングを平成１７年度に引き続き実施した。学生生活関係と授業
が質問内容に応じて各学科の教育や先輩のティーチングアシスタントを紹介す 関係，留学生関係，課外活動関係等について，意見交換を行った。（ 学部・大学
る。また，数学・物理・化学・英語の基礎的な内容については基礎学習相談員 院学生，社会人学生，留学生など５５名が参加した）

（本学教員やティーチングアシスタントの中から配置）が対応する。
また，学内の有志大学院生が学習相談にあたる「先輩のいる学習室」（ピアサ ４．留学生支援の充実

ポートシステム）を立ち上げた。大学院生が交替で授業選び，試験対策などの 留学生を中心として、交通安全セミナーを開催するとともに、注意喚起のため、
修学問題等について助言している。 交通安全に関する文書を作成し、配布した。

(4) クラス担当委員は，各学年の各学科ごとにそれぞれ各学科の教員を配置し， Ⅲ 研究
学問的指導から一身上の問題についても相談に応じている。 １．プロジェクト研究所の設置

(1) 異なる専門分野の融合による新しい学問領域を開拓するとともに，新産業の
(5) 保健センターでは，身体面について本学の医師が，精神面については本学の 創出を目的として，複数の研究者の協力の下に研究を推進するため，平成１６
精神科医師及び臨床心理士がそれぞれ相談に応じている。 年度にプロジェクト研究所制度を設けた。

(6) ハラスメント相談員として２１名の本学教職員を配置し，セクシュアルハラ (2) このプロジェクト研究所は，学際プロジェクトや産学官連携に資する研究を
スメント，アカデミックハラスメントなどの相談に応じている。また，セクシ 推進するもので，研究に要する経費は，各年度２千万円以上の外部資金をもっ
ュアルハラスメントについては，ティーベック株式会社セクハラ相談室による て充て，設置期間は３年以上５年以下とすることが条件である。
学外相談窓口も開設し，相談に応じている。

(3) 研究所は，本学の教授又は助教授が研究代表者となり，分担者は，本学の教
２．就職支援の充実 員，学外の研究者，ボスドクで構成するものである。学外の研究者，ポスドク
(1) 学生の就職活動進行状況に応じた就職ガイダンス等を外部業者に委託し年８ はプロジェクト研究員として雇用できるものである。
回実施し，学生の企業理解の啓発に努めた。また，工学教育総合センターのキ
ャリアオフィスで，「女子学生のためのガイダンス」，「ＯＢ・ＯＧによる体験談」， (4) 研究所の設置は，研究代表者から学長に申し出て，学長が決定するものであ
「卒業直前キャリア意識啓発講座（プレ社会人教育とパワハラ対策関連）」を実 る。平成１８年度までに１６研究所が設置された。
施した。

(5) このプロジェクト研究所制度は，大学に若手研究者を確保することにより大
(2) 外部業者による就職相談を実施した。外部業者から派遣された相談員が月曜 学における研究の活性化と推進を図っていくことも狙いとしているものである。
日から金曜日の１６時から１８時（８月から１１月は木曜日のみ）まで常駐し， 平成１８年度中にプロジェクト研究員２５名を採用した。また，企業における
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リスクを伴う中・長期の研究開発環境の困難性を解決できるものとの期待もある。 ていくことになる。

２．２１世紀ＣＯＥプログラム「環境調和セラミックス科学の世界拠点」の実施 (3) 平成１８年度までに１３件の協定を締結している。（平成１６年度３件，１７
(1) 本学は，平成１４年度に，文部科学省による「２１世紀ＣＯＥプログラム」に 年度４件の締結，平成１８年度６件）
採択され「環境調和セラミックス科学の世界拠点」事業を実施してきた。

２．地域との連携
(2) 新規な無機機能材料や無機・有機ハイブリッド機能材料などによる環境調和材 (1) 愛知県瀬戸市及び犬山市，岐阜県多治見市と産業振興に向けての産学官連携の
料の研究開発で世界水準の研究成果を挙げるとともに，優れた若手研究者の育成 推進などを図るため連携協定を締結している。また，愛知県尾張旭市とは防災ま
を目的とする事業である。 ちづくりに関する協定を締結している。

(3) 平成１４年度から１８年度までの５年間実施する予定である。平成１６年度は (2) 財団法人名古屋都市産業振興公社及び愛知県産業技術研究所と地域の産業振興
仏リモージュにおいて，平成１７年度は，中国北京において，国際シンポジウム などを図るため，連携協定を締結している。
を開催し，各国の研究者・学生による研究発表が行われた。平成１８年度は，本
学の１００周年国際フォーラムの一環としてワークショップを開催した。このワ (3) 独立行政法人中小企業基盤整備機構，名古屋大学及び名古屋市立大学と，大学
ークショップでは，国内外の著名な研究者を招き，セラミックス分野の先端的な 連携型起業家育成施設の整備等に関する連携協定を，財団法人ファインセラミッ
研究成果を発表及び討議を行うとともに，現在のセラミックス教育・研究を総括 クスセンターとセラミックス科学を中心に次世代型新技術や新素材等の創成活動
しつつ，将来の産学官連携・地域連携及び国際交流の活性化についてのパネル討 に関する連携協定を締結している。
議を行った。

(4)「堀川」浄化運動に参加し，ライオンズクラブと協力して「エコロボットコン
(4) セラミックス科学研究教育院を設置 テスト」及び「行政と連携した調査研究」を実施するなど，市民にもわかり易い

本学は，「２１世紀COEプログラム」の実績を基にして，中京地域に集積してい 地域連携活動も行っている。
るセラミックス関連の研究機関や企業と連携するとともに，フランス・リモージ
ュにあるセラミックス工学大学院大学（ＥＮＳＣＩ) リモージュ大学などとの連 ． 国際交流
携・協力により，「セラミックス科学研究教育院」を平成１９年１月に設置した。 (1) 国際交流体制の整備
本研究教育院は，国際通用性を備えた基礎科学研究者やセラミックス産業界等で 平成１７年度に，国際交流を積極的に進め，国際社会に貢献できる人材の養成
活躍する人材を育成する「セラミックスＣＯＥ教育部」及びセラミックス科学の 及び国際的視点に立った産学官連携を推進するため，留学生センターを国際交流
新しい研究領域(基礎研究）の開拓と得られた研究成果を産業の活性化に結びつ センターに改組した。国際交流センターには，国際人材養成部門，国際連携部門
ける（基礎研究部門），さらに国際・産学連携を進める(流動研究部門）からなる を置くとともに，全学的な国際交流とセンター業務を一体的，戦略的に企画，立
「セラミックス高等研究部」から構成される。 案するため，学長を委員長とする国際交流センター企画運営委員会を設置した。

また、研究協力課と留学生課に分かれていた国際交流関係事務を一元的に取り
Ⅳ 社会との連携,国際交流 扱う国際交流課を設置し，国際交流センターの業務を支えるとともに，全学的な
１．分野別連携協定の締結 国際交流事務を担当することとした。
(1) 分野別連携協定は，これまで他大学が民間企業との間で締結してきた包括協定
とは異なり，分野を定めた協定を締結し，大学がもつシーズと民間企業等がもつ (2) 多様な留学生受入れ
ニーズについてお互いに交流しかつ連携を図ることにより，早期に幅広い産学連 ａ 海外等における広報
携体制を構築するものであり，これまでにない新しい形の協定である。 平成１８年度には，ベトナム，インドネシア，カナダにおける留学フェアに

(2) 協定を締結する時点で守秘義務協定を併せて締結し，交流するものである。こ おいて，本学の説明を行った。また，国内においても各地の留学生説明会にお
の結果に基づき，研究テーマごとに共同研究契約や受託研究契約を改めて締結し いて，本学の説明を行った。韓国においても同様の説明を行った。
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ｂ ダブルディグリープログラムの実施
平成１８年度に，優秀な留学生の確保と本学の国際化を推進するため，同済

大学（中国）とのダブルディグリープログラムの協定・覚書を締結し，学生交
流を開始した。（学生１名を１年間留学）また，北京化工大学とのダブルディ
グリープログラム協定・覚書の締結を年度末に決定し，１９年度当初に締結す
る運びであり１０月から受入れる予定である。

ｃ 英語による特別コース(１０月入学）の設置
大学院に英語による特別コースを設置することを決定し，平成１９年１０月

から留学生を受け入れる。これにより，国費大学推薦優先枠５名を獲得した。
ｄ ハノイツイニングプログラム

ハノイツイニングプログラムに基づく編入学生の受入れを決定し，１名が平
成１８年３月までに手続きを行った。

(3) 国際貢献
アフガニスタンの戦後復興支援の国際貢献活動として，平成１７年度にアフ

ガニスタンカブール大学と交流協定を締結し，平成１８年度から，同大学教員
２名を留学生として，受け入れた。また，同国のバルフ大学から１名を留学生
として受け入れた。

(4) 国際大学交流セミナーの実施
平成１８年９月に，日本学生支援機構と共催により国際大学交流セミナー「

ノテクノロジーに向けた材料デバイスセミナー」を開催し，インドから教員，
学生１３名を受け入れた。

(5) 国際化の推進（日本人学生の留学等）
平成１８年度に，協定校であるバレンシア州立工芸大学に学生１名を留学さ

せた。平成１８年度には，同済大学に１名(ダブルディグリー）を留学させると
ともに，ＥＦＲＥＩ（仏グランゼコール）に１１名を短期留学させた。（このほ
か英国に語学研修のため学生を派遣した。また，海外インターンシップを実施
した。２１世紀ＣＯＥ関係事業により，留学生の交流を行っている。）

(6) 留学生の就職支援，インターンシップの実施
近年，留学生の日本企業への就職志望が強まり，日本企業への就職者も増加し

ている。本学としては，日本企業への就職を支援するため，留学生向けの就職支
援セミナーを２回実施した。また，留学生就職支援講座を１５回開催した。
中部経済産業局の実施した平成１８年度留学生インターンシップ・モデル事業

に９名の留学生を参加させた。



Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。），収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短 期 借 入 金 の 限 度 額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額
１４億円 １４億円 該当なし

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等によ 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等によ

り緊急に必要となる対策費として借り入れすること り緊急に必要となる対策費として借り入れすることも
も想定される。 想定される。

Ⅴ 重 要 財 産 を 譲 渡 し ， 又 は 担 保 に 供 す る 計 画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

該当なし 該当なし 該当なし

Ⅵ 剰 余 金 の 使 途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は，教育研究 決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の 平成１７年度に発生した剰余金（平成１８年度目的積
の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 質の向上及び組織運営の改善に充てる。 立金）の取り崩し額 ０円



Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 決定額（百万円） 財 源

総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金
（１６８） （１，２６８） （１，２６８）

船舶建造費補助金 ・御器所団地総合研 船舶建造費補助金 ・御器所団地総合研 船舶建造費補助金
・小規模改修 １６８ （ ） 究棟改修 １．２９６ （ ） 究棟改修 １．２９６ （ ）

長期借入金 長期借入金 長期借入金
（ ） ・小規模改修 （ ） ・小規模改修 （ ）

国立大学財務・経営センタ 国立大学財務・経営センタ 国立大学財務・経営センタ
ー施設費交付金 ー施設費交付金 ー施設費交付金

（ ） （ ２８） （ ２８）



Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 教員 １ 教員
（１）任期制の活用方針 （１）任期制の活用方針 「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置」

① 既に行っている任期付き教員に加え，任期付き教員の拡大につ ① センターの任期付き教員を増加する。１５３ Ｐ１４，参照
いて検討を進める。 ② 公募制度の推進・充実を行う。１５４ Ｐ１４，参照

② 平成１５年度に確立した公募制度の推進・充実を行う。 ③ 「名古屋工業大学プロジェクト特任教授の選考等に関する規程」に基 Ｐ１４，参照
③ 平成１６年度末までに，重点領域の研究を推進するための先端 づき，重点領域の研究を推進するための先端研究者をプロジェクト特任

研究者を特任教授（仮称）として任期付で採用する制度を設ける。 教授として採用する。１５６
④ 平成１６年度末までに，競争的資金による若手の任期付研究員 ④ 平成１６年度に制定した「名古屋工業大学プロジェクト研究員の取 Ｐ１４，参照
等の積極的な採用制度を確立する。 扱いに関する規程」に基づき，競争的資金によるプロジェクト研究員

を採用する。１５７

（２）人材育成の方針 （２）人材育成の方針 「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置」
① 平成１７年度末までに，全教員の個人評価を試行し，平成１８ ① 全教員の個人評価（教育，研究，社会貢献，大学運営への貢献等）を Ｐ１３，参照

年度から実施する。 試行する。１４８
② 平成１６年度に，教員の資質向上のため，サバティカル制度を

設ける。 （３）人事交流の方針
① 教員構成の多様化を図るため，他大学又は企業経験者を採用する。 「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置」

（３）人事交流の方針 １５５ Ｐ１４，参照
① 教員構成の多様化を図るため，他大学及び企業経験者からの採

用を積極的に推進する。 （４）外国人・女性等の教員採用の促進
① 外国人・女性の教員の増加方策について検討する。１５８ 「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置」

（４）外国人・女性等の教員採用の促進 Ｐ１５，参照
① 外国人，女性の教員採用を積極的に推進する。外国人教員につ

いては，国際公募をするなどの方法を導入する。 （５）人員（人件費）管理
① 総人件費改革の実行計画を踏まえ，概ね１％の人件費の削減を目標 「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置」

（５）人員（人件費）管理 とし，削減計画を策定する。１６７ Ｐ１６，参照
① 教員の人員管理は「人事企画院」で行い，併せて大学全体の職 ② 教員の人員管理は「人事企画院」で行い，併せて大学全体の職員の Ｐ１６，参照

員の人員管理を役員会で行う。 人員管理を役員会で行う。１６８

２ 職員 ２ 職員
（１）人材育成の方針 （１）人材育成の方針

① 事務職員の業務実績や適正について，現在の勤務評定の方法を ① 事務職員の業務実績や適性について，複数人による評価を実施する。「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置」
基本として評価するシステムを構築する。 １５０ Ｐ１３，参照
② 大学運営の各専門分野のスペシャリストを養成するため，語学， ② 民間機関で実施している語学研修に参加させる。財務会計に関する Ｐ１５，参照
国際交流，労務管理，財務会計，知的所有権等の業務に関する専 研修に参加させる。国際交流分野のスペシャリストを養成するため，

門研修の機会を設ける。 国の機関等が実施している研修に参加させる１６０
③ 事務職員の専門性と経営能力を高めるため，企業等において実地 Ｐ１５，参照

③ 事務職員（幹部職員を含む。）の専門性と経営能力を高めるた 研修を実施する。１６１
め，既に実施している企業等における実地研修を充実する。 ③技術職員の技術力をより高めるため，東海・北陸地区国立大学法人等 Ｐ１６，参照

④ 技術職員の資質向上等について充分な検討を行い，専門的な技 技術専門研修に参加させるとともに，学外で開催される専門的な研修
術職員の養成，資格取得の方策を講ずる。また，技術職員の技術力をより 会等に参加させる。１６６
高めるため，学外で開催される高度技術研修にも参加させる。

（２）人事交流の方針
（２）人事交流の方針 ① 国立大学法人間等との人事交流を積極的に実施する。 「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置」

① 国立大学法人間との人事交流を積極的に実施するほか，私立大 １６４ Ｐ１６，参照
学・地方公共団体・民間企業との人事交流についても検討する。

（３）人員（人件費）管理
（３）人員（人件費）管理 ① 事務局の財務部に契約課を新設し，専門職能集団の形成による契約 「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置」

① 事務等の効率化・合理化による職員の再配置を行う。 事務処理体制を構築するとともに契約事務の合理化・効率化を図る。 Ｐ１７
② 職員の人事管理は，役員会で行う。 １６９ ，参照

② 職員の人員管理を役員会で行う。１６８
Ｐ１６，参照
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○ 別表 （学部の学科，研究科の専攻等） 名古屋工業大学

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 注１： 工学創成プログラムの収容数は，学科に計上。（２）は再掲で内数。
注２： ３年次編入学の収容数は，それぞれの所属学科に計上。（３３）は再掲で内数。

(a) (b) (b)/(a)×100 注３： １５年度の専攻の再編整備前の専攻である生産システム工学専攻，[以上，博士前期課程]及び物
(人) (人） （％） 質工学専攻，生産システム工学専攻，電気情報工学専攻，社会開発工学専攻[以上，博士後期課程]

工学部第一部 については，学年進行が終了したものであるが，在学している学生がいるため，収容数のみ計上。
生命・物質工学科 ４６５ ４８２ １０４
環境材料工学科 ２８５ ３００ １０５
機械工学科 ５５５ ５８２ １０５
電気電子工学科 ４２０ ４４５ １０６
情報工学科 ４９５ ５０９ １０３
建築・デザイン工学科 ２４０ ２５４ １０６
都市社会工学科 ２７０ ２７８ １０３
工学創成プログラム （６） ○ 計画の実施状況等
応用化学科 １３０ １４３ １１０
材料工学科 １６５ ２０３ １２３ 工学部で，収容定員と収容数の差が＋１５％を超えているものの理由は，以下のとおりである。
機械工学科 １４０ １９８ １４１ 第一部は４年，第二部は５年で卒業することができず，最終学年に在学している学生が多く
生産システム工学科 １００ １２１ １２１ いるためである。
電気情報工学科 １７０ ２２５ １３２
知能情報システム学科 ６０ ７８ １３０ 工学研究科で，収容定員と収容数の差が＋１５％を超えているものの理由は，以下のとおりである。
社会開発工学科 １０５ １３１ １２５ ① 入学希望者が多く，本学の教育研究環境の許す範囲において，可能な限り優秀な人材を確
システムマネジメント工学科 ４０ ６１ １５２ 保していることから,定員充足率が高くなっているものである。
３年次編入学 ２０ （３３） ② 外国人留学生について，従来から収容定員外で受入れてきたためである。

工学部第二部 ・ 博士前期課程は，収容数合計１，１８４名のうち７２名（６．１％）が外国人留学生
物質工学科 １２０ １１９ ９９ ・ 博士後期課程は，収容数合計２２１名のうち４５名（２０．４％）が外国人留学生
機械工学科 １６０ ２０７ １２９
電気情報工学科 ２２０ ２６４ １２０
社会開発工学科 １６０ １８１ １１３
応用化学科 １００ １１３ １１３

学士課程 計 ４,４２０ ４,８９４ １１１

工学研究科 博士前期課程
物質工学専攻 ２１６ ３３８ １５６
機能工学専攻 １８６ ２７２ １４６
情報工学専攻 １５６ ２７２ １７４
社会工学専攻 １３２ １７１ １３０
都市循環システム工学専攻 ６６ ８２ １２４
産業戦略工学専攻 ４２ ４８ １１４
生産システム工学専攻 １

修士課程 計 ７９８ １,１８４ １４８

工学研究科 博士後期課程
物質工学専攻 ２１ ５６ ２６７
機能工学専攻 １８ ２０ １１１
情報工学専攻 １５ ４５ ３００
社会工学専攻 １２ ３４ ２８３
都市循環システム工学専攻 ４５ ５３ １１８
物質工学専攻 １
生産システム工学専攻 ４
電気情報工学専攻 ４
社会開発工学専攻 ４

博士課程 計 １１１ ２２１ １９９
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